
- 25 - 

平 成 2 6年 第 ３ 回 嬉 野 市 議 会 定 例 会 会 議 録 

招 集 年 月 日    平成26年８月29日 

招 集 場 所    嬉野市議会議場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告  

開議 平成26年９月３日 午前10時00分 議 長  田 口 好 秋 

散会 平成26年９月３日 午後５時03分 議 長  田 口 好 秋 

応（不応）招 

議員及び出席 

並びに欠席議員 

議席 

番号 
氏   名 出欠 

議席 

番号 
氏   名 出欠 

１番 生 田  健 児 出 10番 山 口  政 人 出 

２番 宮 﨑  良 平 出 11番 芦 塚  典 子 出 

３番 川 内  聖 二 出 12番 大 島  恒 典 出 

４番 増 田  朝 子 出 13番 梶 原  睦 也 出 

５番 森 田  明 彦 出 14番 田 中  政 司 出 

６番 辻    浩 一 出 15番 織 田  菊 男 出 

７番 山 口  忠 孝 出 16番 西 村  信 夫 出 

８番 田 中  平一郎 出 17番 山 口    要 出 

９番 山 下  芳 郎 出 18番 田 口  好 秋 出 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 - 

地 方 自 治 法 

第121条の規定 

により説明の 

ため議会に出席 

した者の職氏名 

市 長 谷 口  太一郎 企画政策課長 池 田  幸 一 

副 市 長 中 島  庸 二 市民協働推進課長 田 中  秀 則 

教 育 長 杉 﨑  士 郎 文化・スポーツ振興課長 宮 﨑  康 弘 

総 務 部 長 筒 井    保 福 祉 課 長 池 田  秋 弘 

企 画 部 長 中 島  憲 郎 健康づくり課長 飯 田  邦 芳 

健康福祉部長 徳 永  賢 治 健康福祉課長 田 中  昌 弘 

産業振興部長 山 口  健一郎 農 林 課 長 納 富  作 男 

建 設 部 長 中 尾  嘉 伸 うれしの温泉観光課長 宮 﨑  康 郎 

教 育 部 長 
教育総務課長兼務 

井 上  嘉 徳 
うれしの茶振興課長 
農業委員会事務局長兼務 

堤    一 男 

会計管理者 
会計課長兼務 

山 口  久 義 建設・新幹線課長 早 瀬  宏 範 

総 務 課 長 
選挙管理委員会事務局長兼務 

池 田  英 信 環境下水道課長 横 田  泰 次 

財 政 課 長 中 野  哲 也 水 道 課 長  

市 民 課 長  学校教育課長 池 田  正 昭 

税務収納課長 井 上  親 司 監査委員事務局長 堀 越  千恵子 

本会議に職務 

のため出席した 

者 の 職 氏 名 

議会事務局長 永 江  邦 弘   

    



- 27 - 

平成26年第３回嬉野市議会定例会議事日程 

平成26年９月３日（水）  

本会議第２日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 山 口 政 人 

 

１．子ども・子育て支援新制度について 

２．公有財産について 

２ 森 田 明 彦 １．嬉野茶の販路拡大、特に海外に向けての販路拡大について 

２．乳幼児健康支援一時預かり事業について 

３．ふるさと応援寄附金について 

３ 山 口 忠 孝 １．みゆき公園グラウンドゴルフの管理・運営等について 

２．子育て広場について 

３．住民提案協働まちづくりについて 

４．国道498号線の牛間田新道交差点の道路改良について 

４ 山 下 芳 郎 １．観光問題について 

２．公園の管理について 

３．まちづくり計画について 

４．防災対策について 

５．農地中間管理機構について 

５ 芦 塚 典 子 １．嬉野市地域防災計画について 

２．子どもたちの「生きる力を育む」教育について 

３．市民課の窓口形態について 

６ 織 田 菊 男 １．和泉式部公園について 

２．社会文化会館について 

３．補助金について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（田口好秋君） 

 皆さんおはようございます。いよいよきょうから一般質問でございます。きょうは６名の

方が予定をしておりますので、最後までよろしくお願いします。 

 本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 
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 本日の議事日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。 

 10番山口政人議員の発言を許します。 

○10番（山口政人君） 

 皆さんおはようございます。10番山口政人です。議長の許可を得ましたので、ただいまか

ら一般質問を行いたいというふうに思います。 

 傍聴席の皆さん方には早朝から大変御苦労でございます。ありがとうございます。 

 まず、８月20日の未明に発生をいたしました広島県の土砂災害では多くのとうとい命が犠

牲となられました。心より御冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお

見舞いを申し上げたいというふうに思います。 

 それでは、一般質問を行いたいと思います。 

 今回は、子ども・子育て支援新制度について、それから公有財産について、この２項目で

ございます。 

 まず、子ども・子育て支援新制度についてでございます。 

 嬉野市の人口減少問題は市の維持や未来への存続をも危惧される重要な課題で、その施策

として「教育・産業・健康」のまちづくりを展開し、「住んでみたくなるまち」を目指すも

のだと考えます。そのためには安定雇用、子育て環境、居住環境は不可欠で、その中の安定

雇用は最も重要な項目でありますが、今回は子育て環境について伺いたいというふうに思い

ます。 

 １番目として、子ども・子育て支援新制度と今までの制度との違いは何か、伺いたいと思

います。 

 ２番目として、子ども・子育て支援新制度は平成27年４月からスタートする予定だが嬉野

市のスケジュールについて伺う。 

 ３番目として、子ども・子育て支援新制度に伴う保育料見直しの考えはないか、伺いたい

というふうに思います。 

 壇上からは以上でございます。あとの再質問と公有財産については質問席から伺いたいと

いうふうに思います。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆様おはようございます。きょうから一般質問が始まったところでございまして、真摯に

努めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。冒頭に、また、傍聴の皆さんにお

かれましては早朝から御来臨賜りましてありがとうございます。心から敬意を表します。 
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 それでは、山口政人議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 壇上でお尋ねいただいた件につきましては、子ども・子育て支援新制度についてというこ

とでございます。 

 公有財産等につきましては、後ほどお尋ねいただくということでございますので、よろし

くお願いします。また、子ども・子育て支援新制度につきましては、教育長へのお尋ねもご

ざいますので、後ほど教育長からもお答えを申し上げます。 

 それでは、子ども・子育て支援新制度についてお答え申し上げます。 

 まず、１点目の子ども・子育て支援新制度と今までの制度との違いは何かというお尋ねで

ございます。 

 幼稚園及び保育所に共通する主な変更点といたしましては、保護者が保育の必要性に係る

認定を受け、共通の給付制度に基づいた給付を受ける点となっておるところでございます。

また、幼稚園につきましては、新制度に移行する場合は施設型給付の対象となりますが、私

学助成を受ける幼稚園として継続する場合は変更がございません。一方で、保育制度では新

たな選択肢である地域型保育事業の創設や保育の必要性の認定理由の拡大等の変更がありま

すが、市が保育の実施責任を有し、保護者の選択に基づき市が利用調整を行う点については

変更がないところでございます。 

 なお、新制度は認定こども園、幼稚園、保育園を通じた施設型給付と新設された地域型保

育給付、いわゆる小規模保育、事業所内保育等及び児童手当から成る子ども・子育て支援給

付と市町村の実情に応じて実施する地域子ども・子育て支援事業、例えば、一時預かりや放

課後児童クラブ、子育てセンター、ショートステイ、ファミサポセンター、ファミサポ事業、

延長保育、病後児保育等の２つの枠組みから構成されるところでございます。 

 また、今までは幼稚園は文部科学省の管轄で私学助成により運営されていましたが、新制

度では内閣府の所管となり一元化されるということでございます。 

 次、２点目のお尋ねの子ども・子育て支援制度は平成27年４月からスタートする予定だが

嬉野市のスケジュールについてということでございます。 

 新制度の施行に向けて既に平成25年度から準備を進めているところでございます。これま

での主な経過につきましては、平成25年９月議会で嬉野市子ども・子育て会議条例を議決後、

これまでに３回の子ども・子育て会議を開催し、新制度の説明やアンケート調査の実施、結

果報告、支援事業計画の骨子案などについて御協議をいただいておるところでございます。 

 なお、今後のスケジュールでございますが、今後３回の会議を予定しておるところでござ

いまして、事業計画に係る量の見込み及び確保の方策、地域型保育事業の認可基準及び運営

基準などの協議を経て12月議会において保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例案を３件上程し、子ども・子育て支援事業計画書の策定を平成27年３月までに終え、新年

度からの事業に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 
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 次に、３点目の子ども・子育て支援新制度に伴う保育料の見直しの考えはないかというこ

とでございます。 

 現行の保育料は所得階層ごとに国が定める徴収基準の範囲内の額を規則で定めているとこ

ろでございます。新制度における利用者負担も現在の認可保育園のように所得に応じた負担、

応能負担を基本として国の基準をベースに地域の実情に応じて市町村が設定することになっ

ています。利用者負担に関して国が定める水準は最終的に平成27年度予算編成を経て決定さ

れることになっていますが、新制度の円滑な施行に向けて準備を進められるよう利用者負担

のイメージが示されているところでございます。これによれば現行の所得税額の階層区分が

新制度では所得割課税額の階層区分になっているため、年収に対する階層が少し変わること

になるということでございまして、利用者負担額が多少増減することとなると思われます。 

 当市の利用者負担額につきましては、今年度末までに規則で定める予定でございますが、

現在の考えといたしましては、現行のように新制度でも国の基準の範囲内において近隣市町

の動向等も勘案しながら設定をする予定でございます。 

 以上で山口政人議員のお尋ねについて、お答えとさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 子育て支援新制度と現在までの制度の違いについてお答えを申し上げたいと思います。 

 子ども・子育て支援新制度は本格的な人口減少社会が到来する中、子どもたちを産み育て

たいという希望を持つ方を国や地域を挙げて社会全体で支援する新しい支え合いの仕組みを

構築することを目的とするものであると思っております。 

 子ども・子育て支援新制度と今までの違いについてでございますが、幼稚園及び保育所に

共通する点でございますが、主な変更点といたしましては、保護者が保育の必要に係る認定

を受け、共通の給付制度に基づいた給付を受ける点となっております。また、幼稚園につき

ましては、新制度に移行する場合は施設型給付の対象となりますが、私学援助を受ける幼稚

園として継続する場合は変更ございません。 

 以上、お答えにしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それでは、順次、再質問をしたいというふうに思います。 

 まず、市長にお尋ねをしたいというふうに思いますけど、税と社会保障の一体改革として

進められてきたこの新制度をどのように評価をされているのか、お尋ねをいたします。 

○議長（田口好秋君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 これにつきましては、私どもとしては先ほど申し上げましたように、平成25年度から既に

検討を始めておるところでございますが、もう以前からいわゆる保育所と幼稚園との違いの

問題とか、また、いわゆる縦割りによる弊害とかいろんなことが言われてきたわけでござい

ます。そういう中で、国全体として、いわゆる少子化が非常に進んできたと、こういう中で

すね。もう１つは、都会における子どもたちの施設の不足とかいうふうなことが強く訴えら

れまして、このような動きになったというふうに思っておりまして、私としては全般的には

歓迎しておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 この新制度につきましては、いろんな反対、賛成というのがあったというふうに思ってお

ります。そういうことで、待機児童の解消を狙うというようなことで、それとまた経済性と

いいますか、企業の参入を許すというようなそういった経済性の面もあったかというふうに

思いますが、それはそれとして市長はこの子育て支援、これは人口減少の対策として非常に

重要な施策の一つだと私は思っておりますが、市長は市長の政策の課題の中でこの子育て支

援について優先順位をつけるとしたら、どの位置にこの子育て支援があるんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 政策の優先順位ということにつきましては、さまざまな取り組み方があると思いますし、

また、必要な政策につきましては、毎回議会に御提案を申し上げて議決をいただいておると

ころでございまして、そういう点では議員の皆さん方ともいろんな形で協議ができていると

いうふうに思っております。 

 そういう中で、嬉野市になりましてから、いわゆる子育ての施策につきましては手厚く行

ってきたというふうに考えておるところでございまして、近隣自治体、ほかの自治体とも比

較しても新しい政策等も導入をさせていただきましたし、今回また予算もお願いしています

ので、ちょっと議案と重なりますので、これ以上はお答えできませんけれども、いろんな取

り組みについては積極的に行ってきたというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 担当部長にお答え願いたいと思いますけど、同じくこの新制度についての自分なりとして

の評価、これをどのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 従来の厚生労働省所管、文部科学省所管、これが内閣府のほうに一元化されたところでご

ざいます。この仕組みを見てみますと、今までにかつてない国の姿勢が伺えるというふうに

私は思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 この新制度について私もちょっと勉強をしてみたんですけど、途中でもうちょっと混乱し

てしまうような非常に難しい仕組みじゃないかなというふうな気がしました。それで二、三、

疑問点とか、それから今後の施策について担当課のほうにお尋ねをしたいというふうに思い

ますけど、これは先ほど市長の答弁の中でもこの支援事業とそれから支援給付、この２つに

分かれるというふうなことであります。嬉野市としてもいろんな子育ての支援につきまして

は、今市長の答弁にもありましたようにもうやっておるわけですよね。これはどこの市町村

だって一緒だというふうに思いますけど、そういった中で、今度、新制度になれば利用者と

いうのは介護保険のように必要性の認定を受けなければならないということになるわけです

よね。 

 それともう１点は、保育時間が現在は分かれておりませんけど、短時間保育とそれから標

準時間とに分かれるというようなことですが、短時間保育と標準時間とでは保育料は違うん

ですか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えいたします。 

 標準時間というのがフルタイムの就労を想定したということで、最長11時間を想定されて

おります。それと、保育の短時間というのはパートタイム就労を想定した時間ということで、
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最長８時間という想定になっていますけど、当然保育料については、今後子ども・子育て会

議のほうで決定していくわけですけど、違ってくると思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 もう基準というのが決められていないんですか、まだわからないわけですか、その保育料

の違いというのは。それと、この短時間と標準時間の違いというのはやはり保護者の方にと

って不公平感が生じないのかどうなのか、担当としてどういうふうにお考えなのか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 これまでは幼稚園に預ける場合は、基本はどちらかが働いていないという条件があって、

例えば、保育所に預ける場合はどちらも日中保育ができないという条件があるわけですけど、

そういうことを鑑みて、例えば、現在は幼稚園にしか行けない方も保育園に入所できるとか、

そういう幅広い選択肢ができるようにはなると思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それでは、保育料の違いというのは確実にあるわけですよね。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 当然保育時間が違いますので、違いは出てくると思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 保育料の違いによって、この区分で市のほうから委託費として保育園に委託費をやってい

るんですよね。今回、今からは施設型給付費というふうなことになりますけど、そういった

ときにこの区分によって園そのものの運営が不安定になりはしないかというふうな疑問があ

るわけですよね、そこら辺は担当としてどうなんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 
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○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 保育料の決定につきましては、今後、子ども・子育て会議の中で決定されますので、そこ

ら辺は当然勘案しながら決定されるものと理解しております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 ちょっと答弁が余りよう理解できませんけど、保育園ですよね、保育園の運営に支障が来

さないかというようなことを私は聞いているんですけど、そういった保育園との説明会あた

りはやっていただいたんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 来年４月から新しい制度に移行するわけですけど、例えば、今の保育園とか幼稚園が認定

こども園に移行するとかそういった選択肢もありますので、そういった制度の説明を行いな

がらそういった移行の調査といいますか、意向を伺ってきているという状況です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 保育園については、もう全面的に施設型給付というようなことで移行をするわけですよね。

幼稚園はまた別というようなことになるかと思いますけど、幼稚園についてはまた後で質問

したいと思いますけど、それと25年９月議会で条例が可決をされまして、子ども・子育て会

議の中で３回ほど今まで会議をされたというようなことであります。それで、当然ニーズ調

査もされたというふうに思うんですよ。このニーズ調査の調査結果、概要を教えていただき

たいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 ニーズ調査といいますか、子ども・子育てに関する就学前と小学校の保護者の方にアンケ

ート調査を行っております。その中で将来的にどれだけの保育が必要とされる子どもさんが

おられるのかということを把握する必要がありまして、その実施計画の中に保育を必要とさ

れる方全てを、待機児童が発生しないような形でその施設の確保も必要ですので、そこら辺

の調査を行っているところです。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 調査を今行っているところなんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 すみません、アンケート調査はもう行った後です。今その集計をしながら今度の子ども・

子育て会議にお諮りする予定にしております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それでは、このアンケート調査の項目なんですけど、これは市独自の項目なんでしょうか、

それとも国から示された項目というようなことなんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 ひな形として国のほうから示された調査内容となっております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それでは、上のほうから示された基準に基づいて、その項目によってアンケート調査をし

たと。市独自の調査項目はないというようなことですよね。いや、私が一番言いたいのは、

その中に各市への要望とか、それから経済負担あたりがその項目の中に入っていなかったの

かどうなのかということなんですよね、そこら辺どうなんでしょう。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 一応、その中に自由回答という欄を設けまして要望なり自由な意見を書いてもらうという

項目がありますので、その中である程度の保護者の皆さんの要望等がわかるようになってお

ります。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それでは、その調査の内容が経済的な負担が厳しいというような声はなかったんでしょう

かね。 

 それともう１点は、この新制度についての市民への情報、これはどうなされているのか。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 お答えします。 

 今、手元にその自由回答の内容を一応持ってはいるんですけど、やはりいろんな意見、要

望が上がっております。例えば、夜間の保育をしてほしいとか、休日の保育をしてほしいと

か、また、あと病児保育の施設がないとかいろんな意見があります。経済的なことで保育料

が高いというふうな意見もないことはないです。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 じゃ、保護者への情報提供についてはどのように行っていますか、この制度について。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 嬉野市のホームページで結果をお知らせするということです。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それでは、保護者への説明会というのはあっていないんですよね。 

○議長（田口好秋君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（池田秋弘君） 

 保護者を一堂に集めての説明会とかは実施しておりませんけど、今現在、保育所の申し込

みとか年度初めにありますけど、その時点で個々に説明をしてきたところです。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 これは、もう10月あたりから申請受け付けをやるんですよね、実際ですね。本当にそうい
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ったことで間に合うのかどうなのか、保護者の混乱というとはないんですかね。担当部長ど

うなんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 昨年のアンケート調査につきましては、就学前で1,018件、小学校の子どもさんで1,060件

の調査をいたしております。その調査結果を集約いたしまして、まず、学校には保護者を集

めるという形がちょっととりにくかったもので、調査結果をお上げしてそこで見ていただく

ような形をとっております。また、パソコンでお知らせする市のデータ御案内でも出してお

ったかな、ちょっと出すような取り組みをしてくださいということで担当のほうには説明し

ておりましたが、まだ出ていないかもわかりませんが、それと御希望がある方につきまして

は、その調査結果の写しをお上げいたしております。そういう中で相当数の調査、アンケー

トをいたしておりますが、保護者の方からたくさんの自由意見をいただいております。数百

件に及ぶ案件でございました。その中ではやっぱり先ほど担当課長が申しましたとおり、病

気児の対応、それから保育所の時間の延長及び放課後児童クラブの延長等について御希望が

ございましたけれども、もう既に実施をしている事案もありまして、これＰＲ不足もあった

のかなと思いますが、例えば、放課後児童クラブを７時までしてほしいとかというアンケー

ト調査ありまして、もう既に実施をしておる部分等も相当数含まれておりました。ただ、こ

れは周知不足のために保護者の方が御承知なかったのかなということでお見受けをしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 この保育料に関してなんですけど、実はこの保育料は合併時からほとんど変わっていない

というふうに思っているんですけど、いかがなんでしょうかね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 御質問どおり、平成22年３月31日で改正をいたしまして23年度から保育料が改定をされて

おるかと思いますけれども、これにつきましては国の基準がございまして、それに基づいて

改定を行っていくわけですけれども、その後、国からの改定のことについては来ておりませ
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んので、そのまま据え置きというふうになっております。 

 じゃ、今度の新制度に変わってどうなるかということでございますけれども、当然、新制

度に変わって保育料の算定の仕方も違ってまいります。現在８階層で保育料については決定

をいたしておりますが、新制度におきましても大体８階層ということで、今のところ決定で

はないですけれども、予定をされております。そういう中で、改正前、改正後の保育料の額

が一番関心あるところでございますけれども、国としてもそう変動があってはいけないとい

うことで、大体同額程度、各階層ごとに比べてみましたけれども、そう誤差はない金額が示

されております。これを受けまして、来年になりましたら正式に嬉野市のほうでも規則によ

りまして決定をされていくというふうになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 じゃ、その保育料のですよ、今、保護者の方の負担金ですよね。それの一番多いのはどの

区分なんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 これは３歳未満の場合とか３歳児の場合、４歳児以上の場合と３段階に分かれます。その

中で一番高いとなれば３歳児未満の子どもさんというふうになろうかと思いますが、所得に

よって算定しますけれども、第８階層目で７万8,000円、もちろん所得税が73万4,000円以上

とか、このクラスになったらなかなか該当する人というのはもう少ないと思われますけれど

も、金額的にいきまして７万8,000円、それから３歳児の場合で３万6,000円、４歳児以上の

場合で３万円が一番高いランクというふうになります。（「一番多い人数」と呼ぶ者あり）

ああ、一番多い人数ですね。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午前10時34分 休憩 

午前10時35分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 
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 お答えをいたします。 

 一番多いのが４歳、５歳児になりまして286名でございます。大体約700名の（発言する者

あり）４歳、５歳児の方が286名（「その区分は。階層は」と呼ぶ者あり）階層区分までは

ちょっと手元に資料を持っておりませんで、後だって階層区分ごとの資料を御提出したいと

思います。４歳、５歳児の階層区分ということでよろしゅうございますか、全体を。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 現在、私が予算の中からちょっと調べてみたんですけど、ゼロ歳から５歳までが大体嬉野

市全体で約1,330、そのくらいの子どもさんがいらっしゃると。その中で保育園が689名、そ

れから幼稚園が130名というふうな形で、819名の方が、約６割の方が保育園と幼稚園に通っ

ていらっしゃるというようなことですよね。そういうことで、市長にお尋ねをしたいと思い

ますけど、やはり合併のときからの保育料、これは嬉野町の安いほうに合わせて、非常に保

護者の方には御負担が少なくなったというふうなことで当初は喜んでおられたと。しかし、

やはり今、非正規という方、パートとかそういった方が非常に子育てに苦労をされていると

いうような現状もございます。 

 そういったことで、今回の新制度に伴って保育料というのはやはり軽減をすべきじゃない

かというふうに私は思うんですけど、そこら辺の考え方をお尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 では、お答え申し上げます。 

 嬉野市の保育料につきましては、御発言のとおりでございまして、いわゆる県内でも非常

に安いというふうに思っております。そういう中でございまして、あの当時、合併のときに

保育料を安いほうに合わせようということで合わせたわけでございまして、今の状況でいき

ますと適切な保育料かなというふうに思っております。 

 今回、国のほうはまず経費のものを別にしまして制度的に動かそうということでございま

して、また、いずれ国の基準も出てくると思いますので、それに照合させていただいて、現

在の私どもがとっております、できるだけ安くて子どもたちが利用できるようなそういう形

で継続できればというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 
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○10番（山口政人君） 

 ぜひ子ども・子育て会議の中で、やはりその点は大いに議論をしていただきたいと私は思

います。 

 あっちこっち飛びますけど、今のスケジュールについて本当に大丈夫かなというような気

がしているんですよね。条例後ですね、12月議会、本来はもう６月議会か９月議会あたりに

提案をするのが本当じゃないかと私はこの制度を見ながら思ったんですよね。そういうふう

なことで非常におくれているんじゃないかと。アンケートの調査結果のまとめもまだできて

いないというようなことですので、それが一番のやはりこの事業計画、６月議会やったです

かね、事業計画を策定しますというような予算がついていたんですけど、それについてもな

かなか進まないんじゃないかなというような気がしているんですよ。そういうふうなことで、

それに地域型の保育事業関係もあります。それから放課後健全育成、これもやはり設置基準

とかなんとかいろいろなことを条例化せにゃいかんというようなことになっていると思いま

すけど、そこら辺で本当に大丈夫なのか、担当部長としてどうなんですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 スケジュール的には国からの情報、施策、いわゆる準則みたいなああいうのが来てからと

いうふうになりますので、それが来次第ということになりますので、先ほどの答弁で12月ぐ

らいになるだろうということで御答弁をさせていただいております。 

 それから、スケジュール的には27年４月１日からの施行というふうになりますので、当然

それに合わせて執行できるようにしなければいけないということになります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 特にやはり保護者の希望として放課後児童健全育成事業ですか、これがずっと増加をして

いるというようなことを伺っているんですよね。そういうふうなことで、そうなればやはり

指導員の処遇の仕方、それから施設が本当に今の施設で間に合うのかというようなこと、そ

ういうことも含めて、やはり早急に子ども・子育て会議の中で議論をして事業計画を立てて

いただきたいというふうに思いますが、そこら辺もきちんともう考えていらっしゃるんです

よね。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 ３年生から６年生までに拡大したことによりまして利用者数というのは増加をいたしてお

ります。そういう中で指導員の数、これ規定、基準に合わせまして当然配置をいたしており

ます、障がい者の方がおれば加配ということも含めてですね。 

 それと施設に関してでございますけれども、嬉野小学校、これは２つつくっておりました

が、今回１つ増加いたしまして３つの場所で開設をいたしております。 

 それから吉田小学校、体育館のホールを利用いたしておりましたが、小学校の校舎でもう

既に８月25日以降になりますけれども、校舎の教室の広いほうで対応をさせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 ぜひそこら辺を大いに議論をしていただきたいというふうに思います。 

 それでは最後に幼稚園の件についてですけど、今、幼稚園につきましては、この新制度の

制度化には入っていないんですかね、この歳入については。 

○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（井上嘉徳君） 

 今お尋ねの新制度に入っていないかということで、現在市内に３私立幼稚園がございます

が、平成27年度につきましては、現行どおり幼稚園のままでいかれるということでございま

す。28年度以降につきましては、その後の動向を考えながら検討されるということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 私学助成でいくというようなことですけど、この制度化に幼稚園が入らないと、現在はも

う入る気はないと。この制度化には今後入らなくてもいいのかどうなのか。というのが、こ

の施設整備、現在は国の安心こども基金ということで施設整備をやっておられると。これは

保育園も一緒なんだと思いますけど、しかし、この新制度に入れば減価償却費というふうな

考え方で給付金に盛り込むというようなことですが、この制度化に入らないとこれがなくな

るというふうに捉えていいんですかね。 
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○議長（田口好秋君） 

 教育部長。 

○教育部長（井上嘉徳君） 

 お答えします。 

 その施設整備補助についてでございますけれども、現在、私立学校施設整備補助金制度を

使っていらっしゃると思います。負担割合につきましては、御承知どおり、県が２分の１、

安心こども基金２分の１、設置者２分の１ということで、その後、これが施設型等で移行さ

れた場合につきまして減価償却見合い分について年間分けて補助金というか、いただけると

いう方法を選択されるということも可能かと思いますけれども、現行上、幼稚園のままの私

学助成を受けたままいかれるということも選択肢の一つでございますので、現状では施設型

の幼稚園としていかれるか、あるいは今のままの幼稚園としていかれるかどちらかを選択さ

れるということで継続されていけるものと思っております。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 それともう１点、今、就園奨励費ですね、これは国が３分の１、市が３分の２と、約です

ね、そういったことでやっておられると。その最高限度額が30万8,000円というふうになっ

ていると思います。今度の新制度に伴って、そこら辺の限度額もやはり上げる必要があるん

じゃないかなというふうな気がいたしますけど、そこら辺を教育委員会としてどういうふう

に考えていらっしゃるのか、これは教育長にお尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをしたいと思いますが、現在、最高限度額30万円というふうなことでございますけ

れども、今後やはり時の流れもございますので、新制度に合わせながら検討をしていきたい

というふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 いわゆるこの子育て支援制度をやはり今後一層充実を、どこの市町村でもこれはもう一生

懸命なんですよね。若い人たちを呼び込むためには、この支援制度というのをもう精いっぱ

い、他の市町村と差別化を図る必要があるんじゃないかと、そして、若い人たちがやはり嬉

野市に住んでみたいというようなことをやるべきじゃないかと。非常に今ずっと聞いてみま
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すと、横並びの意識が非常に強いんですよね。よその市が、よその町がこういうふうなこと

でやっている、県内はこういうふうなことをやっているからそれくらいでいいんじゃないか

なというような気持ちが先に走っているんではないかなというふうに思うわけですよ。そこ

で、やはり子育て支援制度日本一を目指す気概が必要ではないかと、そして、若い人たちを

嬉野市に呼び込む、これがやはり必要でないかというふうに私は思いますけど、市長の見解

をお尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も同じ意見でございます。今現在、いろんな保育園の方々とか幼稚園の方々とかお話し

しますけれども、嬉野のそれぞれの施設については特色ある活動をしていただいておりまし

て、近隣と比較しましてもすばらしい形で取り組んでいただいているなという、そういう歴

史があると思いますので、今回制度がいわゆる一口で言うと幅広くなるわけですから、その

幅広くなったところを、この特徴を生かした形で各園がやはり子育てに、いわゆる一味も二

味も加えていただいて、今、嬉野市が続けております子育てのしやすい自治体ということで

御協力をいただければと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 ぜひ子育て日本一を目指していただきたい。そのためには、やはり保育料が一番関係して

くるんじゃないかというふうに私は思います。その他の制度も必要なんですけど。 

 それで、次に行きたいと思います。 

 公有財産についてであります。 

 未利用財産の売却、有効活用についての考え方を伺いたいというふうに思います。 

 旧吉田小学校の春日分校、皿屋住宅の遊休地、のぞえ団地の空き地、それから入江川沿い

（牛間田地区）の遊休地、塩田町のごみ焼却場跡地、塩田地区防災備蓄倉庫の入り口、それ

から最後に旧授産場跡地、この有効活用の考え方をお願いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 公有財産についてということでございまして、公有財産につきましては、やはり適切な管
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理と、そしてまた、有効利用ということが義務づけられているということは十分承知をいた

しております。 

 今回お尋ねの、まず吉田小学校の春日分校につきましては、いわゆる地元の春日区に管理

を委任しておったところでございますが、今般、地元から管理を市へ戻してほしいというこ

とでございましたので、戻すということになります。この管理委託につきましては、当初は

地元のほうから春日区に管理をさせてほしいということでございましたので、そのような形

で行ってきたところでございます。今後につきましては、私どもとしては距離は離れており

ますけれども、今倉庫が非常に不足しておりますので、主には倉庫として使わせていただき

たいというふうに思っておるところでございます。 

 それから、皿屋住宅の遊休地につきましては、今後、売却を念頭に入れて取り組みをして

いきたいと思っておるところでございます。 

 次、のぞえ団地の空き地についてのお尋ねでございますけど、本来ならばつくられた当時

の売却というのが一番よかったと思いますけど、形状的に非常に無理があるということでご

ざいますので、しばらくは現在のまま管理するほかはないのじゃないかなというふうに思っ

ております。 

 それから、入江川沿いの遊休地につきましては、これは議員御承知のように、大雨の場合

は水没する場所でございまして、そんなことでございますので、現在のまま管理していく方

向になるんじゃないかなというふうに思っておるところでございます。 

 また、塩田町のごみ焼却場の跡地につきましては、所在地ですね、まずは地形ともに売却

にはふさわしくないんじゃないかなというふうに考えておりますので、ここもそのまま管理

をしていきたいというふうに思っております。 

 それから、塩田地区の備蓄倉庫の入り口につきましては、道路部分約90平米に通行を拡幅

するための地役権を設定しておるところでございまして、昨年、地権者のほうから売却につ

いての打診があったところでございます。嬉野にとりましては、いわゆる備蓄の倉庫の入り

口としては手狭であるというふうに考えておりますし、また、付近の消防団の詰所等も、今、

車社会になりまして、いろんなことで不足を来しておるということで非常に不自由に感じて

おられますので、そういうことを考えていきますと価格面で折り合いがつけば購入をさせて

いただきたいというふうに思っておるところでございます。 

 それから、旧授産場の跡地につきましては、現在倉庫として活用しているわけでございま

すけど、今後、地域の方とも十分相談をしながら、ここはぜひ有効活用をしていきたいと思

っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 
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○10番（山口政人君） 

 この７カ所につきましては、総務企画常任委員会の中で４月に調査を行ったわけです。そ

ういうことで、活用方法が何とかないのかなというようなことで委員会の中でも話し合いを

したところなんですよね。そういうことで、吉田小学校の春日分校、これは市が倉庫になす

というようなことでありますけど、やはり遠隔地で非常に地元から言えば迷惑施設のような

感じじゃなかったのかなというような気がしたんですよね。そういうことで、倉庫になして

もやはりいろんなそこの中に入らないように、ぜひそこら辺の厳重な管理も必要じゃないか

というふうに思うわけです。 

 それから、皿屋住宅は売却も検討したいというようなことでありますけど、あそこは戸別

住宅があります、その一番上なんですよね。そういうことで、やはり何かをするよりも住宅

を建てたらいいのかなというような委員会の中でもそういった話をしておりました。 

 それから、のぞえ団地の空き地については、現在のままで管理するよりほかないというよ

うなことですが、あそこも入り口が狭い、両方の入り口が狭いというようなこともありまし

て、やはり畑地利用ぐらいが一番いいのかなと。今、地元のほうで管理をされているという

ようなことでありますので、草払いというのが非常に出てきますので、管理面についてもや

はり大変じゃないかなというふうに思っております。 

 それと入江川の圃場整備の残地なんですけど、ここは大雨時には確かに浸水をいたします。

そういうことで、太陽光あたりはどうなのかなというような話も出ていたんですよね、そう

いった利用方法もいいんじゃないかなというような気がしております。 

 それとごみ焼却場の跡地なんですけど、これは場所的にもなかなか管理がしにくいと。し

かし、やぶにしとかれんとですよ。やはりそこら辺の管理はしっかりお願いしたいというふ

うに思うわけです。 

 それと塩田の備蓄倉庫、この件については、本当に入り口が狭い、そして、今、地上権設

定をしているというようなことで、それはもうどんな人が来てもそれだけは確保するという

ようなことでありますけど、今、額面が折り合えば買収をしたいというような意向でありま

すので、やはりそこら辺は早急にＪＡのほうとも話し合いをされて確保する必要があるんじ

ゃないかなというふうに思っております。 

 それと久間地区の授産場の跡地なんですけど、ここは先ほども有効利用が可能なところじ

ゃないかというふうなことでございます。これは、今、久間のコミュニティの事務局が久間

の研修センターなんですよね。その横しがやはり今ＪＡの葬祭が使っているというようなこ

とで、非常に車をとめる駐車場がないんですよ。ですから、やはりこの授産場の跡地あたり

に移転といいますか、そういったものを、複合施設あたりもつくってですよ、それが一番い

い方法じゃないかなというふうな気もいたしておりますけど、この授産場跡地について市長

の考え方をお聞きしたいと思います。 
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○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まず、１点目の春日の分校の件でございますけど、迷惑施設ということでございますが、

迷惑施設ということじゃなくて、私どもとしては春日の分校のかわりに、いわゆる集落セン

ターができましたので、私どもとしてはうちのほうに引き取りたいというお話をしたわけで

ございますけど、地域の方が残しておいて、そして、有効活用したいという要望がありまし

たので、今のような形になっておるわけでございますので、そこらについてはぜひ御理解い

ただきたいと思います。で、先般、春日区のほうで話し合いがなされまして、もう今ほとん

ど集落センターを使っているということで、今後、自分たちとしては使う予定がないので、

市として管理をお願いしたいというふうなお話がありましたので、私どもとしてはそのよう

に動いていこうというふうに思っておるところでございます。 

 ２点目の授産場の跡地につきましては、事情については十分承知しておりまして、それで

久間のコミュニティの皆さん方からもそういうお話をいただいておりますし、私どもとして

もできたらそういう御希望に沿っていきたいなというふうに思ってはおるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 この授産場の跡地については、やはりまだ拡張をする余地もあろうかというふうに思いま

す。そういったことで、ここを早急に何とかするべきじゃないかというふうに思います。や

はりスピード感を持ってこういったところはやる、もう２年先、３年先じゃなくて、やはり

１年先でも何とかやろうというような気持ちがあるのかどうなのか、お尋ねをしたいと思い

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 じゃ、お答え申し上げます。 

 議案として提案をさせていただくということになると思いますので、そこについては議会

のほうでも十分御審議をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 この未利用の財産の活用については、やはりこの委員会の中でも庁内の検討委員会を発足

されて検討すべきじゃないかというふうに議会の中では報告をしたんですけど、本当にこの

市有財産の未利用財産については何とか有効活用をぜひお願いしたいというふうに思います

けど、そういった検討委員会をやはり設けるべきじゃないかというふうに思いますけど、い

かがなんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 毎年管財のほうで点検、整備をしておるところでございまして、日ごろから、いわゆる有

効利用をしていこうということで検討をしているところでございます。今お話がありました

けれども、数カ所はどうしても厳しいというところがあるわけでございますので、やむを得

ず現状のままということでございますけれども、ほかのところにつきましては、できる限り

有効利用をしていこうということで常日ごろ管財のほうで検討しておりまして、各課とまた

連絡を取り合っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口政人議員。 

○10番（山口政人君） 

 最後に、いわゆるこの未利用財産について、土地についてなんですけど、草木が生えて、

やはり市民の方から、いつ払うのかというようなことをよく聞くんですよね。そういうこと

で、ぜひそういったことがないようにやはり除草、それから不法投棄の原因にならないよう

にぜひ有効な管理をしていただきたいということを要望いたしまして、一般質問を終わりた

いと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで山口政人議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ５番森田明彦議員の発言を許します。 

○５番（森田明彦君） 

 おはようございます。議席番号５番森田明彦です。ことしは夏が感じられないままに初秋

を迎えておりますけれども、傍聴席の皆様、傍聴いただきありがとうございます。 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告書に沿って質問をさせていただきます。 
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 質問項目につきましては、大きく３つの項目を質問いたします。 

 最初の質問は、嬉野茶の販路拡大、特に海外に向けての販路拡大について、２つ目、乳幼

児健康支援一時預かり事業について、３つ目に、ふるさと応援寄附金についてを質問させて

いただきます。 

 最初の項目につきまして、嬉野茶の消費拡大及び販路拡大について、６月の議会でも複数

の議員より類似の質問が出ておりましたが、特に海外に向けての販路拡大について、再度伺

いたいと思います。 

 まず、壇上からの質問といたしまして、安倍内閣では農産物の輸出を成長戦略の重要課題

と位置づけており、その中で茶については2020年、もう６年後になりますけれども、この茶

の輸出額を現在の50億円から３倍の150億円までの拡大を目指すとしています。この茶の消

費が伸び悩む中、茶の産地として、このことについての市長の考えを伺います。 

 以下、再質問を含め、質問席のほうから質問をさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 森田明彦議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、嬉野茶の販路拡大、特に海外に向けての販路拡大についてという

ことでございます。 

 嬉野のお茶、紅茶につきましては、米、イチゴとともに輸出の促進を考えているところで

ございまして、まず、取り組みの第一歩といたしまして、生産者等にお集まりいただきまし

て研修会等を開催したところでございまして、私自身も先般、九州茶主要産地の役員といた

しまして、直接、農林水産大臣、経済産業大臣にお会いいたしまして、日本茶の輸出の振興

ということについてお願いをしてきたところでございます。 

 あとにつきましては、議案と重複しますので、お答えを控えさせていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ただいまのお答えの中にもありましたように、６月議会の答弁の中でも、この茶の産地の

市長としてということで、非常に重要なことで、九州全体の産地として、農水省及び経済産

業省両大臣にも日本茶の輸出について考慮し、お願いをしたと答えておられました。まこと

にそういうことだろうと思います。 

 市として、いわゆる具体的な海外輸出の支援ということでの考えがおありかどうか、お尋
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ねいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 常日ごろ、生産者の方々とも話をしておるわけでございますけど、海外輸出については、

できる限り支援をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 私たちもこういったことに関しては、はっきり言って特別な商社でもありませんし、生産

者でもありませんし、いわゆる素人ということになりますけれども、そういった中で、先月

開催されましたジェトロの──日本貿易振興機構ですね、これは佐賀事務所が今設置をされ

ておりますけれども、ここの佐賀事務所主催の海外輸出の展開（入門編）ということで、こ

のセミナーを受講いたしてきました。農林課の職員もおいでいただいておりましたので御存

じかと思います、報告も上がっていると思いますけれども、特に佐賀県内におきましては、

このジェトロの佐賀事務所が現在、佐賀商工ビルの４階にございます。また、佐賀県国際ビ

ジネスサポートオフィスということで、同じフロアにございます。 

 そこで、いろんな参考になる事例をお聞きしてきたわけですけれども、やはりいきなり海

外へということでは、なかなかそう簡単にいくものではございません。まず、佐賀県もしく

はジェトロとの共同事業という形で、いわゆる百貨店、またスーパーなどの食品バイヤーを

国内に招いて商談会を行う、こういったことも、まず、手短にどうですかというようなこと

でございました。 

 この内容については、担当部課のほうで何かこういった計画等がございましたら、教えて

ほしいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 29日の日にも、ジェトロの所長も嬉野に来ていただいて、いろんなお話をさせていただい

たところでございまして、嬉野の状況について十分承知をしておられますし、我々としても

親しくおつき合いをしておりますので、いろんな形で役立てていければというふうに思って

おるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 同じく担当課のほうからお願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（堤 一男君） 

 お答えいたします。 

 議員おっしゃるように、輸出促進に向けてはかなりハードルが高いということも私ども聞

き及んでおります。主要産地の担当課長会でもいろんな御講演をいただいたところですけれ

ども、そうした折、先ほどおっしゃいましたバイヤーとの商談等については、国、ひいては

県の流通課等の御指導とか、県にも佐賀県農林水産物等輸出促進協議会というのも結成され

ておるようですから、そういうところとの連携をしていきたいと、そういうことで考えてお

ります。 

 以上です。（「休憩」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩。 

午前11時10分 休憩 

午前11時13分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。特に、先ほどの引き続きになりますけれども、こういった県、そ

れからジェトロを利用したですね、そのほか海外見本市への参加等も考えられると思います。

それから、身近な例なんですけれども、お隣のＫ市ということで、お酒の銘柄で、これもＮ

から始まる銘柄ということでお話ししますが、国際的な品評会での、いわゆるフランスでの

ワインコンテストで優勝ということで海外で脚光を浴びたことにより、国内市場でも非常に

引く手あまたということで有名になった身近な例もございます。 

 こういう国際的な品評会というようなものの出展あたりも、こういった機構といろいろ連

携をして、機会があれば参加をしていただきたいと思いますけれども、ここの部分について

もちょっとお考えをお聞きしてよろしいでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 日本酒等についてのお話が出ましたけれども、嬉野市内の日本酒のメーカーさんにとりま

しても、いろんな海外での出品等も、また、受賞等もされておるところでございますので、

私どもとしては、やはり積極的に行っておられる方々と十分連携をしながら、嬉野市全体の

物産が輸出できるように努力をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次のところで、この取引の相手国として、どういった国が想定されますかとい

うところの質問も出しております。これについてもちょっとお考えをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ジェトロさんとのいろんな話し合いもありましたけれども、やっぱりある程度、紅茶にし

ろ、緑茶にしろ、習慣的なものが必要だということでございましたので、いわゆるヨーロッ

パとか、アメリカとか、ある程度そういうふうな、お茶を飲むとか、紅茶を飲むとか、コー

ヒーを飲むとか、そういう習慣のある国に限定されるんじゃないかなというふうに思ってお

ります。しかしながら、チャンスがあれば、いろんなところにも出す可能性はあるんじゃな

いかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 そういったことでは、まず、先ほども挙げましたけれども、いわゆる中国、こちらのほう

では佐賀県の代表事務所が瀋陽のほうに置いてありますね。それから、香港のほうにも同じ

く佐賀県の代表事務所があります。そして、先ほどのジェトロが設置してある佐賀商工ビル

のほうには、県の上海デスクというところも設置がされております。 

 こういった意味では、同じアジア圏の国というのが想定を、身近なところかなという感じ
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がいたすわけでございますけれども、ことしの２月28日の佐賀新聞のほうでちょっと紹介を

されておりました。「寒いロシアへ熱い緑茶を」という記事で大きく載っておりました。こ

の中で、「農水省は昨年、日本茶の輸出戦略を策定し──アメリカも入りますが──ロシア

などを最大の輸出拡大の重点国とした」という記事がありました。その中で、モスクワで開

催をされましたロシア最大級の食品見本市の中で、「九州経済連合会のブースに島根、福岡、

鹿児島３県の４業者が緑茶を出展」という記事がございました。 

 その中に福岡県八女市の商社、Ｎ園ということで表現をいたしますけれども、こちらに実

は10日ほど前に訪問をいたしました。ここの八女茶の商社さんですが、40代の若い社長さん

でございましたけれども、前職が国家公務員をやっていましたということで、どちらだった

んですかというお話をしたところ、通産省におりまして、しかも、貿易関係をやっていたと

いうようなことで、非常にグローバルな視点でのお茶のお話が聞けました。 

 詳細はちょっと省きますけれども、ここが実績としては、現在、アメリカに輸出をしてお

りますと。ただ、そのときの九経連の出展で、ロシアのモスクワでの見本市にも出展をして

おったということで、ロシアあたりは特に、産地に関心を非常に持つおもしろい市場ではな

いかというようなお話もされておりました。なかなか遠い国で、しかも、まだまだ国交も非

常に難しい緊張状態にもある中で、非常に難しいと思いますけれども、参考にされることも

いいかなと思いました。 

 もう１つその中でのお話ですけれども、ただし、海外に出ると、いわゆる八女茶も、嬉野

茶も、まず、誰も知っている人はいないんですよということでした。それはそうだろうとい

うことですけれども、そういうことで、そこの商社さんはうれしいことに、実は嬉野茶の紹

介もされておりました。海外展開を行う中では、先方の飲みたいお茶、例えば、甘いお茶が

欲しいんだということであれば、八女茶を紹介します、さっぱり系のお茶が欲しいといった

ら、もう迷わず嬉野茶を紹介しますということで、自身のＰＲの、広告の様式の中にも、八

女茶があり、嬉野茶があり、彼杵茶がありと、それから知覧茶まで載せて、それぞれのニー

ズに合ったお茶を提供していますというようなことで、先ほど市長からの答弁もありました

けれども、オール九州という考え方が海外展開の条件になってくるんじゃないでしょうかと

いうお話もありましたので、我々はやはり嬉野茶、嬉野茶という気持ちが強いわけですけれ

ども、たくさんの商品が、品物が、茶葉が出ていくことを考えれば、そういうまた広い考え

を持ってもいいんではないかなと思ったところでした。 

 それから、今の件につきましては、こういう今の内容につきましては、また各担当課の方

でいろいろ検討していただければと思います。 

 それから、関連ということで、この件の最後の質問になるわけですけれども、海外取引に

当たって確認しておく大事な事項ですね、知的財産権の保護、いわゆる商標登録ということ

でございますけれども、このことについての対策が現在されていらっしゃるのか、ちょっと
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お尋ねをします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 商標登録の件でございますけれども、中国、香港につきましては、以前、嬉野茶の商標の

出願を行ったところでございますが、しかしながら、中国のほうは、嬉野茶は内容物を示す

ということでございまして、結果的には許可にならなかったということでございますので、

これからまた、自治体としては厳しいと思いますけど、またほかの団体等と取得する可能性

があるということでございますので、先ほどお話し申し上げましたように、ジェトロの皆さ

ん方と協議をしながら、もう１回、いわゆる地域団体の商標登録とか、そういう方向にも動

いていきたいなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。今、市長から、嬉野茶としての固有名詞での商標登録が中国の法

律によりできなかったということでございますけれども、既に御承知かと思いますけれども、

お隣の、それこそ有田焼ですね、このブランドの商標では、つい先日、新聞紙上でもやっと

登録ができましたということで載っておりました。これは、2004年から中国の個人によって

抜け駆け的に商標登録がなされていたということで、上海万博の際のイベントでこのことが

発覚したということで、ただ、その個人の方は３年間使用していなかったということで、そ

ういう経緯を経て取り下げ申請がなされ、そして、有田町からの逆に申請、それから登録ま

でできたということで報告もなされておりました。 

 非常に、かの国につきましては、特にこういうことで、やはりちょっともうけてやろうと

いうような考えでですね、ただ、今の御答弁によりますと、中国の方でも登録が当然できな

いというようなことでしょうか。そこをちょっと確認したいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもは事務所を通じて──福岡の事務所でございましたけれども──お願いをしたわけ

でございますけど、先ほど申し上げましたように、嬉野市として登録するということについ

ては許可が出なかったということでございまして、嬉野市として登録した場合、じゃ、実際
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それを誰が使っていくのかとなると非常に縛りが出てくるということで、ふさわしくないと

いうことでございましたので、具体的には、今度またジェトロと相談しながらでございます

けど、実際、今度はお茶を扱う団体とか、商社の方とか、そういう方々と協議をしながら、

そういう方々のサポートができて、そして、さっき言われたように、有田もそういう形にな

っていると思いますけど、実際取引をする方の中身というものを中国、香港では非常に重視

しているということでございますので、そういう対応の仕方をしなくちゃならないというこ

とだろうと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 いわゆる自治体からの出願は受け付けないというようなことかなと思いますけれども、例

えば、宇治茶あたりは、商標登録を取り寄せてみましたけれども、協同組合名で商標登録が

なされています。ですから、申請者というのは直接商いに携わる個人もしくは会社、そうい

った組合なりの名称でというようなことかなと、ちょっと今理解をしたところですけれども、

そういった部分も含めて、再度、非常に今後大事なことでありますので、再確認をしていた

だき、可能な限り、特にこういう商標の登録あたりはできる限りの措置を前もってしていた

だきたいと思います。これに関して、担当課のほうでも何かお考えがありましたらお願いし

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの茶振興課長。 

○うれしの茶振興課長（堤 一男君） 

 お答えいたします。 

 実は、嬉野茶の商標登録証といいますか、市長が申し上げたとおり、嬉野茶に至っても、

特許庁に申請した商標権者は、西九州茶農業協同組合連合会と佐賀県茶商工業協同組合とい

うことで申請して受理をいただかれているようです。ですから、今後、この日本でも登録し

た商標登録を生かして、ジェトロ等の指導をいただきながら、海外、中国上海で行っていけ

ないだろうかということで、部内でも協議をいたしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。いずれにしましても、やはり国民、また市民の多額の税金を投資

してお茶の振興を図っているわけでございますので、特に販路の拡大、それから、ただいま
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の知的財産権の保護に関しましても、万全のバックアップ体制をとっていただきたいと希望

をします。 

 次に、２つ目の質問に入ります。乳幼児健康支援一時預かり事業について伺います。 

 まず、市内でのひとり親家庭の実数、母子家庭の数も含むということでお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもが今、申請によって把握している実数だけ申し上げますけれども、７月末現在でひ

とり親家庭医療費助成受給資格者、児童扶養手当受給資格者のうち、母子家庭の方が299世

帯、父子家庭の方が38世帯、合計337世帯が申請をしていただいたということでございます

ので、私どもとしては把握をしておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。市内でも337世帯、また、そのうち母子家庭におかれては299世帯、

約300世帯近くあるということで、改めて数の多さに非常にびっくりしておりますけれども、

先月の佐賀新聞もしくは朝日新聞よりのピックアップになりますが、日本の母子世帯数は123

万8,000世帯ということで、しかも、特に母子世帯の暮らしは非常に厳しいということで取

り上げられておりました。特にこの母子家庭では、働いているお母さんの４割以上が非正規

就業ということで、非常に収入についても125万円に満たない、いわゆる貧困層の割合とい

うのが半数の48.2％に上り、先進国の中では最悪のレベルだということでうたってありまし

た。 

 そのような中で、我が嬉野市、人にやさしい市を目指すということで市長の公約にもあり

ますが、この乳幼児一時預かり制度の中で、特に病時での一時預かり制度について取り組む

考えはないか、伺います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 子どもたちを育てやすいまちということで努力をしておるところでございまして、先ほど

議員御発言されました病後児の保育等につきましては、九州で２番目だったと思いますが、

旧嬉野町のときに取り組みをして、県内での先鞭をつけたところでございまして、ただ残念
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ながら、今のところ、病後児の利用につきましてはだんだん減ってきているというふうな状

況のようでございます。 

 それで、病時保育のことにつきましては、子ども・子育て支援新制度ですね、先ほどお話

があっておりましたけれども、その中で、やはり病時保育の利用希望者が多かったというこ

とでございまして、それで、施設のほうとも話をしたところでございますけど、施設のほう

としても、受けるとすれば体制を十分とらなくてはいけないというふうなことで、そこにつ

きましては今後検討してまいりたいということでございまして、それで、私どもとしては、

できる限り取り入れていただくように、またお願いもしてまいりたいということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございます。これにつきましては、市内の母子家庭の若いお母さんからの声な

き声ということで届けているわけですけれども、やはり非正規雇用ゆえに非常に生活も厳し

いと。重症を除くといいますか、病状にもよるとは思いますけれども、やはりある程度の状

況では預けてでも働きに出んばいかんというようなお話があっております。 

 特に、県内では佐賀市がもう既に取り入れておるようでございます。佐賀市でも２つの病

院と提携をしているようですね。嬉野市については、今、樋口医院さんのほうと提携をされ

て、回復期の子どもさんまではということで。ただ、今、市長が今後、病児についても検討

をしていくというお話でございましたので、この点につきましては期待をしておりますとい

うことで、質問は締めたいと思います。 

 続きまして、３つ目のふるさと応援寄附金について質問をいたします。 

 昨今、全国的にふるさと納税という名称になっておりますけれども、特に、国も税金が軽

減される寄附の上限を２倍に引き上げるほか、関連手続を簡素化するなど、2015年度から拡

充する方針を決めたとあるわけですけれども、今後、市として応援寄附金の拡大戦略等があ

るのか、伺います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ふるさと応援寄附金につきましては、多くの方に御利用をいただいて、嬉野市を応援して

いただいておるところでございまして、改めてお礼申し上げたいと思います。 

 議員の御提案につきましては、前回の議会でも御議論いただきまして、新しい制度を嬉野



- 57 - 

市としては取り組んでおるところでございまして、そういう効果もあったのかなというふう

に思っております。またこれから納税代行サービスということも併用することになっており

ますので、今以上に伸びてくるんではないかなというふうに期待をしておるところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 今、市長からも答弁がありましたけれども、このふるさと納税の代行サービス等を民間で

も受託するというようなことで、これも話題になっているようでございます。また、特にホ

ームページ上で納税の申し込みやクレジットカードによる決済ができるようにするというよ

うなことで、これは県内でも、もう既に小城市さんあたりも導入をされているようでござい

ます。 

 特に、全国の自治体の寄附金の使い道をいろいろ検証してみたところですけれども、我が

市では特色ある事業に使うということでの何か注目を浴びるような取り組みがありましたら、

教えてほしいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもといたしましては、当初から御寄附をいただく方につきましては、使わせていただ

くジャンルを６つぐらいに分けておるところでございまして、ほかの地域とは違う方法をと

っておりまして、最初から指定していただいた形でできるだけ使わせていただきたいという

ふうにしておるところでございまして、大きなものは、１つは文化財の問題ですね、それか

らスポーツ振興、それから地域コミュニティと、それから次世代育成、健康保養地づくり、

それからバリアフリーということでございますので、特徴的となりますと、地域コミュニテ

ィあたりがよその地区よりも非常に充実してきておりますので、そういう点では選択してい

ただきやすいんじゃないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 １つの例でございますけれども、例えば、宮崎県の綾町あたりでは、照葉樹林保護とユネ

スコパークの推進事業ということを訴えて、全国からの寄附金が飛躍的に伸びたというよう
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なこともあります。 

 ただいま６つの使い道としての事例を市長からお聞きしたわけでございますけれども、あ

とつけ加えるとするならば、例えば、こういうことができるかどうかはさておきまして、や

はり全国的に話題をというようなことになれば、例えば、Ｊリーグのサガン鳥栖あたりです

ね、いわゆるＪリーグ中の最少予算で運営しているサガン鳥栖を嬉野市は応援していくんで

すよと、これにも何か同調してくださいというようなことができないかなとか、こういった、

俗に言うベンチャー企業のクラウドファンディングじゃないですけれども、性格がちょっと

違いますけれども、全国の方がこんなことに使ってくれるなら応援しようと思えるような使

い道もまた一考されてどうかなと思いまして、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御発言については、ぜひ検討していきたいと思いますけど、６つのジャンルで丸をつ

けていただくわけですけど、大まかにくくっておりますので、丸をつけられる方々によって、

また細かい希望もあるんではないかなと思っておりますので、そこら辺については、やはり

書き込みでちゃんと御意見を承りながら、特色ある使い方ができれば、もっと御理解をいた

だくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ぜひその件につきましてはお願いします。 

 また、ネットでもいろいろ調べてみますと、贈り物にも大変注目が集まっているようでご

ざいます。中には、何といいましょうか、お取り寄せ通販みたいだというような表現をする

方もいらっしゃいますけれども、嬉野も地元のお酒であってみたり、温泉を利用した商品で

あってみたり、湯豆腐関連とか、いろんな品物があるわけでございますけれども、こういう

商品に対してもう一つ興味を抱いてもらえるような、いわゆるキャッチコピーといいますか、

ストーリーをつけてみるお考えはないか、ちょっと伺います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、御発言のような形でいろんな打ち出しをしておる自治体も多いと思いますので、ぜひ
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今の御提言については検討してまいりたいと思っております。以前は、ふるさと納税という

のは出身者の方がある程度、いわゆる地域の応援ということもあったと思いますけれども、

最近はもう場所を固定せずにいろいろ動きがあっているようでございますので、そういう点

ではやはりアピール力というのが大事だと思います。おかげさまで今のところ、嬉野はまあ

まあ応援をしていただいておりますけれども、今後、いろんな形で検討してまいりたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ただいま非常に、また今後も検討するということでございますけれども、例えば、お酒に

限って言いますならば、市内には３つの蔵元がございます。３つとも名前を出すということ

で考えれば、１つ、例えば、嬉野のほうの「虎之児」は、2003年５月打ち上げのＪＡＸＡの

小惑星探査機「はやぶさ」の性能計画書の表紙に「虎之児」のラベルが採用されたというこ

とも皆さん御承知かと思いますけれども、これあたりも非常に夢のある話かなと思います。

それから、こちらの塩田地区になりますと、東一さんでは今話題のＪＲ九州のクルーズトレ

イン「ななつ星」、これに東一さんは採用されていますね。そういう情報もあります。それ

と、同じくこちらの地元の東長さんにおいては、ＧＨＱのマッカーサー元帥が愛した「平和

の酒」というようなコピーがついております。こういう非常に、お酒はお酒でも、ちょっと

したコピーをつけることによって、また注目度が違うんではないかなというような考えもい

たします。 

 また、嬉野ならではということでは、よその市町にないものということであれば、嬉野に

は医療センターもございます。そして、何といってもすばらしい温泉がございます。この寄

附金の額によっては、いわゆる人間ドックと温泉旅館のパックを御利用いただけますという

ようなことも、そういったことも考えられたらいかがかなと思います。これについては、今、

市長、検討するということでございましたので、よろしくお願いいたします。 

 最後の質問になりますけれども、今度はピンポイントでの告知ということになりますが、

ことし夏場も数多く開催されました、学年ごとの同窓会ですね、この次は大体お正月あたり

を挟んでということになりましょう、帰省を利用した同窓会あたりも想像されるわけですけ

れども、この同窓会あたりの開催の案内に合わせてですね、いわゆる経費が必要になるわけ

ですけど、通信費、いわゆる切手代あたりを負担して、「ふるさと応援寄附金のお願い」と

いう案内文を同封して、ふるさとで同窓会に参加しようかなと思っている方あたりにピンポ

イントでのＰＲをするというようなことは考えられないか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 助成の件につきましては、既にふるさと会等につきましては、通信費としてお使いいただ

いておるようでございますけれども、過去、ふるさと会に一応そういうふうなことで助成金

という形でつけておるところでございまして、御利用をいただいております。また、その中

でも、私どものふるさと応援寄附金等についても話をしておりますし、また、会でも説明し

ておるところでございますので、徐々に御理解はいただいているんではないかなというふう

に思っております。 

 各同窓会等も開かれましたときには、私どもの職員が参加する場合については、必ずふる

さと寄附金についてのお話をさせていただいているということでございます。まだ組織的に

どのような形で動けるかというのはわかりませんので、今のところ助成は考えておりません

けど、ふるさと応援寄附金の一連の動きとして、ちゃんとした形で広報というふうなことに

なりますと、これは私どもとしては助成の対象にはなり得ると思っておりますけど、今のと

ころ、同窓会自体にそれぞれのお立場もあられますので、組織としては助成はしておらない

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 森田議員。 

○５番（森田明彦君） 

 ありがとうございました。特にふるさと応援寄附金につきましては、やはり各市町村で訴

え方により相当の開きがあるのも事実のようでございますので、先ほどからお願いをするよ

うに、非常に夢のある使い方の提案であってみたり、それから、プレゼントの賞品に関して

ももう一つ、ちょっと気持ちを引くような、そういったコピーあたりもぜひ担当課の方で検

討をされて、少しでもたくさんの、また、特に全国から寄附金が集まって、市のためにもな

りますように検討をいただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで森田明彦議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで13時まで休憩をいたします。 

午前11時50分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（田口好秋君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 
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 ７番山口忠孝議員の発言を許します。 

○７番（山口忠孝君） 

 議席番号７番、山口忠孝でございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、一般

質問に移らせていただきます。 

 本日も雨が降っておりますけれども、９月に入りました。ことしの夏は暑さよりも梅雨の

ような長雨でした。所によっては甚大な被害が出ておりますが、幸いにして嬉野は大きな人

的被害など出ておりませんのでよかったほうかなと思います。 

 さて、今回私は大きく４つの質問を上げております。 

 まず第１に、みゆき公園グラウンドゴルフ場の管理・運営等について。次に、子育て広場

について。３番目に、住民提案協働のまちづくりについて。最後に、国道498号線の牛間田

新道交差点の道路改良についてでございます。 

 もう１つ、本当は質問を出しておりましたけど、今回の補正予算に予算が出ておりました

ので、議案審議のときに教育長のほうへ質問をさせていただく予定にしております。よろし

くお願いしておきます。 

 いずれの質問につきましても、行政と市民が力を合わせてやっていかなければこれから物

事がうまく運んでいかない問題なのではないかと考えております。とかく市民の側は、行政

にお願い事や不満をぶつけることが多いのですが、これからは行政側もいかに市民の協力を

得てこのまちをよりよいまちにしていくかということが課題だと思っております。 

 そこで、お尋ねいたします。今回、新しくなったグラウンドゴルフ場の管理・運営につい

て、これからどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。 

 ①現在の予約や利用状況はどうなっているのか。②芝の管理はどのように行っておられる

のか。③今後、このグラウンドゴルフ場の管理人を置くなり、管理業務を委託したらどうか

と考えるが、いかが考えておられるか。 

 以上、壇上からの質問は以上でございます。以下の再質問については質問席にて質問させ

ていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 山口忠孝議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、みゆき公園グラウンドゴルフの管理・運営等についてということ

でございます。 

 １点目の、現在の予約や利用状況はどのようになっているのかということでございます。 

 今年度は芝の張りかえ工事のため、利用開始を７月１日からと設定していたことと、雨の

ためキャンセルが続いている状況の中で、昨年度との比較はできませんけれども、予約の状
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況からは特に大きな変化はないように感じておるところでございます。今後、天候も回復す

れば、グラウンドゴルフ協会の定期的な利用と地区の愛好者、また、愛好者グループと思わ

れる方々や旅館からの利用が例年並みにはあるものと考えておるところでございます。 

 次に、芝の管理は難しいと聞くがどのように行っているのかということでございます。 

 みゆき公園施設を含む都市公園につきましては、年間を通じた植栽管理業務を委託してお

ります。 

 みゆき公園グラウンドゴルフ場についても、専門家である造園業者への委託を行い、昨年

の改修を踏まえ、年間計画を立てて、土壌や周辺環境に配慮した肥料、防除等を行い、管理

を行っているところでございます。 

 なお、非常勤嘱託員も業者管理の合間を見計らって手入れを行うようにしておるところで

ございまして、今後も利用者が利用しやすいように管理をしてまいりたいと思います。 

 次に、利用者の利便性や日ごろの芝の手入れの管理を考えた場合に、グラウンドゴルフ場

に受け付け業務等の管理人を置くなり管理業務を委託したらと考えるがどうかということで

ございますが、議員御提案のとおり、管理業務を委託できないか今後検討してまいりたいと

思います。 

 以上で山口忠孝議員のお尋ねについて、お答えといたします。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 みゆき公園のグラウンドゴルフ場ですね、今回、芝の全面張りかえがなされております。

ちょうど先ほど市長の答弁では７月１日から利用ということでしたけど、多分、天候の加減

で８月１日から利用されているんじゃないかと思っております。 

 ８月１日に私行きましたところ、ある地区のグラウンドゴルフの愛好家の方が久しぶりに

芝の感触を味わってやっておられるところをちょうど私目にすることができまして、今回、

新しく芝が張りかえられて本当によかったなと思っております。 

 まず、このグラウンドゴルフ場、今回、芝を張りかえになりましたけど、前回からどのく

らいたって今回張りかえをなされたのか。そこを教えて、担当のほうにお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 グラウンドゴルフ場でございますけれども、今現在の広さになったのは、平成15年５月ぐ

らいに今の広さとなっております。二、三年前に一部造成をいたしまして供用開始をいたし

ておりましたので、そのころからいけば、十二、三年はもうたっているのではなかろうかと
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思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 十二、三年──約10年ぐらいたったら芝を張りかえないといけない状態になるのか、それ

とも、それ以上に長くもたせることができるのか、その辺のことはいかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 芝の摩耗につきましては、まずもって経年劣化もあろうかと思いますけれども、やはり使

用の頻度、回数がやはり一番影響をするのではなかろうかと思っておりますし、ただ、グラ

ウンドゴルフ場自体は普通の靴での使用でございますので、そうは傷まないような施設だと

思っております。 

 ただ、どうしてもサッカー場とか、そういったところの施設になりますとスパイクを履い

て競技をいたしますので、そこで大分差があろうかとは思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 芝の施設は、このグラウンドゴルフ場のほかに野球場のほうにありますよね。その辺の手

入れもやはりどのように行っておられるのか、そういうところも含めて一緒にグラウンドゴ

ルフ場も芝をやっておられるのか、その辺のあたりを教えてもらえますか。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えいたします。 

 みゆき公園の管理等につきましては、専門の業者に１工区と２工区というような格好で場

所を分けて管理をお願いしておるところでございます。基本的には、野球場、グラウンドゴ

ルフ場ともに、芝刈りとか、あと除草並びに防除ですね、病害の防除等を行っておるところ

でありまして、面積と利用の頻度で違いますけれども、年間を通じて委託をしておるような

状況でございます。 

 以上です。 
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○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今、年間を通して委託をされているということですけど、期間はあるでしょうけど、例え

ば何かあったときに毎日行かれるわけじゃないですよね。定期的に行かれるという、そうい

う形の委託ですよね。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員が御発言のとおり、私どもが委託をいたしておりますのは、年間を通じて、何月

に例えば樹木の植栽をするとかいったような委託でございまして、通常の管理につきまして

は、管財さんのほうでしていただいているというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 通常の管理は管財のほうで行っているということですけど、そう管財のほうが毎日毎日管

理、目の届くようなところまで管理されているんですか、どんなふうにやっていらっしゃる

んでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 あの広いみゆき公園を計画的にしていかなければとても追いつかない現状であります。特

に夏場は除草作業とかでもう手がいっぱいというふうなことが１つありますけれども、大会

等を控えた場合は、今回も合宿とかあったわけですけれども、そういったときには特別にと

いいますか、使用していただくのに差し支えのない範囲になるように随時作業を行っている

ということです。それにつきましては、利用者側から、今度こういった大会をするけれども

というような申し出がある場合もありますし、こちらが、今度の合宿に控えてというふうな

こともございますので、そういった臨機応変に対応しているつもりではございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 
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○７番（山口忠孝君） 

 今お答えいただいたように、実際、課長が見に行かれるわけじゃないですよね。そういう

声があって、今度じゃ、そういう手入れをしておきましょうと、どっちかというたら、そう

いう形ですね。わかりました。 

 もう１つお聞きしたいのは、今回、元気の出る交付金で多分今回工事をされたと思うんで

すよね。３月補正やったかな。大体、予算はどのくらいかかっているんですかね、張りかえ。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今回、芝を張りかえました工事費については約880万円程度の費用がかかっております。

ただ、芝の張りかえだけでなく、散水線等の引き込み等も行っておりますので、その分も含

めて──散水線ですね、水まきの施設等も引き込んでおりますので、そういったものまで含

めたところで、今申しました予算で行っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 施設の管理状態、大体わかりました。 

 それで、視点を変えまして、グラウンドゴルフの方の効用についてお伺いしたいと思いま

す。 

 これは、嬉野地区でもグラウンドゴルフ協会というものがございまして皆さん一生懸命や

っておられますけど、やはり協会の方たちは高齢者の方が多いですよね。やはり高齢者の方

たちが朝早くとか皆さんがやっていらっしゃることは、これは健康増進というか、そういう

のにもつながると思うんですよ。そういうところから、やはりグラウンドゴルフに対して、

もう少しグラウンドゴルフ場を生かしてそういう方面も考えられてはいかがかなと思うんで

すけど、健康福祉部長のほうはどんなふうに考えられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（徳永賢治君） 

 お答えをいたします。 

 健康増進についてはいろいろな事業をもって頑張っておりますが、議員の御意見ありまし

たとおり、そういうことに、健康増進のために活用することもいいアイデアではないかとい

うふうに考えます。 
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 そういうことで、ぜひそういうことを取り入れた健康づくりができないかということも考

えてみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 もちろん、体力的な健康もありますけど、皆さん方が集まってわいわいがやがや言いなが

らやられることは、コミュニティの、そういう一つのまとまりと、団体として、そういうこ

との形成にも大きく役に立っているんじゃないかなと思うわけですよ。だから、このグラウ

ンドゴルフ場を生かしたまちづくりというんですかね、そういうものに生かせないかという

ことを考えておるわけでございます。 

 それで、このグラウンドゴルフ場、これまでもそうだったでしょうけど、観光戦略の一つ

としてグラウンドゴルフ場を今まで以上に生かしたらいいと思うんですけど、市長はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほどの御発言でございますけど、やはり高齢者の方々のスポーツとか文化とかいうもの

につきましては非常に大切に考えておるところでございまして、まずは家から一歩出てもら

うということが一番大事でございますので、そのような形でいろいろな取り組みができれば

というふうに思っておるところでございます。 

 また、観光関係につきましても、結構、グラウンドゴルフとかゲートボールと組み合わせ

た宿泊のお客様が多いわけでございますので、ぜひ積極的に使っていただくように、またお

願いをしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 グラウンドゴルフは他のイベントと違いまして、平日でもできますよね。今、嬉野もイベ

ント、お客を寄せるためにいろんな企画立ててやっておられますけど、グラウンドゴルフを

やられる方はお年寄りの方ですので、平日でもいつでも来ようと思ったら来られます。そう

いうことを考えれば、もう少し使い勝手のいいグラウンドゴルフ場にしたらどうかなと私は

考えているわけであります。使い勝手がいいというのはどういうことかと申しますと、やは
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りゴルフ場に管理の方がおられて受付もしていただければ、もっと皆さん、よそからの方も、

いろんな意味でもう少し利用があるんじゃないかと思いますけど、課長のほうはどんなふう

に考えられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 現在、受付のほうは、嬉野庁舎の管財グループのほうで行っておりまして、土日には当然、

閉鎖、受付ができない状況になりますので、そのとき思い立ってというんですかね、土日に

なってから使いたいとか、そういったケースにはほとんど対応できていない現状がございま

すので、そういう意味では現場に受付の方が常時いらっしゃるのが理想だと、おっしゃると

おり思いますので、そういったことも含めて検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今おっしゃったように、私もそのことに関してちょっと気になったもんですから、皆さん

方も近くですから皆さん御承知だと思いますけど、鹿島市ですよね。鹿島市の蟻尾山公園が

あります。蟻尾山公園に蟻尾山公園グラウンドゴルフ場がありますよね。 

 私も先日、こちらのほうにちょっとお邪魔いたしましてお話を聞いてまいりました。近く

ですから、もう皆さん、いろんな市のほうから以前にも芝の管理についてもお話に伺いにお

見えになったことがありますよとお話は伺いました。あそこは当初からグラウンドゴルフ場

の会員の方が、もうみんな管理をされているんですよね。受付から芝の管理ですね。だから、

それはどうしてやっていらっしゃるかと、自分たちが運営をされるんですよね、企画を立て

て、何々大会とか、そういう大きなのをやって、そういう会費なんかを集めて、それでいろ

んな自分たちの、おかしいですけれども、交代で受付をされますので、自分たちがいつもゴ

ルフ場の目の前に誰かは１人いらっしゃるんですよね、芝のあるときはですよ。多分あそこ

は、芽が出るまでの休眠期間がありますので冬場はお休みになっていると思う、一年中じゃ

ないでしょうけどね。だから、そういう形で目の届くところに常時おられたら管理もうまく

いくし、そういう受付も休みの日でも、その日、土日に来られて、よかったけん、もう一回

今度いついつお願いしたいけどというのを、そういうのを予約がすぐできるじゃないですか。

一々市役所まで連絡したらもう休みになっていますので、なかなか次の予定がとれないとい

う声も聞きました。だから、そういう形にされたほうが、今後、グラウンドゴルフ場の管理

も任せられるし、運営もうまく、今まで以上にやっていけるんじゃないかと思います。市長
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が先ほどそういうふうに管理の委託のほうの検討をしてみたいとおっしゃいましたので、ぜ

ひやっていただきたいと思うんですけど、やはりどうしてそれが一番必要なのかといったら、

今、グラウンドゴルフの協会の方々にお話をお伺いしますと、目の前いつも毎日芝を見てい

ると。夏場は特にそうですよね、伸びたりするからですよ。だから、市役所の中から何かあ

ったときに呼ばれて来ても、そのときはもう遅いと言われるんですよね。鹿島の管理人の方

も、いろんな病気が出たり、そんなしたときには、目の前にあるからやはりそういう変化が

見えるとおっしゃるんですよ。そういうことを考えるなら、やはりゴルフ場の中にそういう

委託、専門のされる方をお願いして、その辺をグラウンドゴルフ協会の方と話し合いをされ

て、これは公益でやっていただいていますので、自分たちのどうのこうのじゃないですよね。

グラウンドゴルフ、よそから観光客の方もお見えになりますし、そういうふうに自分たちで

そういうのをやっていただければ、もっと協会の方々も大変でしょうけどやる気が出るんじ

ゃないかなと思うわけですよ。そしたら、もう少しまた観光客の方も、いい芝の状態でした

ら、やっぱりもう一回よかったから来ようかなと思われるんですよね。鹿島のその管理の方

にお話をお伺いしたときも、諫早とかよそから来た方が、「ああ、きれいな芝のコースでよ

かった、また来たいな」ということで予約をされてよくお見えになりますよという話でした。

だから、やはり管理はもうそれは大変だと思うんですけど、どうされているんですかと、私

も管理のほうにお話を伺いました。そして、日ごろは自分たちがやっているけど、何か定期

的に、あそこは蟻尾山公園がありますので、協会のほうに、芝の管理の方は、こっちの嬉野

も一緒でしょうけど、おられるからそういうこともやっていただいていますと。ただし、日

常の管理はやはり協会の方が毎日誰かいらっしゃいますのでやっておられるということです。

そういう方にぜひ嬉野もやっていただければもっと観光に寄与するんじゃないかと考えます

けど、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 議員おっしゃるとおりだと感じますので、検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 ぜひ相手のこともありますので、なかなかその辺はやはりお互い話し合いをじっくりして

いただいて、うまくやはり金をかけて、幾ら補助金でつくったとはいえ、まちの施設ですの

で、やっぱり長く維持管理をうまくやって、利用をふやして観光に結びつけていただきたい

と思いますので、どうかよろしくお願いします。 
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 それでは、次の質問に移らせていただきます。 

 次は、子育て広場についてでございます。あえてここに子育て広場という言葉を使わせて

いただきました。 

 まず最初に、嬉野庁舎にある子育て支援センターを商店街の空き店舗に移したらどうか。

小さい子どもたちや若いお母さん方の声を聞いたら、まちのにぎわいにつながるのではない

かと考えますけど、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 御提案の子育て支援センターの利用ということで、これは設置する前にも各地区、大村あ

たりにもありましたので見に行ったわけでございまして、現状の場合は、非常にちょっと狭

いということもありまして、広い場所を再設置することにつきましては検討してまいりたい

というふうに思っております。 

 ただ課題もいろいろございまして、１つ、やはり安全面をいかに確保していくのかという

ことでございますので、既存の建物でやるということについては非常に問題があると。やは

り火災とか、そういうものの発生の際に、どう子どもたちを守っていくのかというのは課題

がありますので、別に施設をつくる場合については、当然そういうことは考えていけると思

いますけれども、普通の店舗をお借りしてということになりますと、じゃ、そこまで十分に

火災対策とかなんかできるかどうかということは慎重に検討していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 いろいろ課題は私もあるのは承知はしております。ただ、やはり今、商店街のにぎわいな

んかも、また別の観光、商工の方面から考えましても、町なかがなかなか活気を取り戻せな

いという状態でありますので、空き店舗があるところをこういう違う形で生かして、まちの

中ににぎわいが出てくるんじゃないかなと。特に子どもの声なんか、本当、小さい子どもは

まちなんかを歩いていないですよね。今見るのが、子どもさんの数が少ないからですよ。そ

ういう子どもがおれば、町なかの年寄りの方も町なかの店の人も寄ってくるんじゃないかと。

そういうことから、まちの雰囲気がまた変わってくるのではないかと考えますけど、いかが

でしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほどお答え申し上げましたように、いわゆる市街地の再整備ということが進んでまいれ

ば、当然、施設の集約というのも以前の議会でもお答えしたとおりでございまして、やはり

にぎわいの創出ということは非常に大事だと思っておりますので、関連づけて考えることは

十分可能であるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 それでは、うれしの温泉観光課長のほうにお尋ねいたしますけど、空き店舗で、今そうい

う空き店舗活用事業がありますよね。それで、全部埋まっているのか、まだ何カ所かまだ空

いているところがあるとか、そういう現在の状況はどんな感じになっておるんでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 空き店舗対策の事業は、国の補助金と県の補助金、２種類の事業がありまして、今、商工

会に聞いているところでは、国の空き店舗補助金は応募があっているということです。県の

ほうは、まだちょっとそこまでは応募は確定していないということでございました。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 なかなか厳しいのが現状ですよね。やはりこういう経済情勢でありますし、また、嬉野の

町なかの人口なんかを考えてみれば、なかなかやはりいろいろ新しい店を進めても、本格的

に経営していこうと思ったら本当厳しいのが現実じゃないかなと思います。 

 だから、そういうことをいつまでも言うておっても全然問題は打開しないから、こういう

形で横の連携をとられて、そういう形でも少しずつ雰囲気を、私が言っているのは雰囲気づ

くりですよね。いろんな課題はあると思います。先ほどおっしゃった安全面のこと、そうい

うことを考えれば、やはりそういうのも心配でしょうけど、やはり何とかそういう形をいろ

んな話をうまくまとめて、うまくやっていかれないかなと思って今回提案しているんですけ

ど、支援センターだけに限ればそうかもわかりませんけど、こういう場所に子育て広場とし

て、もっと一般の周りのまちの方がそういうところに出入りしたり、お年寄りですよね、お
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ばあちゃんとかおじいちゃん、そういう方たちも子どもたちに接する機会を与えるという観

点から考えれば、またそういう問題もクリアできていくんじゃないかなと考えますけど、市

長いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前の議会でも話がありましたように、今、議員御発言のようなことが、いわゆるスマー

トシティーといいますか、という形での案でございますので、私どもとしては、将来的にも

ぜひそれを取り組んでいくということはお答えをしているわけでございますので、そういう

こともやはり踏まえながら御提案が生かせるような形ができればなというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 それでは、次に、ちょっと２番に入りますけど、今、子育て支援センターの利用者や利用

の内容、例えば部屋の中でずっと一日おられるのか、また、時々は散歩に出て町なかに出ら

れるのか、どういう感じにやっていらっしゃるのか、その辺のことを教えていただけますで

しょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 子育て支援センターにつきましては、現在、市内に居住する乳幼児及びその保護者となっ

て御利用いただいているところでございまして、開設は毎週月曜日から金曜日まででござい

ます。開設時間は午前10時から午後４時までというふうになっておりまして、私も庁舎に行

くたびに見るわけでございますけれども、結構和やかにしておられますし、また、それぞれ

の御都合があられますので、丸々使われる方というのもおられますけれども、短時間来られ

るという方もおられますし、また、年間を通じていろんなイベント等もしておられますので、

非常ににぎやかにやっておられるなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 
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○７番（山口忠孝君） 

 今、市長の答弁の中でもありましたように、自分も庁舎に行けば、そこに顔を出してみた

いとか寄ってみるとかいうことですよね。町なかでもしそういうのが、子どもの声とか、若

いお母さんたちが歩いておったら、何やろうかなとか、そういう形でやはり皆さん方の気を

引くと思うんですよ。それで、やはり部屋の中で一日ということはないでしょうけど、都合

がつかれる時間でしょうけど、ゆっくりされるのも一つのあれでしょうけど、町なかにあれ

ば、乳母車で何でも町なかを散歩できます。また、温泉もありますので、親子でシーボルト

の湯でも入ろうと思ったら入れるとか、そういう社会の中に子育てということが、また、今

まで忘れていたようなことができるんじゃないかなと思うんですけど、そういうふうに環境

をつくるのもまたこれからのあれじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御提案のようなことで先ほどからお答えしているところでございまして、既に商店街

のほうでも、いわゆるそのようなことについて話し合いがあっておりますので、先ほど言い

ましたように、やはり施設の問題とか解決できれば、設置するということについては問題な

いと思いますけれども、今、商店街の方が一生懸命協議をしておられますので、その結果を

尊重させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 ぜひこういう問題はいろんな問題があるのはもう重々承知しております。でも、やはりこ

れからは、そういう問題を乗り越えられてやっていかないと、変化というか、もう変わって

いかないと思いますので、ぜひそういうまちづくりの一環としてこういう問題には取り組ん

でいただきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 住民提案協働のまちづくりについてでございます。 

 まず、まちづくりに対する思いを持った個人や団体が自由な発想で公益性のある協働事業

の提案などを募集してみたらどうかということです。いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 いわゆる住民の皆さん方からいろんな形を提案していただいて実現していくということは

非常に大切なことだというふうに思っておりまして、既に私たちは７地区にコミュニティを

発足させておりまして、コミュニティの中でも、同じような形でいろんな協議をされて、コ

ミュニティ独自の施策の展開をしていただいておるところでございまして、非常にすばらし

い形になってきているというふうに思っております。 

 そういうことで、それぞれの地域につきましては、今のところコミュニティの方が中心に

動いていただいております。その下には、その組織の中には、当然、以前の各区というのも

あるわけでございまして、そういう方々が一生懸命やっていただいておりますので、以前よ

りは相当変わってきたなというふうに思っております。 

 そういう点でいろんな御意見を、あるいは身近なところで生かせるということは大切であ

ると思いますので、私どももぜひ支援をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 担当課のほうにお伺いしますけど、この市民協働推進課、これ、以前はどういう名称でし

たかね。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 以前は、地域づくり結婚支援課という名称でございました。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今度、名称は変わりましたよね。協働、力を合わせて働く、これはやはりどういうことか

というと、やはり行政だけじゃなくて、市民と一緒にこのまちをどうしようかということで

すよね。行政が一方的にいろいろこういうことをします、こういうことをしてくださいとお

願いするだけじゃなくて、市民の方も、じゃ、これだけのことをしてくださいとか、そうい

う感じのやり方じゃないかと私は思うんですよ。その辺、今までは、そりゃもう行政がこう

いう計画を立てて予算をつけてやりますからやってくださいというのが今までの主な流れだ

ったと思うんですけど、じゃ、それをするに当たって、やはり市民の方もこういうことをや

ってください、私たちもこういうことをやりますから何かどうかできんですかとか、そうい
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う意見なんかは、また、今、地域コミュニティありますけど、また違う形でそういうのも考

えられないのか、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えをいたします。 

 以前議決をしていただきました総合計画の後期基本計画の中にもございますけれども、行

政への住民参画というのを示しております。その中には、当然、あらゆる機会を通じて市民

のまちづくりの参加を進めるとともに、自覚と責任を持った市民の活動などを最大限に活用

し、積極的な参画と協働のまちづくりを進めますということで、特に、先ほど市長が申し上

げました７地区の地域コミュニティによる、そういうふうな地域の計画の策定や、また、そ

れのネットワークの連絡協議会を設立等にきめ細やかな市民の参画の場としますということ

をしておりますので、その中で行っております。 

 また、そのほかに、当然、市長と語る会、それから、のほほんボックス、それからまた、

ウエブ版ということと、ホームページにも、それぞれ市民からの御意見とかを拝聴いたしま

してそれを市政に反映するという形をとっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今、御答弁いただいた、のほほんボックスとかウエブとか、そういういろんな、今までど

ういう意見があったのか。あれば教えていただけませんか。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 25年度の関係なんですけれども、のほほんボックスにつきましては、全体で26件ございま

した。それから、ウエブ版、ホームページに投稿されたのが21件ということで、こちらのほ

うでは把握をしております。それにつきましては、それぞれいろんな要望とかございまして、

特にいじめ対策の問題とか図書館の利用の環境とか公共施設の建設とか、それぞれ幅広い御

意見を頂戴いたしまして、それには、関係各課から返事をできるものについては返事をして

おります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今、いろんな意見を、各いろんな声が出てきますよね。さっきおっしゃったように、いじ

めとか、そういう教育課とか福祉課とかそういう感じのですね、そういうのはやはりその担

当課のほうに送って、そちらのほうにもう答えを任せるというか、そういう形で──私が言

っているのは、そういう問題があるか、そういう意見じゃないんですよ。いかにこのまちを

どうやっていこうかということに対しての公益性というか、一緒に行政とこういうことをや

ったらいいんじゃないかなとか、市民の方も一緒にやりますよと、そういうことなんですよ。

あそこをこうしてくれとか、あそこは何かあるからおかしいんじゃないかとか、そういうた

だ一方的な意見を、そういうのを取り上げて、じゃ、お答えしますよということじゃないん

ですよ。もっと建設的に、どうかして何かしたらあそこはこうしたらいいんじゃないですか

とか、そういうことを私は言っているんですよ。その辺は、そういう意見なんかはあります

か。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 先ほどの件ですけれども、先ほど地域コミュニティと申し上げましたけれども、その中で、

例えば住民が自分たちでできること、それからもう１つは、住民だけでなくて公的な、協力

してできること、それから、公しかできないことというような３つの視点に立って、それぞ

れ住民の方々が主体になって御意見とか御提案をその地域独自の計画に盛り込んでやられて

おりますので、それについては住民主体でやられているところはございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今、お答えいただいたように、そういう意見をまとめてコーディネートしてあげるのが協

働課の仕事じゃないんですか。意見を聞いてどうのこうのじゃないです。やっぱりもし、自

分たちにできないことがあればこういう人たちがいらっしゃいますよとか、そういう横のつ

ながりを紹介、まとめてあげて、そういういろんなネットワークを把握されておられると思

いますので、そういう形で進めていかれたらもう少し行政のほうもやりやすいんじゃないか

なと私は思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 



- 76 - 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 それにつきましては、当然我々も支援をして、それぞれ、例えば関係各課に関する部分に

つきましては横の連携をとっていろんな形で支援をしていくという方向をやっております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 なかなかもちろんコミュニティとか、そういう団体が出す分には市のほうも正面から受け

とめていただけると思うんですけど、なかなか個人の意見なんかは、やっぱりそれはちょっ

と予算はつけられんもんねとか、ちょっとそれはあれですよとか、いろんな断るお話はよく

聞きます。そうじゃなくて、やはりそういうのを受け入れて、予算とかお金の問題じゃない

んですよね。ほかにこういう方法やったらできますよとか、そういういろんなそういうこと

をもっとやってほしいなと。そういういろんな声をうまく生かせるような形でやっていけな

いかなと私は思っているんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 お答えいたします。 

 それにつきましては、十分にこちらでも考えまして、今後努力したいと考えております。 

 それで、予算に関係なくして、自分たちでできることとか、そういうふうなことをこちら

のほうでもしありましたら、そのようなこともそれぞれ各課の御意見を聞きながら努力して

いきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 ぜひ今まで私もちょっと述べましたけど、また今までと、行政は行政のこういうやり方じ

ゃなくて、やはり住民サイドのいろんな提案を聞き入れて、それを形を変えてお互いに協力

してやっていけるような仕組みをぜひやっていただきたいと思います。私も壇上で述べまし

たけど、やはりこれからは要望とか不満とか、そういうことをいろいろ言うだけではなくて、

やはり住民にも協力してもらうと、そういう形で行政もやっていかないと、これからは本当

大変じゃないかなと。何でも個人があれしてくれ、もう幾らでも世の中がそういうお金さえ

出せばどうにかなる世の中になっていますので、そうじゃなくて、やはりそういう地域のせ
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っかくコミュニティもやっていらっしゃいますので、ぜひそういうことに考えて取り組んで

いただきたいと思います。いかがですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（田中秀則君） 

 議員おっしゃるとおりでございますので、また頑張っていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 よろしくお願いしておきます。 

 じゃ、最後の質問に移らせていただきます。 

 国道498号線の牛間田新道交差点の道路改良について。 

 これについては、以前から議会でも何度も何度も取り上げられてきております。私も毎回

毎回聞かされておりますけど、なかなか思うようにいかないのが現実じゃないかなと思って

おります。現在どのような状況になっているのか、お聞かせください。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 国道498号線の整備につきましては、合併以前からの課題であるということは十分承知を

いたしておりまして、私どもといたしましても、いわゆる隣接する自治体とも共同で498号

の整備促進ということでの組織をつくらせていただいて、私どもも会員でございます。 

 その中で現在の498号線の整備の状況につきましては、現在、武雄地区の若木地区で若干

整備が進んでいるところでございまして、伊万里地区については既に完了をしたというふう

に言われております。私たちの498号線の、いわゆる下久間地区につきましては非常におく

れているわけでございまして、ぜひということで県のほうにも協議をさせていただいておる

ところでございまして、県といたしましても、以前から498号線の問題につきましては地元

の方々と協議を重ねていただいておるところでございまして、先般も地元の方々の御意見も

大体まとまった方向であるというふうにお聞きしておりますので、県のほうにも、一応その

話については伝えておるところでございまして、できるだけ早く事故の解消ということがで

きればというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 



- 78 - 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 住民の意見をまとめて協力していただくというのもなかなか大変だと思っております。 

 そこで、私の提案として②番目に上げております牛間田方面への朝の一定時間、７時から

８時か８時半ぐらいまでの交通の一番混雑する時間を右折禁止にしていただいて混雑解消の

一助にならないか、現状を考えれば全然、工事とかそういういろんな問題はまだまだ先にな

ることでしょうからこういう形で、もうできれば幾らかは交通緩和になるんじゃないかと思

うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前も同じような意見が地元のほうからも出されたというふうなことでございまして、今、

信号の調整によって利用していただいておるところでございます。右折禁止ということにな

りますと、いわゆる迂回路を準備する必要があるということでございますので、現状ではな

かなか難しいというふうに思っております。そういうことで、できるだけ早く交差点部分だ

けでも若干の拡張できればというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 今、市長お答えになった交差点の工事の改良ができるめどが立っているんですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 以前の話でございますけれども、県と協議をしてずっと今まで来ているわけでございまし

て、県といたしましても、いわゆる地元の意見が統一したものになっていけば取り組むとい

うことでそういう考えを持っているという答えはいただいておりますので、できるだけ早目

に取り組んでいただくように、また、私どもとしても要望してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 
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○７番（山口忠孝君） 

 いや、地元の要望がまとまればということですので、なかなかこれが進まないということ

はなかなかまとまっていないのが現状じゃないかなと私はずっとこの４年間、以前の議会で

もこういう問題がずっと出ておりましたのでずっと聞いておりました。だから、前段階とし

てこういう形をとっていただければ幾らかの役に立つんじゃないかなと思っているんですけ

ど、その辺のことはどういうふうに考えてありますか。それよりもやはり、こういうことよ

りも、工事するのがもう先だということになりますかね。どんなふうにお考えですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今までは地元の方々と土木事務所との間で意見の違いがあったというふうに聞いておりま

す。それで、地元のほうから、今の状況としては、いわゆる現道拡幅という形で一つの方向

性を出していただいたということでございますので、これからはやはりこの取り組みをスピ

ードアップしていかなければというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 それはもうよくわかるんですよ。やっぱり現状を、だから、それができるまでにこういう

形をとったら、少しは、迂回路のどうのこうのの問題じゃないと私は思うんですよ。現実に

あそこの右折をしたら本当に車は進まないと。だから、そういうのはもう地元周辺の方に周

知徹底していただいて、朝の時間だけでも、混む時間だけでもこちらの右折はもう御遠慮く

ださいと、もう左のほうに、ほかのところから行かれる、先のほうで行くとかそういう形に

お願いして交通緩和をされたら、これはもう時間の問題ですよね、時間というか朝の一番混

雑時の問題が一番問題になっていると思うんですよ。通学時間とか、ここの道路は。普通の

後の時間については、昼間の時間では混雑とかそういうことはもう一切ないと思いますので、

そういうところの時間的な、一日の一部分ですので、その辺のことを少し変わる方法として

こういう形でもとれば少しは役に立つんじゃないかなと私は思うんですけど、その辺はどう

いうふうに考えられますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 現在、時差式で、いわゆる緩和措置をしてあるところでございまして、ただ全体的に時間

を決めて右折するとか牛間田方面への曲がるのを禁止ということをいたしますと、結局、地

域の方々のいろんな影響が出てくるということになって、今、時差式になっているというふ

うに思います。そういうことでございますので、やはり慎重に取り扱わないといけないとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 なかなか難しい問題だと思うんですけど、そういう工事をしなければいけないというのは、

やはりいろんな地元の方の意見を聞いて、いろんな調整かれこれ時間がかかりますのでね、

だから、何年かしてもそういうことをしている間は何もやっていないように見えるじゃない

ですか。そういう形に見える形で、こういうこともやっていますよという形でやったら、地

元の方もそれじゃ困ると。了解するなら、もう少し自分たちも協力しようかなとか、そうい

う一つの提案になるんじゃないかなと私は思うんですよ。地元の方が仕事行くのに右折禁止

をされたら困ると、だから、そうじゃなくて、そうしたくなかったら、やはりもう少し土地

の地権者の方の協力をどうしても得らんとこれは工事ができんけんが、いつまでもこういう

状態になるよということを、そういう感じでひとつこういう形をとられても私はいいんじゃ

ないかと思うんですけど、やはりそれは無理な話ですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 地元の方が何もしてこられなかったということじゃないと思います。いろんな機会に話も

聞いておりましたし、いろんな話し合いをしてこられたかと、経過はありますので……

（「いや、行政がそれに応えていないということですよ」と呼ぶ者あり）いや、鹿島土木も

一生懸命やっておられます。（「話はそうしていますけど、現実的に工事が何も進んでいな

いということじゃないですか。話し合いは今ずっと協議はされていますけどね、現実的に行

政が……」と呼ぶ者あり）ちょっと立って言ってください。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 現実的に話し合いはこれまでも幾らでもされていると思うんですよ。ただ、それが目に見

えて、結果として何年も同じような形になっているじゃないですか。私はそこを言いたいん
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ですよ。結果として、もう土地のあれが始まったとか、そういうことが全然ないじゃないで

すか。だから、そういうことがなかなか進まないから、話し合いはそれはもちろん進められ

ていいですけど、とりあえずこういう形で、時間帯は朝の通勤のラッシュの時間だけでもこ

ういうふうにしたら、少しは交通の混雑の緩和になるんじゃないですかと地元の方に提案さ

れたら、もう少し地元の方も考えられるんじゃないかなと私は思うんですけど、その辺を。

地元の方は何もしていないと、そういうことじゃないですよ。そういう要望とかいろんなこ

とを今まで私もこの場で何回も聞いてきていますので、それはもう重々承知しております。

だから、それに応えて、行政のほうが何をしているかといったら、何も目に見えて形が変わ

っていないじゃないですか。それをやはり市民の方は言われるんじゃないかなと思うんです

よ。要望は出す、それはもう行政もいろんな話し合いをあちこち県にも要望されている、そ

ういう形でいろんなことはされているということはわかります。ただ、やっぱり現実問題と

して道路の混雑は解消していないんですから、そういうのにも少し一時的にも解決しようと

思ったら、こういう交通規制とかそういう関係方面にお願いしてしたら少しは解決の道がま

た開けてくるんじゃないかなと私は言っているんですけど。そういうことです。いかがです

か。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いろんな経過の中で、今回、地元の人たちも一つの方向性をようやく出されて協議をして

いこうというふうになられましたので、我々としてはそれを支援していくということでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山口忠孝議員。 

○７番（山口忠孝君） 

 なかなか私も思いを伝えにくいところがあるんですけど、何とか私もこの問題を少しでも

いい方向に解決していきたいなと私も考えて今回このような質問を出させていただいたとこ

ろでございます。 

 これをもちまして私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで山口忠孝議員の一般質問を終わります。 

 引き続き一般質問の議事を続けます。 

 ９番山下芳郎議員の発言を許します。 
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○９番（山下芳郎君） 

 議席番号９番、山下芳郎です。 

 先日の広島地区を襲ったゲリラ豪雨により、土砂災害は甚大な被害でありました。被害に

遭われた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げま

す。また、現地がいまだ厳しい状況の中、復旧に御尽力をいただいておりますボランティア

の方々含め多くの皆様に、厚く敬意を表します。 

 では、ただいま議長の許可をいただきましたので、通告書に従いまして一般質問をいたし

ます。 

 私は今回、５点の項目につきまして通告を提出いたしています。 

 １点目は観光問題についてであります。２点目は公園の管理について、３点目は、これか

らのまちづくりの計画について、４点目は防災対策について、５点目は、ことしから始まっ

た農地中間管理機構につきまして、それぞれ市長の考えをお聞きするものであります。 

 まず、１点目の観光問題についてお聞きします。 

 嬉野市の主産業であります農業、窯業、そして観光業、いずれも厳しい状況に直面をいた

しております。その中で観光に明るい材料として、市民の大きな期待を受けましてシーボル

トの湯としてオープンし、早いもので５年を迎えました。運営を指定管理者制度で嬉野温泉

観光協会へ委託されていますけれども、施設の管理は引き続き嬉野市に責任がありますので、

どのように対応されたか、また今後どう対応されるのか、お聞きをいたします。 

 その中で、シーボルトの湯の温泉を加水しないで源泉のよさを生かした方法として、冷却

タンクの設置など提案をいたしました。市長は、源泉集中管理の状況を見ながら、また市民

の声を聞き、検討すると答弁されています。その後、どう検討されたのか、お聞きをいたし

ます。 

 再質問は質問席よりいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 山下芳郎議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 １点目は、シーボルトの湯の改善状況についてということでございます。 

 １点目の、シーボルトの湯の源泉につきましては高温のために、入浴に適した湯温とする

必要があるところでございます。建設当時、冷却タンクを設置し、源泉を適温で配湯する方

式も検討いたしましたけれども、その場合、レジオネラ菌増殖の可能性もあったため、その

リスクを極力抑えるよう、現状の加水し冷却する方式としておるところでございます。 

 そのようなことで、お客様へのアンケートについても、昨年、子ども連れの多くなる夏休

みの２カ月程度の期間限定で行ったところでございまして、このようなところから、泉質や
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スタッフの対応など、大半が良好な回答をいただいておるところでございまして、現状で営

業をお願いしているところでございます。 

 以上でお答えとさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 その後、検討はしたけれども、レジオネラ菌等々発生するので、現状の中で稼働している

ということであります。 

 嬉野温泉の一番の魅力は、何といっても、以前から何回か質問した中で使わせていただき

ましたけれども、以前、重曹泉と呼んでおりましたけれども、今現在、化学成分で表示をす

るようになりまして、嬉野温泉の場合はナトリウム炭酸水素塩化物泉と、ちょっと長い泉名

ですけれども、泉質の特徴といたしまして、美肌の湯と言われますように、つるつるとした

ぬめり感が特徴であります。その一番の売りでありますところの泉質をお客様に体験してい

ただきまして、嬉野温泉のすばらしさを感じていただき、また、ひいてはリピーターにつな

がって、嬉野温泉のファンがおのずからふえていくということが大事じゃなかろうかなと思

うわけであります。 

 確かに、設計当初につきましては、当時、古湯温泉ということで仮称言っていましたんで

すけれども、その敷地が限られておるので、設置が厳しいということも聞いておりました。

その後、第二笹屋跡地が購入できたわけでありますので、そういった意味で十分、そういっ

た冷却装置もしくは自然冷却を含めて確保できるんじゃなかろうかなということで前回提案

をしたわけであります。 

 しかし、今御答弁のとおり、４年経過した中でも進んではいないということであります。

いろんな考えがあろうかと思いますけれども、私は一番に、その泉質をアピールするとかい

うために、できるだけ源泉を体感していただきたいという思いで続けております。 

 所管の担当部長、この件については、私の思いは全て通じるわけじゃありませんけれども、

お客様の意見を踏まえながら御答弁をお願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（山口健一郎君） 

 お答えします。 

 嬉野温泉の中でも、加水をしないで薄めてやっていらっしゃるところも実際あります。と

ころが、うちのシーボルトの湯に関しては使用料がかかるようになっておりますので、経済

性等を考えますと、加水方式では、ちょっと無理があるんだろうなということで、現在の状

況であります。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 確かに、行政も経営でありはします。民間は当然、そういったことが第一に優先する分も

あるんでしょうけれども、私はあえて言うならば、市がしている、委託ということはありま

すけれども、基本的には嬉野市が運営をしているわけでありますので、そういった点では、

公衆浴場としてのシーボルトの湯でありますので、そこで、確かに使用料等含んでかかりま

す。しかし、現実的には、部長もおっしゃいましたように、加水もしくは自然冷却含めて使

っているところもあります。評判を得ております。そういった点で、リピーターにつながっ

ている点もありますので、あえて、これは行政が積極的にしていくべきということは、言い

方がおかしいかわかりませんけれども、知らしめる役割もあるんじゃなかろうかと思ってお

るわけであります。 

 そういった中で、合併特例債を利用しまして、実際このシーボルトの湯の施設がお客様に

十分に満足できないこともありますけれども、先ほど言いましたように、一番のお湯の源泉

をしっかりと伝えていくということが大事じゃなかろうかと思うわけであります。 

 そういった中で、今度はちょっと質問を変えますけれども、今度の組織がえで観光商工課

がうれしの温泉観光課と名称が変わりました。その言葉の名称の裏には、より強く嬉野温泉

をＰＲしようという狙いがこの名称に反映しているんじゃなかろうかと思うわけであります。 

 今度新しく担当課長になられました所管の課長、上司の意見は聞こえたでしょうけれども、

担当所管の課長として御意見をお願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 先ほどの源泉の関係でよろしいですか。 

 私といたしましては、まず、公衆浴場ということで、まずは安全面が一番肝心かなという

ことで、先ほど部長も言われたように、まず使用料がかかります。あと、レジオネラ菌がち

ょうど70度で死滅するということで、まず90度以上の温泉で菌を死滅して、加水した上で冷

却して湯を供給するという方法が一番最善ではないかと私も思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 
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 市長も答弁なされましたけれども、レジオネラ菌の問題含めてあるんでしょうけれども、

ただ、若干、両方裏腹あるんでしょうけどね。ちょっと、これは公に入っていくんでしょう

けれども。 

 やっぱり、塩素を使って消毒するわけですね。塩素のにおいがちょっと気になるという点

もありますので、そういった点では、逆に、そういった形を使っておられるところの実態を、

状況を確認しながら、源泉を使うことでレジオネラ菌がどういった形で発生してふえていく

のかということも確認をしていただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 産業振興部長。 

○産業振興部長（山口健一郎君） 

 塩素は、逆にレジオネラ菌を殺す性質ですもんね。実際、シーボルトの湯に行きますと、

塩素のにおいは若干あるのかなというふうには思いますが、先ほど市長も課長も言いました

ように、安全面を考えると、それがもし１回でも発生してしまえば、嬉野温泉自体の風評被

害と、風評になってしまうということになりますので、塩素は絶対、消毒はしていかないと、

今後維持できないだろうというふうに思っております。 

 ですので、冷却加水が本当はいいんでしょうけど、実際、ろ過をしながら、毎日毎日、温

泉を変えるわけではございませんので、ろ過をしながら塩素を打ちながら使用しております

ので、そういう方式で今後もいきたいというふうに考えます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 いや、市長は先ほど御答弁の中で、オープンする前のときに、要するに審議会でしょうか、

そちらで、こういった意見もあったということを今お聞きしたんですけれども、そのことに

ついて、どのくらい審議をなさいましたでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 暫時休憩します。 

午後２時７分 休憩 

午後２時８分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、市長にお尋ねいたします。 



- 86 - 

 開業する前に、多分、当時の古湯温泉についての審議会が深く審議なさったと思いますけ

れども、その段階で源泉を使っていこうというような意見があったのか、なかったのか、あ

ったら、どう対応されたのかをお聞きします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆるシーボルトの湯がオープンするときには、少し誤解もあられまして、あそこに源

泉があるという方を、まだあると思っておられる方もおられました。そういうようなことで

ございませんで、あそこには源泉はありませんということで、配湯でやりますということで

協議を進めてきたところでございます。配湯ということになりますと当然、よそから温泉を

持ってくるということでございますので、それぞれ調整が必要だということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 配湯というか、原湯は少し離れてはおりますけれども、配管を経由しながらシーボルトの

湯につないでいるわけですので、ほとんどの旅館は、ほかの温泉施設も、そういった形を、

すぐ近くというのは、一、二はありはしますけれども、ほとんど配管を使っているわけです

から、それに伴ってということについては、ちょっと私も個人的には市長の答弁については、

それが理由とは思わないと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 あの場所で公衆浴場を開業するということについて協議をしてきたわけでございまして、

市民の方の中には、まだ以前、あそこで温泉が出ていたことを十分承知しておられたわけで

ございますので、あそこの温泉をそのまま使ったらどうかという話が随分出ました。しかし

ながら、そこはもう昭和30年代で実際、来ておりませんでした。以前、営業しておられたの

は配湯でやっておられましたので、配湯の、要するに温泉でしたということで理解をしてい

ただいて、配湯をしたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 
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○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 それでは、基本的には今、市長答弁のあったとおりでいきたいということで、自分なりに

理解をいたしました。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 こちらにつきましては、現場のことでありますので、担当から御答弁で結構です。 

 まず、御利用のお客様に対して御意見を、アンケートを実施されておられるわけですけれ

ども、総評として、大枠で結構です。どういった意見が上がってきているのか、お聞かせを

いただきたいということと、もう１つは、これも提案をいたしましたけれども、温泉の浴室

ですね、それで、せっかく嬉野川、もしくは向かいに温泉公園があるわけですので、四季

折々の楽しみ方があります。そういった点で、ガラスが今すりガラスになっているわけです

けれども、当初から。これを内側から見える形の改造をしてはいかがかということで提案を

いたしております。 

 ２点についてお答えをお願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 うれしの温泉観光課長。 

○うれしの温泉観光課長（宮﨑康郎君） 

 お答えいたします。 

 まず、アンケートについてお答えいたします。 

 館内に箱を設置してアンケートをとっております。アンケートの内容としましては、約10

問のアンケートをいたしております。その中に、シーボルトの湯の施設については、よかっ

た、普通、悪かったとかいう、そういう質問と、あと泉源についての質問、それとスタッフ

の対応、あと、その他意見をお聞かせくださいというようなことでアンケートをとっており

ます。 

 アンケートの結果としましては、ことしの７月、昨年も夏休みに限定的に２カ月ぐらいと

って、質問のアンケートを80……（「トータルで結構です」と呼ぶ者あり）トータルで、昨

年２カ月で80、ことし４月から、ちょっと継続して今アンケートをとっておりますけれども、

今60アンケートぐらい来ております。 

 その内容といたしましては、施設の全般、そしてスタッフの対応などの、大半良好な回答

を今得ているところです。少数の意見としましては、サウナを設置してほしいとか、ジャグ

ジーを設置してほしいとか、大規模な改修が必要なものもありました。小さな改善するもの

は、すぐ改善できるようなアンケートでございましたので、それはすぐに改善しているとこ

ろでございます。 

 あと、もう１つ、窓ガラスの件ですけれども、窓ガラスについては、男性の湯は、上と下
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のほうがちょっとだけ景色が見えるというガラスがあります。それは試験的に施設の建設の

後につけたということでございますけれども、私もちょっと入ってみましたけれども、余り

よく景色が見えないという状況です。全体的に周りが見えるかというと、そうではありませ

ん。ちょっと、女性の風呂、女性からすると、ひょっとすると、周りから見られているよう

な、何か、感じを受けられるのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 それでは、次に、シーボルトの湯を核にしながら、ゆっくり散策できる、いわゆる周遊コ

ースを提案いたしています。その後、どう検討なさったのか、お伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 シーボルトの湯の周囲には、嬉野川沿いに温泉公園や嬉野橋や温泉橋などが点在しておる

ところでございまして、先般も橋の改修等で両方とも新しくなりまして、非常に好評をいた

だいておるところでございます。また、夜間のライトアップ等も行っているところでござい

まして、今後も観光客の景観スポットとして、ぜひ続けていきたいというふうに思っている

ところでございます。 

 また、昼間についても、シーボルトの湯から湯宿広場、豊玉姫神社、湯遊広場と、定番の

まち歩きのコースになっているというふうに理解をしています。 

 また、喫茶店やお土産店も少しずつふえてまいりまして、また商店街でも独自の手書きの

マップを用意していただいて、お客様にお配り等もしていただいているところでございます

ので、今回の御提案もありますので、再度また情報発信等についても努力をしていきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 今、市長御答弁のとおり、それぞれのお店とか独自の形でにぎわいが、新しいお店ができ

ていたりしております。じっくりと、ゆっくりと一つの散策コース、周遊コースを温めなが

ら、お客様に楽しんでいただきたいと、引き続き、そう思っておるわけであります。 
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 そういった中で、前回質問した中で、赤橋と言っています温泉橋のたもとに嬉野温泉の情

景を漢詩に書いた古い門柱と申しましょうか、石の柱があります。場所は別のところにあっ

たのを、狭かったので、移設した門柱でありますけれども、前回も言いましたように、あの

漢詩の訳は、嬉野温泉の非常に文を先人がああいった形に漢詩にされたということで思うわ

けですけれども、せっかくいいものがありながら、その説明文をつけてはどうかということ

を言っていますし、あの門柱に鉄で帯状にしていますけれども、それもゆがんでさびてしま

っているし、非常に私には気になっているわけであります。 

 こういうことについては、門柱にせっかく嬉野温泉のシンボルでありますところの温泉の

非常に、ああいった形にしておられますし、温泉公園が非常に市民、また観光客のたたずむ

場所に、ああいった形でされているのは残念であります。 

 前回提案して何年かなりますけれども、なぜ今までできなかったのか、お聞きをいたしま

す。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 温泉公園周辺につきましては徐々に整備をしてきておりますので、現在、御指摘の標柱に

つきましては、まだできておりません。１つは安全面のこともございますし、また、もとも

とあそこになかったわけでございますので、どのような形でイメージをつくっていくのか、

なかなか難しいこともあるんじゃないかなと思いますけれども、今回また、いろんな形で、

あの地域周辺の整備を考えておりますので、そういう中で取り組みができたらと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 その中で、この小さな公園の温泉公園ですけれども、温泉公園という名前がついています

ので、温泉にふさわしい、一つの、御利用者が体験できるような施設が一部あったら、なお

動きとしてお客様の誘引につながるんじゃなかろうかなと思うわけですけれども、それも前

回、一応御意見言ったつもりですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 将来的には、あの周辺と甲らの取り扱いということにつきましては、課題があるというこ

とでお答えしておりますので、将来、整備の方向に進んでいきたいと思っておりますので、

一緒にあわせてやらせていただければと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 続きまして、同じ観光問題ですけれども、源泉集中管理の進捗状況をお聞きします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 源泉の集中管理につきましては、リーディング事業として上げてきておるところでござい

まして、私どもとしても、ぜひ取り組みを進めてまいりたいということで、地権者の皆さん

方と協議をしてきたところでございます。 

 問題の本質的なところにかかわりますけれども、やはり全地権者の方の了解をいただいて

というのを、それぞれの地権者の方も原則として発言されるわけでございますので、そのよ

うなことで協議をしてまいったところでございます。 

 課題はありますけれども、ぜひ取り組みを進めていければと思っておるところでございま

して、先般５月にも、ほとんどの所有者の方が参加いただいて会議をさせていただきました。

そういう中で私どもが提案しております、いわゆるデータ管理、ネット管理について、ほぼ

全所有者の方が御了解いただきましたので、大きく前進したなというふうに思っております。 

 新しい温泉集中管理の方法として提案させていただいたわけでございますので、ぜひ実現

に向けて努力をしたいと思います。もうしばらく時間がかかると思いますけれども、ようや

く一致点といいますか、そういうところが発言をしていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 そうですね、進めていく中で、今回そういった形で各旅館さんの源泉所有者の御了解をい

ただいて、温泉の今現在の揚湯量と申しましょうか、使用量との誤差を確認するための、そ

ういった機器を使いながら把握をすると、実態上を把握するということについては、非常に
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私なりに理解をいたしております。 

 しかし、それはいいんでしょうけれども、否定は何もしません。それはいいんでしょうけ

れども、源泉集中管理自身の温泉を保護するということが大目的でありますので、それはそ

れとしながら、その先にありますところの大きな目的に向かって進んでいただきたいと思う

わけであります。一つの所有権という分が、個人財産の問題もあるでしょうけれども、その

中で全員が賛同しないといけないと、先ほど市長もおっしゃったんですけれども、非常に厳

しい状況も理解しながらも、しかし、今現在から次の時代まで、先に未来永劫につなげてい

くために、今が一番大きな岐路じゃなかろうかなと思うわけであります。 

 そういう点で、何回も私も言っていますけれども、それが全てと、決して思いません。湯

河原という名前を勝手につけておりますけれども、その方向でしたら、全員賛同じゃなくて

も、賛同者がおられたら、温泉の保護はできる分もあります。 

 そういった点で、それについては御検討の余地があるのかどうか、再度確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いろんな受け取り方もあると思いますけれども、今回提案させていただいた形につきまし

ては、やはり時代の進展といいますか、時代の流れによって新しいシステムを提案させてい

ただいたということでございますので、恐らく、全国初めてになると思います。実現すれば

ですね。 

 今、そういうふうなことで、最終的な協議をしておるところでございますので、後ほどま

た議会の皆さん方の御意見も当然いただかなければならないというふうに思います。しかし

ながら、一歩ずつ前進できればというふうなことで努力をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 では、市長、確認ですけれども、今回のレベルをはかるというシステムですか、それが一

つの源泉集中管理の目的と申しましょうか、到達点と理解していいのか、それとも、その先

にあるところまで御尽力いただくのか、確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 源泉集中管理の、一応最初の目的といたしましては、嬉野の源泉を管理して保護していこ

うということでございますので、今回の新しいシステムについて、管理は十分できると思い

ます。それで、管理をしながら、その次の保護につきましては、また所有者の方と十分協議

をさせていただいて、これはそれぞれのまた努力ということが必要だというふうに思います

けれども、新しいシステムで嬉野のいわゆる市の中の温泉の状況が管理ができるということ

になると、大きな一歩だというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 大枠は理解をいたしますけれども、市長、その先の分まで見据えながらということになり

ますと、それがどのくらいの規模で、どういった内容かというのは、私もわかりませんけれ

ども、前回の、今までは合併特例債を使いながらということが原資としてはあったわけであ

ります。その分を一つの目当てにしていくと、今回、５年間の延長はあったものの、当然、

時間の問題も並行して頭に入れとかにゃいかんわけでありますので、そういったことからす

ると、もう、一つの結論的な方向を定める意味では、また同じような形のタイムリミットが

あるわけであります。そういった点では、一つの方向を早期にまた定めていただきたいと思

っております。 

 次の質問に入らせていただきます。 

 ここ数年ですけれども、嬉野温泉の旅館さんがいろいろな面で運営、経営が変わってきて

おります。新しい方が来られたにしても、いろいろな面で時代の一つの流れでもありますし、

新しい運営方式を入れられることで、新しい嬉野温泉の魅力が引き出されて、お客様にその

選択肢がふえるということにつきましては、個人的には私も今から広く世界に向けて発信せ

にゃいかん嬉野としましたら、それも可と、私は思っておるわけであります。 

 ただ、嬉野温泉というのは、やっぱり一つの自然の天然資源でありますので、ある面では

限りもあると思います。そういった点では、温泉の保護の一環といたしまして、揚湯制限、

もしくは漏湯等がありましたら、そこら辺の防止対策も市として一つの、先ほどレベルの問

題もありましたけれども、それと並行しながら防止対策を一つの条例案として示すべきでは

なかろうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在の温泉の状況につきましては、以前の天候異変等で非常に厳しくなった時期はござい
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ましたけれども、温泉の量としては安定をしておるところでございますので、枯渇とか、そ

ういう問題は生じないというふうに思っております。 

 しかし、そういう中でございますけれども、議員御発言のように、天然の資源、天恵の資

源を保護、伝えていくというのは大事なことでございますので、そういう点で温泉の、いわ

ゆる管理ということを考えておるところでございまして、そういう点では、これからも、や

はり課題は生じますけれども、やはり所有者の御協議をお願いして、御理解いただきながら

進める必要があるというふうに思っているところでございます。 

 温泉の問題につきましては、法的には私どもとしてはございませんので、やはり県の法令

の範囲の中にあるわけでございますので、そこらについては県と協議をしながら行いますけ

れども、当然、私どもとしては私どもの発言もさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 では、観光問題の最後の質問に入らせていただきます。 

 先般、本市が購入いたしました大野原地区にあります約５ヘクタール、５町歩の市有地が

確保されたわけであります。私は以前から何回か提案していますけれども、大野原はああい

ったすばらしい大自然に囲まれた、非常に天然のすばらしい景観であります。そういった中

で、相当数の用地が確保できたということにつきましては、ぜひ、これを生かしていただき

たいと思うわけでありますけれども、市長に、今回の市の所有地の生かし方がありましたら

御意見を承りたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 大野原の処分地の課題につきましては、皆さん方の御理解いただいて、一歩進んでおると

ころでございますが、先方の状況によりまして、まだ私どもの所有地となっておりません。

そういうようなことでございますので、特にお答えすることはできないわけですけど、私ど

もとしては、できるだけ早く私どもとして買収をさせていただきたいということで、先方と

はもう基本的には合意ができておりますので、あとは先方の手続の問題だというふうに思っ

ております。 

 しかし、購入できました後には、先ほども議員御発言されましたように、せっかくの土地

でございますので、ぜひ有効利用を考えていきたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、次の質問に入ります。 

 大きな項目の分に入りますけれども、これからのまちづくりについて質問をいたします。 

 まず、嬉野医療センター、これが４年後でしょうか、新幹線駅周辺に移転することが決ま

っております。そういった中で、跡地の活用につきまして嬉野市の総合計画後期計画に国際

的な福祉医療施設の誘致を図るとあります。 

 そういった中でですけれども、現医療センターなどの関係機関と、この跡地計画について

の協議をどういった形で進めておられるのか、お聞きをいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野医療センターの移転後の跡地の計画ということでございますけれども、現在まだ嬉野

医療センターが、いわゆる建築に向けての設計の前の段階でございまして、そこらについて

の話し合いはまだいたしておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 今からということで、まだ進めてはいないということですね。しかし、今の医療センター

は、皆様御存じのように、地域の医療機関と連携した急性期型医療機関でありまして、非常

にこの西九州、長崎、佐賀、福岡南部を含めて、一つのハブ的な機能であるわけであります

けれども、私も聞いたところによりますと、移転後、新幹線駅周辺に来たときには、その内

容をさらに高めながら、より高度な急性期型病院を目指すということを医療機関の方からお

聞きしているわけでありまして、市長からも、そういった形で聞いたことがあります。 

 そういったことで、嬉野の今ある大きな魅力の中の医療もありますけれども、さらにこの

分が充実してくるのではなかろうかなと、大きな期待を持っているわけであります。 

 そういった中で、今現在の医療センターが約12ヘクタールですか、12町歩の土地がありま

して、その中に病院と看護学校棟、それに宿舎棟があるわけでありますけれども、先ほど申

し上げました急性期型医療機関を維持しながら、またそれをさらに高めていくということに

なりますと、ますますその内容が高まってくるわけでしょうけれども、二次的に、三次的に、
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要するに受け皿の医療機関ですね、その分も必要になってくると思うわけであります。 

 そういった中で、今回の計画の中には国際的な福祉医療施設の教育機関があるわけですけ

れども、この12町歩の中に先ほどの受け皿的な医療機関、病院と申しましょうか、そういっ

たものが併設できないものか、誘致ができないものか、確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まだ現在のところ、そこまで話は済んでおりませんけれども、きょうの御提案は御提案と

して受けとめさせていただきたいと思います。いろいろな形で、いわゆる利用方法というの

は考えていけるというふうに思っております。 

 ただ、今回の医療センターにつきましては、私どもも病院の関係者の方々と話をしており

ますけれども、本当にすばらしい形で仕上げたいというふうに言っておられますので、議員

御発言のように、私どもとしては誇りにできるような医療センターができ上がるのではない

かなというふうに思っております。基本的には、地域の医療機関との連携というのを一番中

心に置いておられますので、地域の医療機関の皆さん方とも十分連携できる施設になってい

くということで、大変期待をしているところでございます。 

 ただ、跡地についての利用につきましては、まだ時間的な問題が表示をされておりません

で、具体的に検討するところまでいっておりませんけれども、そこらについてはっきりし始

めましたら、いろいろな方の御意見をいただきながら進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 では、次の質問に入ります。 

 中央広場と呼んでおります嬉野小学校の跡地の活用につきまして、前回の議会で提案あり

ましたように、審議会に委託しておられるわけでありますけれども、市長としての構想があ

りましたら、生かし方としての構想がありましたらお聞かせください。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 小学校跡地といいますか、今の、いわゆる昔の校舎が建っている土地と下の駐車場まで含

めてのお話と思います。その下は中央広場という形になっておりますので。 
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 昔の嬉野小学校の校舎につきましては、以前から取り壊ししようということで私も引き継

いでおったところでございますけれども、いろいろなことで今まで使ってきたわけでござい

ます。今回、取り壊しをして、そして新しい施設をつくるということで議会のほうにも御説

明を申し上げたところでございます。 

 １つは、私どもが今持っております嬉野の公民館が非常に古くなって、非常に使いづらい

というふうな課題もございますので、その機能をひとつ持ったものと思っております。それ

とまた、地域のコミュニティの施設としても持ったものというふうに思っておりますし、ま

た、温泉区周辺の方々が施設整備をこれから考えていかれると思いますので、そういう方々

の利用にも供せるような、そういうようなことも協議を進めてまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 先般、コミュニティの方々が新しい施設についての市民の方の意見の聴取もしておられる

ようでございますので、そういうふうなことで、一つのまとまった御意見が出れば、当然、

考慮をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 私の質問がちょっと紛らわしい質問だったんですけれども、市長が逆に整理をされて、校

庭の分と校舎の分と２つの生かし方があるということの中ですけれども、そういった中で、

この前の議案書の中では社会教育施設、また地域コミュニティの施設等々、計画に入ってい

るということで聞いております。 

 私、今回の質問の中で、もちろん、それはそれで十分当然だと思っております。あの広い、

特に嬉野市の、嬉野町もそうでしょうけれども、中央にあるインターに近いところでありま

すので、やっぱり、そこに施設をつくることによって市外から来て、世界とは言いませんけ

れども、外から来ていただいて、そこを活用しながら泊まっていただいて、またいろいろな

面で地域のいろいろな農産業を含めて購買につなげていただけるような施設をと思うわけで

ありまして、その中で、ちょうど横にあります嬉野市体育館ですね、あれが四十数年、もう

なっております。四十四、五年なろうかと思いますけれども、そういう点で、あの施設の移

転も含めてですけれども、活用できないかなと思うわけでありますけれども、いかがでしょ

うか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 今までは、機能的なことでお話を申し上げてきたわけでございますけれども、全体整備に

ついてはこれから考えるという形になります。 

 ただ、中央広場については、いろんな催し物等に結構使っておられますし、また、市街地

の駐車場がないという中でございますので、何かあったときには駐車場として使っておりま

すので、使われないと思いますけれども、現在考えておりますのは、今、建物が建っており

ますところと、それから、その下の駐車場、旧校舎が建っておりましたところ、そこらまで

の一体整備ができれば、もっと便利になるのではないかなというふうに思っておるところで

ございます。 

 また、体育館につきましては、将来的には、いずれ建てかえなければならないというふう

になりますので、そういう点でぜひ協議をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、次の質問に入ります。 

 企業誘致についてであります。 

 企業誘致が合併以来、実績がありません。市長が先ほど申し上げましたように、厳しい状

況の中で定住人口をふやすためにも企業誘致も必要じゃないかなと思うわけであります。時

代がどんどん変わっておりまして、全てとは申しませんけれども、特に今からの定住促進の

中で、若者の雇用の場づくりということも並行しながら大事ではなかろうかなと思うわけで

ありますので、今回質問をいたすわけでありますけれども。 

 今回の組織変更の中で、企業誘致課が企画政策課の中に入っておりまして、その中に企業

誘致のもう１つの係としてあるわけですけれども、専任の係としては、実質、頭数からしま

すと３名から1.何人ぐらいに減っているわけであります。実績がないということも含めてで

しょうけれども、こういった組織に変更になっているのではないかなと思うわけですけれど

も、それに伴いまして、これを企業誘致の縮小と見ていいのか、今後、企業誘致をどう考え

られるのか、お聞きをします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる企業誘致につきましては、いろいろな情報等も集めておりますけれども、非常に

苦労をしている状況でございます。引き続き、いろいろな情報を集めながら努力をしていき

たいと思っております。また、一つの大きな政策の柱としても、やはり取り組むべきだとい
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うふうに思っておりますので、今回の組織の改編等につきましては縮小ということではござ

いません。企画全体で取り組んでいこうということで、いわゆる企業誘致についての推進本

部という形をとっていきたいということで考えておるところでございますので、今まで以上

に努力をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 今まで以上に力を入れていきたいということで承知をいたしました。 

 先日、議員と語ろう会という会を開催した中で、地元と申しましょうか、塩田の久間地区

の方だったんですけれども、久間のほうに工業団地の用地が、これも７ヘクタールですか、

ありまして、以前、その地区の皆さん方に地権者説明会というのが開催されまして、協力の

お願いがあったということであります。地権者もそれぞれ、その後、話をしながら、同意を

したけれども、その後の確認がないけれども、どうしたのかということで意見があったわけ

であります。 

 また、嬉野の吉田地区にも同じく７ヘクタールの工業団地向けの用地が、これも７町歩ほ

どあるわけですけれども、地権者あたりに聞いてみますと、農振除外をされたままにあるん

で、いろいろな補助の対象にもならないということで、また転用もままならないということ

で聞いております。 

 いずれにしろ、塩田地区、嬉野地区にある２カ所の工業団地の用地もしくはそういった工

業団地向けの土地があるわけですけれども、地権者からしてみたら、非常に困っているとい

うことも聞いております。 

 どこかで方向を示さないといけないんじゃないかと思うわけであります。私個人的には、

できたら、時代は変わっていますけれども、一概には言われないかしれませんけれども、雇

用の場づくりとして工業団地はぜひ欲しいと思っておりますので、市長の御意見をお願いし

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 久間地区の工業団地につきましては、以前からお話ししていますとおり、県を通じて、そ

して転用についての手続を進めておるところでございます。非常に今、おくれております。

これは県全体がおくれているわけでございまして、それで、農政局との協議もございますけ

れども、引き続き進めておりますので、動きができましたら、ぜひ地元の方にも再度説明を



- 99 - 

させていただいて、取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。 

 ここ、ちょっと二、三年、どうしても動かないということで、県全体の農振等がなかなか

動かない状況であったわけでございますので、少し進めていければというふうに思っておる

ところでございます。 

 また、東吉田につきましては、これはオーダーメード方式ということで取り組んできたと

ころでございまして、二、三年前に地元からも同じような御意見ございましたので、私ども、

心配いたしまして、地元とも協議をさせていただきましたけれども、地元の皆さん方も、今

の状況でもう少し様子を見てみようということでございましたので、また引き続き努力をし

ていきたいというふうに思っております。話が出てきましたら、また地元の方とも協議をし

て、どのような形で取り組むのかということを進めていかなければならないというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 市長の御答弁の、例えば、塩田の久間地区につきましては、そういった、県と情報交換を

しながら進めているということで、形は見えないけど、そういった部分で進めているという

ことでありますので、できたら機会を見て、地権者にそういった状況を説明するのも、安心

感じゃないけれども、そのままほったらかしじゃないけれども、協力をお願いして、そのま

まということが心情的にあるようですので、そこら辺の機会を見て説明をしていただけたら

と思っておるわけであります。 

 吉田につきましては、以前からおっしゃっておられますように、オーダーメード方式とい

うことであります。景気のいい時代では、どんどん開発してもよかったんでしょうけれども、

こういった厳しい状況の中では、それも開発せろと私も言いにくい立場でありますので、そ

れは状況を見ながらということで理解をいたしました。 

 しかし、嬉野は本当にすばらしい温泉に恵まれておりまして、企業誘致につきましては格

好な場所じゃなかろうかなと、アクセスもすばらしいし、今後また新幹線なんかも参ります

ので、今からそういった点では、ある面では方向を定めながら、決めながらしていかないと、

いつまでも、その用意はあるけれども、形がないということもどうかという気持ちもありま

す。 

 では、次の質問に入ります。 

 高速道路の嬉野インターの前の市有地ですけれども、この活用につきまして以前提案をい

たしました。物産館の建設もしくは今あります観光案内所あたりの整備、イベントができる

ような会場の提案等々をいたしておりますけれども、その後どう検討なさったか、お聞きし
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ます。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 インター前の駐車場の活用方法についてお答え申し上げます。 

 以前は、若干少ない時期もありましたけれども、今、駐車場として非常に利用者が多くな

ってきておるところでございまして、幅広く使っていただいているのではないかなというふ

うに思っております。また、みゆき公園全体の大きなイベント等がありますと、駐車場もふ

えておるところでございますので、現在は有効利用ができているのではないかなというふう

に思っておるところでございます。 

 今後の状況でございますけれども、また国体等も予定をされておるところでございまして、

当然、私どものみゆき公園も予定に入るということになろうと思いますので、そこらについ

ては十分、将来を見ながら方策を出していきたいなと思っております。 

 現在、しかし、駐車場として十分有効利用ができているというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 市長は以前から、そういった、特に大型バスを含めた駐車場の確保が必要だとおっしゃる

ことであります。理解はしますけれども、ちょうどインターの本当に入り口でありますので、

駐車場は駐車場として別のところを確保しながらも、その分の出入り口でありますので、有

効活用ができないかということで提案をしておりました。市長の答弁はそうでありますので、

そこまでにしておきます。 

 次の質問に入ります。 

 次に、防災対策についてお尋ねをいたします。 

 冒頭に申し上げましたように、非常に広島地区の皆さんにつきましては突発的なゲリラ豪

雨でありますけれども、これは日本の各地でこういったことが多発しているわけであります。 

 当地におきましても本年７月３日の豪雨、また７月10日の８号台風、そして広島の土砂災

害の状況を見まして、本市の防災対策として教訓になるようなことがあったのかどうか、ま

ず御意見をお聞きします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 ことしは本当に集中豪雨が時を選ばず日本国中で発生しているところでございまして、非

常に深刻に受けとめております。 

 冒頭申し上げましたように、私どもも、広島で大災害が発生しましたので、翌日ぐらいに

は広島市役所のほうに電話をしまして、いわゆる救援水とかお茶とかお届けしたいというこ

とを申し入れましたけど、もうしばらく時間をかけてということでございましたので、今、

待機をしているような状況でございます。 

 今回のいろんなことを見まして、先般もセミナーにも参りましたけれども、やはり、いわ

ゆる避難の準備とか避難の対策とか、また防災の案内とかいうものは、失敗を恐れずに、全

て早目早目に対応するということが大原則だというのを改めて学んだところでございます。 

 それともう１つは、平時のときに地域防災といいますか、地域の方々が自分たちが住んで

おられるところをどのようなところかというのを十分理解していただいて、例えば、嬉野だ

と塩田の布手の皆さん方は、以前から地域防災の組織を組んで頑張っておられますけど、そ

のような組織をちゃんとつくって対応するというのが必要ではないかなということを今回、

非常に感じたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 あと、現象的なことになりますけれども、７月３日につきましては、非常に一時的なすご

い豪雨でありましたけれども、地区によっては、下野、下吉田、含めてですけれども、本当

に橋の欄干まで水が来るような状況でありました。 

 地域の方からしますと、もちろんダムはダムでそれなりの機能がありますので、昔ほどで

ないにしても、その放水状況がわからないということでありますので、放水による分じゃな

いかという意見もあったわけですけれども、これにつきましては嬉野市と県が管理していま

すダムと連携はどうなっているのか、確認します。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 嬉野市の中に所在しておりますダムと私どもの関係ですね、特に放水に関しての関係でご

ざいますけれども、いわゆる豪雨の際にダム管理事務所から市に警戒態勢なり、雨によるダ

ムへの流入量に応じて放水する旨のファクスが送られてくるところでございますので、その

ことによって承知するということになります。 
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 それで、毎秒40トン未満の放水の場合には警報が鳴らなくて、市への連絡もありません。

それ以上放水するということになりますと、先ほど言われたように、いわゆる防災無線やそ

の他連絡体制等も使いまして、いわゆる水位が上昇するというふうなことをお知らせしてお

るということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 

 その後のといいますか、７月10日、８号台風ですかね、あれはずっと沖縄あたりから見て

みますと、本当に今まで経験したことのない台風ということの、現地では特別警報も出るよ

うな台風ですし、コースも西九州、この嬉野市に本当に真っすぐ来るような状態でありまし

たので、これは最悪コースではないかということで、私も地区の区長さん含めて区の役員と、

その対応を話し合ったわけであります。 

 そういった中で、今回設置されました個別受信機もしくは屋外子機あたりをどういった形

で使おうかということで、いろいろなシミュレーションですか、文言なんかも検討したこと

もありましたけれども、結果的には、それたということで安堵はしたものの、いい意味で、

これを本当に、市長もおっしゃったように、平常からこういったことを使う、もしくはいろ

いろな面で案内をするということも一つの訓練ではなかろうかなと思っておるわけでありま

す。 

 そういった中で、我が区におきましても、避難誘導等の仕方とか、土のうなんかも準備を

いたしました。あと、独居老人の方々の確認とか、それぞれしたわけでありますけれども、

そういった中で、防災マップ、ありはしますけれども、これはこれで役割はあるのでしょう

けれども、下野区もくしは下吉田区におきまして、地域の自治公民館がありますので、そっ

ちに先に避難するほうが先じゃないかという意見もあったんですけれども、実際、そこに案

内して、途中で事故とか巻き込まれたとかしたときに責任がどこにあるのかとかいう意見も

ありましたけれども、実際、市として自治公民館に緊急避難をして、誘導していいものかど

うか、確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 では、お答え申し上げます。 

 最終的には、個々の個人の責任になると思いますけれども、私どもとしては、先ほど申し

上げましたように、早目早目に指示をさせていただくことによって、自主避難をそれぞれの
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方が早目早目に判断をしていただくということが大事でございますので、これからもそのよ

うな形でやっていきたいと思っております。 

 この前の講師の方も言っておられましたけれども、例えば、雨がひどくなってから動き出

すということになりますと、かえって危険でございます。また、夜間、道がわからないとこ

ろを逃げるということになると、非常に危険でございますので、できるだけ、それぞれの方

が早目早目に判断をしていただいて、避難していただければというふうに思っております。 

 私どもも当然、そういうことで早目早目に、いわゆる情報をお聞きいただくというのが大

事ではないかということで、先ほど冒頭でお答えしたとおりでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 先ほどのダムの案内を含めて、先ほどの御意見も含めてですけれども、屋外子機、また個

別受信機の設置ができたものの、現状として、例えば、個別受信機につきましても設置率が

地区によって、環境によってでしょうか、大きく設置率が違うわけですね。平均で嬉野地区

におきましては42％ということでありますけれども、こういった状況の中で、地区によって

は屋外子機もないところもあります。例えば、吉田の皿屋地区なんかは個別受信機も非常に

設置率が低いし、屋外子機もないという中でですけれども、どういった形で、例えば、個別

受信機もないから、ないと、サイレンも鳴らないということで、どうして誘導ができるのか。

今の設置率でどう、そういった誘導が図られるのか。今の設置率でいいものかどうか。いい

とは多分おっしゃらないでしょうけれども、これをどういった形で推進を進めていかれるの

か、確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 個別受信機の設置の申し込みにつきましては、各地区で相当差がございます。そういうこ

とで、再三、行政嘱託員の皆さん方、また消防団の方を通じて設置をお願いしておるところ

でございまして、私どもの職員も会合等に出た場合は、必ず、設置していただくようにお願

いするというのを指示しております。 

 残念ながら、設置の経緯がございまして、塩田地区は以前からございましたので、非常に

設置率の、申し込みが高いのでございますが、嬉野地区は以前から消防団とか、そういう方

の幹部にだけ配付しておりましたので、申し込みが少ないというような状況でございます。

しかしながら、今の状況だと防災無線が唯一の伝達方法というふうに考えておりますので、
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この際ぜひ申し込みをしていただければと思っております。 

 それと、私どもとしても検討いたしまして、この前の避難状況等を見まして、公的な施設

とか、またいろいろなところで避難される可能性がある場所については、こちらのほうから

積極的に設置していくべきだという話し合いをいたしておりますので、これから取り組みを

していきたいというふうに思っております。 

 また、先ほど言いましたダムの放水等につきましても、放送をされますけれども、最終的

には一定の水量それ以上についてはダムは自動的に放水されるとなりますので、そのダムの

放送等も聞いていただいて、下流域の人は早目早目に避難していただくというのが大事では

ないかなというふうに思っておりますので、そこらについても十分承知をしていただければ

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 あと、その個別受信機もしくは屋外子機の使い方なんですけれども、屋外子機におきまし

ては、嬉野市からの一方通行と申しましょうか、同じ内容を放送されるわけですね。区長が、

もしくは地区の代表が屋外子機を使って防災案内、もしくは避難誘導、もしくは平常時のイ

ベント案内とか行事案内等々はできないわけでありますけれども、これがそういった形で、

今言いましたような形の地区で単独に切りかえて、スピーカーと申しましょうか、あれを使

えるようにできないものか、確認をいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先般の広島で大災害が起きましたけれども、広島に降りましたような雨量等になりますと、

やはり雨音が非常に強くなって、なかなか屋外の放送機器から流れた放送が屋内にいては聞

きづらいというふうに思いますので、ぜひ各家庭用の子機を設置していただければというふ

うに思っております。 

 屋外の放送につきましては、当然、全般的な放送はするわけでございますけれども、最終

的には家庭用の子機をぜひ設置していただければというふうに思っておるところでございま

す。 

 そういう中で、新しいシステムも幾らか導入をできておりまして、現在、地域の行政嘱託

員さんが正式に登録をしていただければ、いわゆるその地区内の放送は行政嘱託員さんの責

任でも行えるというようなシステムを導入されておりますので、そこらについてはいろいろ
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な形で正式な手続を踏んでいただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、確認ですけれども、一つの手続を踏むと区長さんでも、地区の代表の方でもス

ピーカーを使えるということで認識してよろしいですか。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 補足して説明をいたします。 

 各行政区から数名の方が、例えば、電話登録をしていただいて、その電話で操作をしてい

ただいて放送できるというようなシステムが組まれておりますので、現に７月９日ですか、

その日は、その機能を使って放送された区もございました。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。私の知識不足でありましたので、確認いたしました。 

 あと、個別受信機のほうは、先ほど聞きましたように、逆に一つのシステム、登録をする

と個別受信機で自分の該当地区ですか、案内をできるということで聞いていますけれども、

実際は使っていませんけれども、それを確認いたします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 各区で数名の方が登録をされていると思いますので、各行政区の嘱託員の方にお尋ねいた

だければというふうに思います。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、次の、関連ですけれども、次の質問に入らせていただきます。 

 先ほどの聞いて、実際なかったからよかったんですけれども、避難誘導ですね、これにつ

きましては非常に高度な判断が必要ですので、各人で使えるということは非常に柔軟性があ

っていいんでしょうけれども、もしも命の裏腹につながってまいりますので、そこら辺が行
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政のほうからどういった状況の中でどの地区にとか、一つのパターンでしょうか、マニュア

ル的なものがありましたら、それをそのときの状況に陣容しながら使っていければなと思う

わけですけれども、そういった点でマニュアル化ということはできないものか、確認をいた

します。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先般、合併して初めて、いわゆる自主避難ということで避難所を各小学校区に設けたとこ

ろでございます。また、ある地区によりましては公民館を開放していただいて、数名の方が

避難をされたというようなことでございまして、具体的にそういうことがありました。 

 だから、冒頭申し上げましたように、できるだけ早目早目に案内するということでござい

ますので、それがやはり全市的に早目の避難というのがパターン化していけば大丈夫なのか

なというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 それでは、同じ防災の関係ですけれども、以前にもこれは質問いたしましたけれども、９

月１日が国の防災の日でありまして、その１週間を防災週間ということで定めながら、国の

ほうで防災意識の高揚に努めておられます。 

 そういった中で、嬉野市の防災の日ということを提案いたしておりますけれども、この分

につきましてはどう検討されたのか、お伺いします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 昨年６月の議会でも御質問があった件だと思います。 

 嬉野市の状況を考えますと、９月１日に行うよりも梅雨どきの前に行ったほうがいいだろ

うということで計画をしております。ことしの５月につきましても職員の防災訓練を実施い

たしました。来年は、嬉野地区で土砂災害の訓練を行いたいというふうに思っております。

その準備を今から進めているところでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 
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○９番（山下芳郎君） 

 いろいろな面で、その条件に合わせながら継続をしていただきたいと思いますけれども、

その中で職員さんも動いておられるのも聞いておりましたけれども、ぜひ、それを、パフォ

ーマンスではありませんけれども、市民に見えるような形でしていただけたらと思っており

ます。 

 例えば、今回、塩田地区の石垣地区でこういった形でしますよとか、嬉野の、例えば、温

泉街でこういったことをしますよとか、吉田の谷合でこうこうしますよとか、ここで行政は

行政として、また地区の消防団とか区長さんとか民生委員さんとか、ある面には病院とか、

一緒にするべきところがあったらしながら、時々は自衛隊の何とかいうのが来てどうかする

かというようなことも含めて、いろいろな現象があろうかと思いますので、ぜひこれを継続

しながら続けていただきたいと思いますが、御答弁をお願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 総務課長。 

○総務課長（池田英信君） 

 来年の計画にはなるんですが、地域のコミュニティの方に、こういった防災訓練を行いま

すということで手挙げ方式でやりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 ぜひ、やっぱり臨場感を出しながら、地域とか、その条件に応じた形でしていかないと、

単なる、それこそ動いとっばいというだけでは、それがいざとなるときには役に立たないと

いうこともありますので、個別受信機を使うとか屋外子機を使ってするとかいうことを住民

の了解を得ながら、ひたひたと感じるような形の防災訓練をしていただきたいし、ある面で

は、タイトルとして、もちろん９月１日にしなくても結構です。それはわかります、議会中

だからできないこともありますから、そこら辺は、あえてそこに日にちをこだわらずに、場

合によっては、あえて日にちを変えるとかするようなことも含めて、嬉野市の防災の日では

ないけれども、防災何とかということを定めながら、市民を巻き込んだ、一緒の形で防災意

識の高揚を図っていただきたいと思っております。 

 では、次の質問に入ります。 

 私もちょっと国のほうに、この前、テレビで言っていましたもんだから、台風８号のこと

ですか、あれで国がタイムラインと申しましょうか、防災行動計画というのをことしからつ

くったということでありまして、これは時系列的にいろいろな縦割りの分を横軸に入れなが

ら、いろいろな情報の通達から発信、双方向ですね、こういった形を国が定めておりまして、
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ことしの台風８号から運用したということで、実効効果はわかりませんけれども、しており

ます。地区によっては、これを条例化しているところもありますので、ぜひ検討をいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、議員御発言されました台風８号等の対応で、いわゆる事前の災害対策会議におきまし

て、今お示しされましたタイムラインの手法を用いて対策を講じたところでございます。 

 それで、本部の会議では、大規模災害に関する防災行動の流れを時間軸によって定めて、

また行政嘱託員の方への地区公民館開放の要請をしたり、また、避難所の管理者への要請を

したり、避難所を開設する通知とか、そしてまた職員の配置、避難勧告の際の対応等、時系

列で計画し、的確な対応を目的として、台風上陸が予想される７月８日から、いつ、誰が何

をすると、事前対応として明確にして、対応のスピード化を図ったということでございます。

これによりまして、７月９日の夕方前には避難所が開設できたところでございまして、また、

早目の自主避難を呼びかけることができたということでございます。 

 今後も大規模災害が想定されるときには、時系列で事前の対応を明確にして、また関係機

関との協議を進めながら、万全な体制で防災対策をとっていきたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 防災につきましては、以上で質問を終わらせていただきます。 

 それでは、続きまして、農地中間管理機構についてお尋ねをいたします。 

 この件は、さきの６月議会で西村議員が質問をされまして、それを後ろから聞いておりま

して、詳しく質問されておられました。それを受けまして今回、この事業の目的であります

ところの、私は、農地の集積化して、その効率を図る、もしくは後継者の育成、ひいては耕

作放棄地の減少となるということも含めて、その分が今、嬉野市が、佐賀県がというんでし

ょうか、これを受けて、７月から始まったので、２カ月を経過したわけですけれども、進捗

状況と市長のこの分の事業に対する思いと申しましょうか、期待と申しましょうか、あられ

たらお聞かせください。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 農地中間管理機構についてのお尋ねでございます。 

 佐賀県の農地中間管理機構は、受け手の募集の第１回目を７月１日から31日までの１カ月

間行われたところでございます。その申請の窓口業務を私どもの各市町が委託を受けており

ますので、嬉野市も７月号の市報に事業案内を掲載して、窓口を設けておったところでござ

います。 

 その結果、いわゆる出し手としての応募が１件ありました。また、相談についても数件あ

りました。受け手についても数件問い合わせがありましたが、結果的にはゼロ件でございま

した。事業内容の詳細がまだ固まっていない中での募集期間でありましたので、このような

結果ではないかなというふうに思っております。 

 ９月４日に農地中間管理機構に係る担当者地区別推進会議の鹿島・藤津地区会議が開催さ

れますので、ほかの市町との推進活動の情報交換をもとに、次回の11月の受け手募集の準備

をしたいと考えておるところでございます。 

 ただ、この事業につきましては、貸し手が機構に申請をいたしましても、いわゆる受け手

の候補がその時点でいないと成立しないということでございますので、まだなかなか定着す

るまでにはちょっと問題があるのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 確かに、２カ月しかないんで、そういった中で、今のところ、貸し手の１件だけというこ

とでお聞きをしました。 

 これは、いろいろな要因、原因はあるんでしょうけれども、例えば、行政の説明不足とか、

逆に農家の方の、そこら辺の認識が離れておるとかいうことがあるのか、原因はどこなのか、

概要で結構ですから、お聞かせください。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 どちらが原因かということはないと思いますけれども、現在まだ、要するに受け手側の組

織の体制づくりの最中であるというふうに考えておるところでございまして、いわゆる嬉野

の場合は嬉野市集落営農連絡協議会が市内の各営農組合が法人化を目指して勉強会を計画さ

れているところでございます。それで、法人化された場合につきましては、この制度の農地

中間管理機構の中での受け手という条件を満たすということになりますので、このような法
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人化がちゃんとできていけば、貸し手側の方も受け手ができたということで少し制度的に動

いていくのではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 今、９月ですけれども、11月の２回目の申し込みが始まるわけですけれども、もうすぐ多

分来ると思います。その手前で、前回の説明会をして、今の状況を踏まえながら、どういっ

た形の対策とか、反省ということはないかもしれませんけれども、対策を講じておられるの

か、確認するわけですけれども、その中で私自身が思いますには、私の思いを先に言って申

しわけありませんけれども、各地区に自治公民館あたりを使いながら、概要の説明をして、

はっきり我々生産者もほとんどわからないという部分が実態なんですね。言葉は聞いたこと

あるけど、漠然とした知識しかありませんから、これを国の制度がこういった形であります

けれども、これを私、見ても、本当に総花的で全国に対してしてあるから、概要的にはわか

るけれども、これを地域に落としたときに、例えば、塩田地区と嬉野地区でも農業の形態が

違うと思うんです。それを各地区の状況に合わせるような形の、知らしめるような冊子をつ

くって、形をつくって、それに基づきながら説明が必要ではないかなと思うわけであります。 

 それが必要だと思いますけれども、11月に向けての、どういった形で、担当からでも結構

ですけれども、11月を迎えたいと思われますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほどお話を申し上げましたように、今、各営農組合のほうで組織についての検討をして

いただいておりますので、営農組合の協議の中では当然、今回の問題については話し合いが

あっておるところでございますので、そういう営農組合の中で、同じ地域におられて、どう

しても農地を守ることができないというようなことになられますと、当然そういう方が対象

になられると思いますので、もう少し営農組合の説明が済んでまいりますと、少し動きが出

てくるのかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（納富作男君） 

 補足であります。 
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 今、市長が申し上げたとおり、営農組合あたりを中心的に持っていくのが１つと思いまし

て、もう１つ、各農家のほうにダイレクトメールで、チラシあたりを作成しまして、こうい

う制度がありますという形で送るような形も今計画しております。 

 それから、あと、農業委員さんのほうにもお願いいたしまして、認定農業者の方も該当し

ますので、極力、その後、規模拡大されるかどうかわかりませんけど、とにかく受け手のほ

うで手を挙げて申請をお願いできないでしょうかという形で推進を、農業委員さんのほうに

もお願いしたいなという形で思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 もちろん、受け手、貸し手、両方あるんでしょうけれども、両方の均衡は必要なんでしょ

うけれども、一般の生産者ですか、そういった方の浸透が、ダイレクトメールも大事、並行

しながらで結構ですから、先ほど言いましたような集落会場あたりですね、日にちを決めな

がら各地区を説明に回るということも、私も大事じゃないかと思うわけですが、やっぱり書

面だけでは非常に理解があれだし、それも考えていただきたいと思っています。 

 もう１つ続けていきます。時間がありませんから。 

 今現在あります農地保有合理化推進事業、嬉野市からも補助金が出ておりますけれども、

いわゆる農地流動化推進ですね、この分と今回ありました農地中間管理機構と、非常に目的

がほとんど似通っていると申しましょうか、その分が両方、国の事業として並行しながら走

っているんですけれども、この分につきまして嬉野市としてはどう整理してではないけれど

も、農家の方に知らしめられるわけですか。非常に戸惑いがあるのではなかろうかなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（納富作男君） 

 お答えいたします。 

 ただいま議員おっしゃったとおり、１つの事業といたしまして農地流動化推進事業がござ

います。整理できないかということでございますけど、確かに戸惑うところが出てくると思

います。できれば一本化にということで担当課のほうは思っておりますけど、国の事業でご

ざいますので、その辺は農地中間管理機構、流動化推進事業という形で持っていきたいと思

いますけど、ただ、対象農地につきましては、農地中間管理機構につきましてが、いわゆる

１種農地を対象としております。ところが、流動化推進事業につきましては対象農地の制限

がありませんので、この辺で、まず農地中間管理機構に該当しない農地は農地流動化推進事
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業のほうでしていくという形で持っていければという形で、こちらのほうでは思っておりま

す。なかなか一本化するのが難しいところですけど、農地中間管理機構になりますと、交付

金あたりも該当する場合も出てきますので、その辺も含めまして推進をしていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 今、課長から初めて聞いたんですけれども、私の知識不足だと思います。１種農地しか、

これは該当しないんですか、中間管理機構は。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（納富作男君） 

 １種農地、いわゆる農業振興地域を該当します。耕作放棄地あたりは該当しないことにな

ります。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 １種農地と、もちろん耕作放棄地とは、もう全然、極端に違うから、ほとんど中間的な１

種農地にしてされていないじゃないけれども、耕作しているというのも十分あるわけだから、

それは今の御答弁によると、該当しないということで受けていいですか。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（納富作男君） 

 お答えいたします。 

 今言われるとおり、耕作放棄地は該当しないということと、あと、農業振興地域ですね、

いわゆる、申しわけありませんけど、農業振興地域は大体、１種農地の中に入りますけど、

農業振興地域を対象としておりますので。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 承知いたしました。 
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 そういった中で、聞いて、お互いに説明不足と言いませんけれども、そこら辺の説明の仕

方、もしくは聞き方を含めてあろうかと思いますので、非常にこれは、私なりには今から耕

作放棄地がふえていく、もしくは後継者がいなくなってくるということがありますから、せ

っかく国の事業でありますので、これをやっぱりスピードを高めながら、お互いに理解をし

ながら進めていくことも大事ではなかろうかなと思うわけです。 

 今現在においては担当が農林課、また農業委員会になっておりますけれども、そこに説明

をする人、要するに推進員的な人を専任を置く必要があるのではなかろうかと思いますが、

市長、いかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 それぞれ農地として大切に守ってこられた個人の財産に関することでもありますので、専

門的な知識を持って、そしてこの制度自体を広げていくということが非常に大事だろうとい

うふうに思っております。 

 特に、出し手の方については、その方が受け手になる可能性はないわけですので、ある程

度、受け手の方を信頼してということになるわけでございますけど、そこには十分、お互い

理解していただくということが大事であろうと思いますので、専門的な知識を持った方が推

進していただければというふうに考えますので、これから検討するところでございますけれ

ども、担当課等の意見としては、できたら次年度については予算をお願いして、その推進の

お世話してある方をお願いしていきたいという考えを持っておりますので、私どもとしては、

これから研究してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 山下議員。 

○９番（山下芳郎君） 

 次の質問に飛びましたら、残り時間がございませんので、次回に回しながら、ここで私の

一般質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（田口好秋君） 

 これで山下芳郎議員の一般質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで15時30分まで休憩いたします。 

午後３時21分 休憩 

午後３時30分 再開 
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○議長（田口好秋君） 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 11番芦塚典子議員の発言を許します。 

○11番（芦塚典子君） 

 11番芦塚典子です。議長のお許しをいただきましたので、ただいまより一般質問をさせて

いただきます。 

 今回は、嬉野市地域防災について、次に、子どもたちの「生きる力を育む」教育について、

３番目として、市民課の窓口形態及び対応について、以上の３点を質問いたしたいと思いま

す。 

 まず、１つ目の嬉野市地域防災についてお伺いいたします。 

 風水害対策についてお伺いいたします。 

 ことし２月に気象庁が発表した暖候期予報には、「ことしの夏は気温が上がらず、エルニ

ーニョ現象の影響で高気圧の張り出しが弱まり、冷夏になる」と記載されており、昨年の記

録的な猛暑とは異なる予報がなされておりました。７、８月にはさらに大型台風や局地的豪

雨にも見舞われ、各地で甚大な被害が発生しており、今年度の被害を「平成26年度８月豪

雨」と名づけられて、全国各地、広島、高知、福岡、京都、秋田と広範囲にわたり発生いた

しております。多くの建物被害、人的被害をもたらしております。 

 当市においては７月３日の大雨による被害状況はどのようにあったかというのを今回お聞

きしたいと思います。 

 １つ目に、住民避難状況は適切に行われたかどうかというのをお聞きいたします。 

 避難所の１つである塩田小学校に手すりやスロープやトイレがなくて不便であったという

議員と語ろう会で意見が出ておりました。今後、高齢者、要援護者の安全を考慮した避難設

備が必要ではないかと、そういうふうに考えます。 

 以下、３つの問題については質問席において質問をさせていただきます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 芦塚典子議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、嬉野市地域防災についてということでございます。 

 １点目の風水害対策についてということでございますが、その中の１点目で、高齢者、要

援護者の安全を考慮した避難設備が必要ではないかということについてお答え申し上げます。 

 ７月３日の豪雨では、塩田町内の４世帯の方が塩田小学校の体育館へ自主避難をされたと

ころでございます。避難される方が高齢者の方であるとの情報がございましたので、避難先
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に避難所担当職員２名のほか、保健師と福祉部局の職員を派遣して対応したところでござい

ます。保健師による聞き取りの結果、特に健康上の問題がない方が避難された旨の報告を受

けました。 

 御質問のとおり、嬉野市の指定避難所であります塩田小学校体育館は、高齢者や要配慮者

の方にとって快適な避難所とは言いがたい面がございます。このため、市では多目的トイレ

やスロープ等が完備された社会文化会館を新たな避難所として指定し、高齢者や要配慮者に

優しい避難所として活用したいと考えております。 

 また、７月３日に自主避難された地区の自主防災組織では、高台にある塩田工業高校を避

難所として希望されたところでございます。佐賀県は、県立高校の体育館等の建物を避難所

として利用できるように、多目的トイレやスロープ等の整備が随時行われており、完成すれ

ば安心して避難することが可能となります。 

 また、平成24年度より嬉野市内の福祉施設４事業所と一般の避難所での生活では支障を来

す要援護者を受け入れてもらう福祉避難所の設置運営に関する協定を結んでおります。７月

９日の台風の際は、要援護者３名を特別養護老人ホームうれしので受け入れていただいたと

ころでございます。 

 以上でお答えとさせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 避難所の設置に対しては、いろいろ気を使っていただいていると思います。住民の避難に

関する全国の７月の報告なんですけど、７月豪雨の被害者の年齢構成を見た場合、60歳以上

が70％を占めているという新聞報告がありました。今後、年齢構成などの社会構造を踏まえ

た場合、事前防災、あるいは事前復興の住民型の防災、減災シナリオをつくるのが必要じゃ

ないかと思いますけど、市長はその点まで考えておられると思いますけど、どのように考え

ていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御発言のとおりでございまして、いわゆる社会を構成する形が相当変わってきておる

ところでございまして、高齢者、特に要配慮者の方々がふえてきております。そういうこと

で、いわゆる避難態勢、また避難所等についても課題が出てきているというふうに承知をい

たしておるところでございます。 

 今回、避難所を設置しましたけれども、私どもとしては、最終的には体育館につきまして
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はマットを用意させていただきましたけれども、マットがないところについては非常に厳し

いのかなというふうに思っておりまして、そういう点が準備が最終的にできてよかったなと

いうふうに思います。そのほか、やはり先ほど答弁申し上げましたように、高齢者の方のお

トイレとか、そういうふうな点についてはまだまだ課題があるというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 今後の災害を考えますと、土砂災害とかの家の流失など起こり得る可能性が多いので、避

難が長期化すると思います。それで、避難所のあり方をさらに考慮すべきじゃないかと思い

ます。 

 それと、先般の７月３日の嬉野市の災害対策本部の設置及び避難準備情報発令、先ほどは

早目早目にとおっしゃいましたけど、この時間は適切であったかどうか、それをちょっと市

長にお聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 避難の時間設定については、今回は早目早目に行いましたので、適切だったというふうに

思っております。また、幸いにして夕刻前には態勢ができましたので、避難所としての受け

入れは十分準備はできたというふうに思っております。 

 ただ、市民の方全体にそれが通知ができたかといいますと、それぞれのお立場の方もあら

れると思いますけれども、今回についてはスムーズにいったんではないかなというふうに思

います。しかしながら、これがいつも完璧にできるとは限らないと思いますので、しっかり

やっていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 今回においては９時が最高で、10時からはもう４ミリしか降っていないです。ということ

で、避難は適切であったと考えられていらっしゃいますけど、嬉野地区に大雨洪水警報を発

令したのが４時42分です。嬉野市に土砂災害警戒情報発令が８時13分です。８時13分で、８

時50分に嬉野市災害対策本部が設置されております。37分後です。これからすると適切だっ
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たかなと思いますけど、この災害対策本部が設置された10分前は塩田川水位は4.9メートル

です。災害対策本部設置の10分後には塩田川水位は5.9メートルになっております。そして

17分後、避難準備情報が布手、原町、下野辺田、塩田地区に発令されております。ただ、こ

のときはもう布手の方は自主避難をなさっております。そして７分後には塩田川水位が６メ

ートルになっております。4.9メートルの後に対策本部が設置されております。そして避難

情報発令後７分で６メートルに達しております。このときは、この後に雨が降らなかったか

ら、14時15分に解除されております。ただ、前の議会でも申しましたとおり、満潮が11時２

分でした。これが９時だと、あと１メートル、７メートルになるんです。７メートルになる

と越流をするんです。土手を越えるんです。そういうのをわかっていらっしゃるから、布手

の方は早く自主避難をされております。ということは、４時42分に大雨洪水警報発令があっ

て、４時間後に対策本部ができているということです。私にとっては、土砂災害警戒情報が

発令する前後にもう対策本部はつくっておかなければならなかったんじゃないかと、そうい

うふうに思いますけど、市長の見解はどのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回の案件につきましては、私どもとしてはもちろん警報等もありましたけれども、それ

以前からのいわゆる気象庁のお知らせ等を十分把握して動いてきたところでございまして、

そういう点では早目早目に対応してきたなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 これ１時間後ですけど、そのときが6.2メートルぐらいになっているんです、その五町田

橋のところですね。これはもう１時間後ぐらいに撮った写真です。（写真を示す）この6.2

メートルまで達しています。これが満潮だったら７メートル、あと１メートルは、この前言

いましたように、７メートルになるんです。ですから、常襲地ですので、満潮をすぐ調べま

した。11時２分でしたから、２時間差があるなということで、今回はほっとしたところです。

6.2メートルそこになって、そのときに、5.9メートルでこの避難準備情報が発令されており

ます。だから、もっと早くにこの避難情報というのを住民の方に知らせるべきじゃないかと、

そういうふうに私は思っております。 

 次が、今回の７月３日の大雨で土砂災害のほうの状況をお聞きしたんですけど、この前ち

ょっと資料をいただきたいと申しましたけど、まだ届いていませんので、７月３日の土砂災
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害の状況をちょっとお知らせしていただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ７月３日の豪雨の被害につきましては、住宅に関するもので床下浸水が２件、民家裏の土

砂災害が10件などで、幸いにも生命にかかわる被害はありませんでした。また、市道への崩

壊、土砂等の除去につきましては二十数カ所ございました。また、土木災害の状況につきま

しては、公共土木災害復旧事業の道路災害として２件の申請を行っております。また、急傾

斜地崩壊防止事業で１件の申請を予定しているところでございます。農業関係では、農地が

49件、農業用施設が19件、林道災害３件の災害被害があったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 この日の豪雨が７時に嬉野市が55.5ミリです。８時が38.5ミリです。ということで、土砂

災害になる可能性があるというのは、嬉野市のマニュアルからいたしますと、総雨量が500

ミリを超えたり、時間雨量が70ミリを超えると可能性があるというふうに嬉野市の土砂災害

マニュアルには書いてあります。 

 それで、先ほど市長が土砂災害区域の系列を言っていただいたんですけど、この土砂災害

に遭った地域は、土砂災害警戒区域というふうに区域の中に入っていたんでしょうか。それ

をちょっとお聞きいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員お尋ねの土砂崩壊防止の地域に入っていたかというお尋ねでございますけれども、

入っていた箇所もございます。ただ、入っていない箇所もあったというような状況でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 嬉野市で土砂災害区域に入っているのがゼロ地域だったんですけど、土砂災害警戒区域に
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入っているのはゼロ地域でした。ちょっと私が調べたところはですね。 

 ただ、嬉野市の土石流危険渓流、これの１から３まであるんですけど、これが280カ所、

そして急傾斜地崩壊危険箇所が１から３まであるんですけど、504カ所、地すべり危険箇所

が25カ所、合計1,089カ所です。先ほど市長から答弁をいただいたんですけど、これは1,089

の中に入らない地域もあると思うんですよね。入っている地域ばかりじゃないと思います。

これらの1,089、あるいはプラスアルファのこの箇所の管理、対策はどのようになさってい

るか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 管理につきましては地区によってずっと違うと思いますけれども、まずは、一般的には毎

年地域の方々から土砂災害等の恐れがある地区を上げていただいて、いわゆるパトロールと

いう形で、実際、現地調査もいたしますし、また、専門家等も入って検討もいたしておりま

す。そしてまた、それぞれ県、それから市町、やはり受け持ちの責任地域が違うわけでござ

いますので、そういう点で、地域の方々と協議をしながら、いわゆる管理に努めているとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 確かにパトロールでおいでいただくという地域の方たちがありました、崩壊地域のですね。 

 ただ、1,089カ所プラスアルファあるんです。今後は崩壊したからこれを直しましょうと

いう火災の防災じゃなくて、事前に崩壊する箇所、あるいは崩壊する箇所のボーリングをし

て、スクリーニングという方法が今、九州地方の南部では、災害の常襲地ではとられており

ます。大学と提携してですね。そういう方法でとらないと、よく新聞にニュースにあります

けど、過去にも経験したことのない雨であったとか、中山間地で高齢者が住む地域で災害が

あったとか、それから、同時に短期的に広範囲で起こった災害であったとか、ハードは十分

だったけど、想定を超える災害であった。そして、これが今、全国で各市長、あるいは県知

事が言っておりますけど、繰り返されてきた教訓が生かされなかったと、こういうことが言

われて災害が多くなっております。 

 さらに、この災害地域はちゃんと把握してあるんですけど、それをボーリングして、地質

の判断をして、そしてデータベース化して、そしてスクリーニングをするという方法が今と

られております。幸い嬉野市は55ミリしか降らないでこの災害になっております。というの
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は、この日は長崎にたくさん降っております。長崎のデータを見ますと、長崎が０時から８

時まで300ミリ近く降っております。ということは、県境の大野原にたくさん降っていると

いうことで、20分で１メートルの水位の上昇というのがあったし、恐らく山間地域もどしゃ

降りがしたと思います。こういうことで、さらにもう一回ステップアップをして、土砂災害

のために事前崩壊地のスクリーニングというのを考えて、今後の土砂災害というのに課題を

持っていかれてはどうかと思いますけど、市長の見解をお伺いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私たちもあのときの状況については把握をいたしておりまして、いわゆる東彼杵町が非常

に厳しいという状況でございましたので、当然嬉野のほうも雨量が多いということは承知を

いたしておりました。そういう中で、幸いにして被害がなかったということでございますけ

れども、厳しい状況だったなというふうに思っております。 

 議員御発言のような防災対策につきましては、私どもも県と協議をしながら取り組んでお

るところでございまして、特に危険箇所等につきましては砂防ダムの設置ということで、今、

市内でも３カ所、４カ所行っていただいて、また計画も入れていただいておるところでござ

いますので、そういうことを着実に進めていくことによって、災害に強い嬉野市をつくって

いきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 補足になりますけれども、今現在、佐賀県さんにおきまして土砂災害警戒区域の指定とい

うことで、昨年から地元等に説明会を開催させていただきまして、今現在、嬉野地区で６地

区の告示まで済ませているところでございます。その地区の中には土砂災害警戒区域並びに

特別警戒区域というふうに２カ所の指定区域がございまして、特別区域になったら、開発行

為の制限とか、建物等の開発行為の制限とか、そういったものまでかかってくるというよう

な区域指定となっております。 

 それともう１つでございますけれども、先ほど議員55ミリという御発言がございましたけ

れども、新聞報道では確かに55ミリの報道がなされたと思っております。ただ、岩屋川内観

測所におきましては74ミリ、平重においては90ミリの雨量を観測いたしておりますので、あ

わせて御報告いたします。 

 以上です。 
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○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 私の入手した資料が22年度でしたので、そのときは土砂災害特別区域、あるいは土砂災害

区域というのが嬉野市はゼロでした。それで、ちょっともう少しこの区域に入れていただき

たいなというのがありましたので。 

 そして、長崎気象台のデータをいただいたんですけど、大瀬戸も降っているんですけど、

長浦岳という、御存じでしょうか、湾岸のほうです。とにかく２日で294ミリ降っておりま

す。だから、この地域も１時間ごとのレーダーも載っておりました。０時、１時、２時、３

時、４時、５時ですね、そして一番降っているのが７時、８時で、ここら辺がもう長崎と佐

賀、嬉野はほぼ同じような状態です。だから、観測の地点によって降っていると思います。

だから、県境にはすごく降っていると思います。それが降っていて、そして９時を境にこの

前線がずっと下がって、もう11時ぐらいにはこの前線はほとんどこういうふうになくなって

おります。このおかげで6.2メートルぐらいで済んだと思います。これが11時まで続いたら、

満潮が11時になりますので、災害がひどかったと思いますし、越流というような土手の崩壊

にもつながるようなことになったと思いますので、大雨というのにはすごく注意していただ

きたいと思います。 

 特別区域というのに指定されてあるということで、今後は、６カ所指定をいただいており

ますので、特に注意をしていただいて、しかも、住民の皆さんと情報を共有するというよう

な、そういう住民サイドの災害対策というのをしていただきたいと思います。 

 それで、市長からも答弁をいただきたいと思いますけど、先ほどの建設・新幹線課の方と、

この特別区域に指定されたということでどのような見解をお持ちか、市長の答弁をお願いし

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 指定等につきましては、今回の広島の問題でもいろいろありましたように、個人的な財産

のいろんな問題も出てくると思いますけれども、まずはやはり命を守ってこそのものだとい

うふうに思っておりますので、市民の方々に理解をいただくように広報等も進めてまいりた

いと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 
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○11番（芦塚典子君） 

 次に、馬場下圃場、下野辺田地区の、そのときの圃場が河川化してアズが大量に堆積して

おります。農作物の被害はなかったでしょうか。ちょっとお聞きいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 馬場下区の状況についてということでございまして、全体的な状況の中でございますので、

大雨のときの水田へのいわゆる浸水ということについては否めないところでございます。 

 また、今回の被害ということでございますけど、具体的には被害が出たという報告は聞い

ておりません。 

 そういう中で、やはり今回の場合は24時間以内に水が引いたということと、また、大豆に

つきましては播種前だったというのが幸いしたんではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 私も今回の圃場にはちょっと驚いております。これが圃場の、先のほうに山が見えるとこ

ろが布手地区です。手前が、ここにあると思います。アズ、そしてちょっと低くなっている

ところが花立水路です。真ん中に波みたいなのがありますよね。これがただ、普通は冠水し

ているだけです。このときは津波のようにここにアズが押し寄せております。私が回ったの

が７月３日の10時半ぐらいです。アズが堆積して津波のように押し寄せているんです、この

津波のようにですね。こういうのは私も初めて見ました。写真を撮りましたけど。だから、

全然苗が見えないので、流れたかなと思いました。引いたら苗がちゃんとありました。幸い

これは田植えの１週間ぐらい後だったと思います。ちゃんと苗がついていたので、それで苗

の被害はなかったと。これで苗の流失があったら、また被害が甚大になっていたと思います。

ただ、アズのところは、やっぱり田植えの後だったから、アズが１メートルぐらい堆積して

いたということでした。だから、今後はこれに対して検証をしていただきたいと思います。

というのは、これから考えられることは、塩田川の近くの水路が十分に排水されていなかっ

たということですね。それと、花立水路は機能をしていたということです。それともう１つ

は、この原因というのはもう１つあるんですけど、市長はもう１つの原因は何だと、これで。

普通は、ここは冠水するだけです。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私が知り得た情報の中で整理しますと、合併しましてから、議会にお願いして花立水路の

拡張工事をさせていただいて、いわゆる排水機場が今回初めて100％近く稼働したというこ

とで、引きが早かったということで助かったんじゃないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 農林課長。 

○農林課長（納富作男君） 

 すみません。補足いたします。 

 １つの例といたしましては、市長が申された花立水路の排水機場が80％ぐらい今まで機能

していましたけど、100％いきませんけど、かなりの近い形の機能を発揮してくれたと思っ

ています。 

 アズに対しましては、これも先ほど答弁にありましたように、大豆関係が播種前で被害が

ありませんでしたけど、そのかわり麦の後にわらが残っています。これが耕起されますと中

に打ち込みますのでいいんですけど、大豆播種前で、農家の方はそういうときに一緒にしよ

うと思っておりましたので、水田作付のところと、あと転作の地域、大豆の地域につきまし

てはまだ残っていた関係で、アズがその分浮いてきたんだと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 塩田の馬場下排水機場のところは、これがちゃんとベルトコンベヤーでとられますので、

恐らくトラックいっぱいのアズがたまっていました。ちょっと写真を撮っていなかったです

けど。そういうことで、私も冠水しているのは見たことあるんですけど、今回、アズがこの

ようにたまっているのは初めてでしたので、アズ対策というようなこともちょっと考えたほ

うがいいかなとか。 

 次の質問に移らせていただきます。水が引かない箇所があるということで、ちょっと次の

次の質問をさせていただきます。 

 それで、次は河川の危険箇所はなかったかということをお聞きいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 普通河川等につきましては、今のところ危険箇所があったという報告は受けておりません。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 ずっとこの前からも私も何度も尋ねております。この危険箇所はなかったかというのをで

すね。外形的には危険箇所はないんですけど、私たちの常襲地の者は６月、７月、８月は枕

を高くして寝られません。というのは、何度も堤防の決壊があって、本当に命からがらで逃

げたというような人がたくさんいらっしゃいます。それで、私たちもこのときにすぐ見に行

ったら、───〔発 言 取 り 消 し〕───やっぱり今のところの河川改修のちょっ

と上が100メートルぐらいがそのままなんです。「あれが一番危なかもんね」と、いつも

「あれがあるから枕を高くして寝られん」と、そういうふうな話をしながらちょっと帰った

ことでした。 

 というのは、１つは、20分で１メートル水位が上がっているんです。20分で１メートル上

がるということは、あと１時間降ったらもう越流をしているんです。越流をしたら堤防がや

っぱり弱くなります。私が、ちょっと危なかったと思うんですけど、大雨のときに堤防の上

を走ったことがあります。堤防が揺れていました。中学校の裏の堤防です。あの大きな堤防

が揺れていました。だから、今、河川が、馬場下農集排の先のところまで改修してあるんで

すけど、その上が狭まって以前のままの堤防なんです。だから、─〔発言取消〕─も「あそこが危

なかね」って、「次、切れるときはあそこばい」というようなことを言いながら話してきま

した。だから、もう一回、20分で１メートルというとは流水がすごく速くなるということと、

急激に水量が多くなるということで、堤防の決壊箇所、あるいは越流の危険があると思いま

すので、もう一度鹿島土木事務所とやっぱりそういう点をしっかり検証していただきたいと

思います。 

 20分で１メートルというのも私も驚きましたけど、このときに一番私が考えたのは、やは

り大野原平原に豪雨があったというのと嬉野地区の土砂災害が多かった、それから、ダムの

放流があったのではないかというふうに感じましたので、そのときにダムの放流があったか

どうか、お聞きいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほどの話でございますけれども、合併してすぐ防災パトロールをさせていただいて、唐

泉橋から布手の間につきましては、危ないところについては補強工事をしていただきました
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ので、課題としては解決できているかなと思いますけれども、まだ危ないところがありまし

たら、またすぐ鹿島土木事務所のほうには連絡をして、もう一回点検をしていただきたいと

いうふうに思っております。 

 また、ダムの放水等につきましては、先ほどの議員にお答えしたとおりでございますけれ

ども、いわゆる通常放水というのはあるわけでございますので、それは恐らく継続して行わ

れたというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 一番気になるのが20分で１メートルです。というのが、やっぱりこういうのは珍しかった

ので、ポンプ場に来ている係の方もびっくりされておりました。こがん短かかとに、物すご

う堤防が太うなったばいということでですね。それで、恐らくダムの放流じゃないかなと思

いますので、40トン以下は警報が鳴らないということで、恐らく40トン以下の放流だったと

思いますけど、ダムの放流について、前回も申しましたように、下流の水位が30センチから

50センチが限度、それ以上は流してならないというような決まりみたいなのがあります。今

回は１メートル水位がアップしております。やっぱり上流に雨が降ったという、そういう条

件もありますけど、それも鑑みてダムの放流はされると思います。だから、今回、１メート

ルの水位アップというのは、ダム管理事務所にそういうのは申し入れが必要じゃないかと思

いますけど、市長はどのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、通常放水はダムの場合は常にあるわけでございますので、

恐らく行われただろうというふうに思っております。 

 しかし、それ以上の放水についてはちょっと私も承知しておりません。また、ダムの放水

のほかにも、いわゆる周辺でもっと降っているわけでございますので、そこらが集中したん

ではないかなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 補足になりますけれども、ちょっと説明をさせていただきます。 
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 先ほど議員お尋ねのダムの放水でございますけれども、基本的にはダムというものは入っ

てきた量と同じものを出すというのが基本でございます。ただ、あくまでもダムのほうにも、

この高さまではそういったことで入ってきた量と出す量を一緒ということでなっております

けれども、そのある一定の高さを超えた場合には、横竹ダムで最大35ミリ、岩屋川内ダムに

つきましては40ミリの放水を行うと。ただ、入ってくる量がその分を超えても、それを最大

で放流するというようなことになっております。 

 それともう１つ、ダム事務所のほうに確認はいたしましたけれども、基本的には下流域と

の連携はとっていないという回答でございました。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 ああ、トンですね。ごめんなさい。横竹ダムが最大１秒間35トンですね、岩屋川内ダムが

40トンの放水でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 双方のダムが放水をしたということですかね。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 先ほど申しましたように、入ってきた量と出す量を一緒ということでございますので、基

本的には今回の雨につきましては、あれだけの雨が降っておりますので、双方放流をされた

というふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 前回から危惧しておりますように、満潮時じゃなかったからよかったと思います。満潮時

だったら７メートル超えていたと思います。ただ、本当に２時間満潮がおくれておりました

ので、ちょっとほっとしたところだった。 

 それと、もう10時には４ミリになりましたので、今回は災害は免れましたけど、必ず７メ

ートル以上とかあり得る、想定できる災害ですので、そういう災害を想定した対策をしてい

ただきたいと思います。 

 そのときに市役所下の駐車場が浸水しましたけど、これです。浸水して、私が撮ったのは

11時半ぐらい。これ１メートルぐらい、商工会のもっと上まで来ていましたので、多分私の

背ぐらいは浸水していると思います。常襲なんですよね。ここは遊水池でしたので、そうい
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うことで市役所をつくってありますけど。 

 ただ、常襲だからということでほっとけないと思います。この駐車場の浸水に対しては対

策はとられておりますでしょうか。お願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 対策ということにつきましては、まずは避難をするということでございますので、いつも

大雨が降りそうだというときには、公用車等については全て上のほうに上げさせていただい

て対応するということでございます。私どもの駐車場から流れ出たもの等について、市民の

方に迷惑をかけないということも原則でございますので、そこらについては徹底して行って

おるところでございます。そういう点で、今回も非常に浸水がありましたけれども、やはり

これ以上なりますと防災拠点としての課題が出てくるというふうに思っておりますので、こ

れはもう将来的な大きな課題だというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 本当に市役所の地下がたびたび浸水するというのは、今後考えていかなければならないと

思います。 

 それと、上町交差点もちょっと冠水して一時交通整理が行われております。これと市役所

下の浸水は関連があります。これは花立水路と浦田川水系の関係がありますけど、馬場下排

水機場のポンプ場は今100％稼働しているとおっしゃいましたけど、八幡川の合流地点にあ

るポンプ場ですね、浦田川排水機のポンプは機能したかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私どもが入手しておりますものについては、稼働をさせたというふうに聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 市役所の下の冠水は、さっき言いましたように、花立水路からの水路があります。そして



- 128 - 

排水路が八幡川合流地点、みなと広場のほうに排水をされて、浦田川ポンプ場で排水して、

そして八幡川に流されます。八幡川が満潮のときは流しても同じです。ここもつかります。

しかし、あのときは２時間差がありましたので、八幡川は満水しておりません。ポンプは機

能したかということをお聞きしましたけど、機能をしているならですね。まず、ここら辺が

花佳さんです。こっちが花立水路は引いています。こっちは浦田川に流れる水域です。こっ

ちは、私が時間遅くに撮ったので、こっちはもう冠水をしております。そして木場のポンプ

場じゃないです。これは下町の橋のところがもうぎりぎりですね。橋寸前になっております。

これは、こっちの辺に浦田川排水機場があります。そして、そのときが、浦田川の排水機場

で、ここに排水機があります。このときはすごく冠水しているんですけど、このアズをとっ

ていただいているんです。人力です。人力でアズをとっていらっしゃるので、これが引かな

くて冠水しております。ここが冠水すれば、引かないから、ここの地下に水がたまるという

ことです。花立水路は今はちゃんと水が100％流れております。だから引くんです。このポ

ンプが稼働しなかったから、ここが浸水したというふうに水系を考えますと考えられます。

このポンプの稼働は、どのように管理はなさっているかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今の議員お尋ねの浦田川のポンプの管理ということでございますけれども、ポンプの管理

自体は土木事務所さんのほうから個人の方へ委託をなされております。それで、個人の方に

確認はいたしましたけれども、確実にポンプのほうは稼働させたという報告を受けておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 恐らく１時間後には稼働していると思います。この２時間の問題なんです。７時から８時

まで雨が55ミリ、38ミリ降っておりますので、そしたら、こういうふうにして人力でアズを

ここはとられています。そこはベルトコンベヤーでちゃんととるようになっております。こ

の差は、県の施設だということなんですけど、ここにアズをとるようなやはり装置が必要だ

と思います。そしたら、ここはちゃんと引きますので、地下駐車場が冠水することがありま

せん。ただ、満潮のときはそれは言えないですけど、この場合は満潮じゃありませんでした

ので、やはりこのポンプのおかげで地下駐車場が冠水したというのが考えられますので、県、

あるいは土木事務所に対して、この装置をもっと機能しやすい、稼働するような装置にしな
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ければ、ここがしょっちゅう冠水します。そういうことで、市長、そういう水路系の水路の

流入になっておりますけど、ここのアズ対策というのですね、それが必要だと思いますけど、

市長はどのように、答弁をお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も当日、ここにおりましたけれども、引き方は早かったというふうに思っております。 

 ただ、議員御指摘のような方法でここに冠水がしないということになると、これはもうす

ばらしいことでございますので、早速県のほうに言って対策をとるようにお願いしてみたい

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 そういうことで、塩田川水系はいろいろ浦田川、八幡川、たくさんの水系、それから、有

明海の満潮時に重なった災害があって、また塩田に雨が降らなくて、大野原に降って塩田が

洪水になる、あるいは堤防が切れるというのをもう昔からたびたび経験しております。次に

はもうこのような想定はしなかったとか、経験が生かされなかったというような、そういう

防災対策ではなくて、緻密な検証を行って対策をしていただきたいと思います。 

 それでは、次の教育長にお尋ねをいたします。 

 子どもたちの「生きる力を育む」教育についてお伺いいたします。 

 昨今の複雑な教育環境の中で、子どもたちの生きる力を育むさまざまな取り組みが行われ

ておりますが、文科省は2002年に学校教育における金融教育の促進を要請して、2005年に金

融教育元年として、社会の中で生きる力を育む授業として金融プログラムを発行しておりま

す。当嬉野市の教育委員会の取り組みはどのような状況でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをしたいと思います。 

 金融教育についてということでございますので、本市の状況ということでございますが、

まず、今、年代のことを言われましたので、今現在は金融というふうに言い方をしています

が、その前身は金銭教育というふうに呼んでおります。これは日本銀行に事務局がございま

す金融広報中央委員会というのがありまして、そこで金銭教育が取り組みを推進されており
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ます。昭和48年、1973年でございますけれども、小学校12校でスタートをして以来、幼稚園

から高等学校まで、累計で1,800校ぐらいを超える学校が金銭教育の実践を委嘱して取り組

みをしているところでございます。 

 この金銭教育は、物やお金を大切にすることを学び、お金や労働の価値を知り、感謝と自

立の心を育てることにより、人間形成の土台をつくることを目指して幅広い教育とされてお

ります。子どもたちに早いうちからお金のつき合い方を身につけさせ、道徳的教育部分を入

れ込んだというのが強調されてきたところでございます。したがって、過去はお年玉をお正

月あたりもらったら、その小遣い帳をつけようとか、通帳をつけようとか、そういったこと

で取り組みをしてきていたところでございます。 

 しかし、昨今の金融経済環境の大きな変化に伴いまして、お金を使う、ためる、あるいは

借りるという場合に、さまざまなリスクや、あるいはトラブルが私たちの身の回りに発生す

るようになってまいりました。このような時代を背景にして、これまでの道徳的な教育だけ

ではなくて、幅広い金融知識の普及が大切だとされ、先ほど2005年とおっしゃいましたけれ

ども、2007年ではなかったかと思います。平成19年８月、金融教育が提言されたところでご

ざいます。 

 したがいまして、金融教育の内容については、生活設計、金銭管理に関する分野、経済や

金融の仕組みに関する分野、消費生活、金融トラブルの防止に関する分野、それから、フリ

ーターとかニートというのがありますが、出てきておりますけれども、勤労意欲の問題にか

かわる、いわゆるキャリア教育といいましょうか、そういう分野となっておりまして、これ

らについては社会科とか家庭科で全学校で取り組みをしているところでございます。 

 特に本市では平成24年から25年の２カ年間、塩田中学校が佐賀県金融・金銭教育協議会の

指定を受けまして取り組みをいたしておりまして、いわゆる金融・金銭教育の研究指定校と

いうことで指定を受けて、本年ですが、平成26年２月４日、佐賀県金融・金銭教育の協議会

で成果を発表しております。そのときの報告書、発表がこの冊子でございますけれども、こ

ういった形で嬉野市内では取り組みを推進しているところでございます。 

 以上、お答えにしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 ありがとうございます。 

 金融教育を今、塩田中学校では取り組んでいるということなんですけど、金融教育という

のは、狭義的には個人の金銭感覚とか金融システムを学ぶと、新しい知識や理解を示すとい

う教育なんですけど、広義的にはお金とか金融のさまざまな働きを理解して、それを通じて

自分の暮らしや社会について深く考えて、自分の生き方とか価値観とかを磨きながら、より
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豊かな生活、あるいはよりよい社会づくりに向けて自主的な行動をできるような態度を養う

教育ということで、すごく広義な教育内容だと思います。 

 ５年ぐらい前、私が金融教育のことをある校長先生に話したら、ちょっと青筋を立てて怒

られました。それが小学校の先生だったのでですね。小学校で金融教育というのをするとい

うのは、もうちょっと考えられないと言って怒られたことがあるんですけど、教育長に提言

をいたしたいのは、小学校低学年からのカリキュラムで金融教育を施策として低学年でして

いただきたいというのが私の今の提案の理由です。というのは、金融教育は一人一人の生き

る力というのを学ぶというのに本当にですね、それと今、社会では子どもたちがニートとか、

やっぱり成年になったら金融関係のトラブルに巻き込まれるというような、そういう状況が

ありますし、自分が社会で生きていくには信用が一番大事だというような道徳的な価値観、

そういうものを形成していく上ですごく金融教育というのが大切になると思います。そうい

うものから、道徳的な価値観から、さっき教育長がおっしゃったように、職業観、あるいは

勤労観というものが学ばれて、社会での金融トラブルとか金融犯罪に巻き込まれないような

自分の生き方を形成していくというようなことになると思います。 

 ということで、小学校の初等教育で金融システム、金融教育の時間をつくっていただけな

いかというのが私の提案ですけど。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 お答えをいたしたいと思いますが、一応塩田中の部分を若干紹介させていただきますと、

先ほどトラブルの話もありましたけれども、実は塩田中学校では、私どもがつくっている

「「生きる力」の教科書」の中に金融にかかわる部分は上げているわけです。例えば個人情

報でありますとか、インターネット名義貸し、それから、携帯電話のトラブル、クレジット

カード、こういったものを大体８テーマぐらい取り上げて、いわゆる自分を守るというふう

な視点で、これに特化してといいましょうか、嬉野でつくりました「「生きる力」の教科

書」に特化して金融教育について研究して発表していただいております。 

 先ほど小学校の低学年からということでございましたけれども、いわゆるこの金融教育プ

ログラムの中身を見ますと、小学校の社会科の中学年あたりを見ますと、いわゆる生産活動

を調査し、物やお金がどう動いているかを理解するという項目がございますので、いわゆる

先ほど申し上げましたような形で教科の中でも取り扱いをしていますし、家庭科あたりでい

きますと、小学校高学年では計画を立てて質のよい買い物をするとか、商品のものを買うと

か、そういったことあたりについても取り組みをしているところでございますので、嬉野市

内では教育全般の中でも取り組みをするとともに、いわゆる教科においても取り組みを推進

している現状でございます。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 いろんな取り組みをなされているということで、中学校のほうはちょっと安心しましたけ

ど、赤松小学校だったと思います。自分たちで金融機関からお金を借りて販売までするとい

うようなことを、これは佐賀大学と提携してキャリア教育をなさっています。そういうこと

で、金融の知識、お金の知識を学ぶということで、小学校からの教育のキットとして、これ

は金融広報中央委員会がネットで配信しております「くらしに役立つ身近なお金の知恵・知

識の「港：Ｐｏｒｔｏ」」ということで、ネットで見たことがありますけど、「知るぽる

と」ということで、キッズからヤング、ファミリー、シニアというような金融教育のキット

があります。小学校の子どもたちを見たときは、何か「ＵＦＯにつかまった子供たち」とか、

「ホシガリ姫の冒険」とか、「100万円あったら、どうする？」とか、こういうＤＶＤが送

られるそうです。そういうことで、子どもたちにすごく時間がかかることじゃありませんし、

年に１回、２回でもこういうＤＶＤを見ていただいて、金融知識、あるいはこれが後年に生

きる力になるんじゃないかなと思いますので、そういうふうに特別の教科じゃなくて、こう

いうネットを利用したカリキュラムを小学校のときに加えていただけないかと思いますけど、

そういう意味で、小学校からというのを教育長に提案したところです。どうでしょうか、こ

のＤＶＤを。 

○議長（田口好秋君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 議員がおっしゃる趣旨は十分理解するわけでございますけれども、例えば、指定校になり

ました塩田中学校では金融・金銭教育講演会というのを実施いたしております。そして、そ

の講演を聞いた後に、お金にかかわる標語ということで標語募集までしております。そして

優秀な標語については、こういう形で、一番最後につけておりますけれども、表彰もいたし

ております。そういった形で、これまでにない取り組みあたりを県下にも紹介しております

ので、これからその実績あたりを踏まえながら、そういったものを参考にさせていただこう

というふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 前進的な取り組みをなさっているということでぜひお願いしたいんですけど、今後も政府
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はですね、アメリカのほうは大統領諮問機関が議会に提言をなさっているというところで、

イギリスではもうこの金融教育が義務教育課程のカリキュラムに義務化されているところで、

イギリスのをちょっと見ましたけど、やっぱり小学校からこういう金銭感覚、あるいは自分

の将来に対する生き方とか学ぶのはいいと思いました。 

 ──────────────────────────────────────────

──────────────〔発 言 取 り 消 し〕───────────────

───────────────────────────────────────────

───────────────────やっぱりちょっとしたことで、一つの原因じゃない

かと思いますけど、こういう一つのカリキュラムの学校時代に教わったというのは、将来、

人格を形成する上では役立つと思いますので、小学校からの推進をぜひお願いいたしたいと

思います。 

 それでは、次に市民課の窓口形態についてお伺いいたします。 

 市民が１カ所、または１回で各種の行政サービスを受けたり、手続を終えることができる

ようなワンストップサービス、これワンストップ化された行政サービスが必要でないかと思

いますけど、市長にお伺いします。どのようにお考えでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる市民の皆様が市役所に来られたときにつきましては、できるだけ１つの窓口でと

いうことで、まず、窓口の対応について不満を持たれないように努力しておるところでござ

いまして、また、できる限りそこで処理ができるように今指導をしております。例えば、戸

籍の移動とか、また、いわゆる住所の変更に付随する児童手当等につきましてはもう１カ所

でできるようにということで、以前は違うところに持っていっていただいておったわけでご

ざいますが、そういうことでやっておりますので、御提案についてはできるだけ取り組むよ

うに今も努力をしておりますので、引き続き進めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 この問題を提案したのは、７月の議員と語ろう会での意見がありましたので、ちょっとお

伺いしたいと思って提案しました。 

 というのは、「市役所に行ったら挨拶ばせんもんね」て、「何でやろうか」というような、

「感じの悪かばい」と言われました。それ、どこかの意見でした。すみません。それで、市
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長はどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 日ごろ職員の皆さん方にお話をする機会等があれば、必ずそのお話はしております。まず

は笑顔で応対するということですね。それから、スピーディーな仕事をするということです。

それから、責任持って１つの仕事をやり遂げるということを職員に常に話をしているところ

でございます。いろんな御意見はあられると思いますけど、できるだけ改善するように努力

をしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 市役所に来られる方たちが皆上機嫌で来られるというわけじゃないから、虫の居どころが

悪かったかもしれませんが、ただ、やっぱり以前からこういうことは結構お聞きしています。

私もなるべく知っている方は挨拶するんですけど、知らない方は素通りすることがあります。

そういうことで、そういうふうに思われたんじゃないかと思うんです。 

 それで、７月に視察に行った大野城市なんですけど、ホールですぐに「御用件何でしょう

か」と声をかけていただきました。やっぱり素通りされるより笑顔で声をかけていただきま

した。「いいですね」と言ったら、民間に委託されている案内係の方だったそうです。だか

ら、本当に皆さん声をかけていただいて、何かイメージが結構よかったんです。だから、素

通りされているというよりも、やっぱり「御用件何でしょうか」とか、「こんにちは」とか

言っていただければ、市役所に対するイメージが違うと思いますので、厳しい財政ですので、

案内係を民間委託というのは大変かもしれませんけど、考えていただきたいと思います。 

 それともう１つは、窓口対応で市役所における顧客満足度調査を毎年実施しているという

ことでした。やっぱりさまざまな意見があり、さまざまな捉え方があると思いますので、顧

客満足度調査というのを実施されたらどうかなと思いますけど、市長はいかがでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 １つは、先ほど申し上げましたように、笑顔でもって応対するようにという指導をしてお

りますし、また、仕事をスピードアップということでございますので、これからまたチェッ
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クシート等もつくりまして、そこらについては確実に行えるように指導をしていきたいとい

うふうに思っております。 

 また、御意見の満足度調査等につきましても、一応方法等を研究して、行う方向で検討し

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 もう１つ、市役所に行ってちょっと考えましたので、この問題を提言させていただきまし

た。市民課に行ったときなんですけど、これは私ごとで、市民課に行って、「これをお願い

します」と言ったら、「これはここでできませんので、鹿島市役所に行ってください」とい

うことでした。「ああ、そうですか」と言って、鹿島市役所に行って、「いや、できます

よ」と言って、帰ってくれば１時間かかりますよね。そのとき、「いや、ここでできるはず

です」て言ったんです。そしたら、できました。私、できるということを知らなかったら鹿

島市役所に行っていたと思います。そういうことがありました。 

 それともう１つ、「市役所に４回行かんばいかんやった」と言われました。これほんの数

日前です。というのは、社会保険から国保に変わる手続、これを市役所に来たら４人の人の

対応があって、まず、会社から何かもらったでしょう。書類を持ってきてください。持って

いったら、また、何かを持ってきてください。とうとう４人目でやっとできましたというこ

とです。そしたら、最初にどうしてこれこれの書類が要るんですよということを言ってもら

えなかったのかと。４回足を運ばなきゃならなかったよ。社会保険から国保に変わる手続て

たくさんいらっしゃると思います。たまたま要る手続じゃなくてですね。そういうものの指

導はですね、だから、新入職員の方だったかなと思うけど、４人に対応して、４回行って、

４回目にできたということで、だから、そういう市役所の窓口職員の方の研修はどのように

なさっているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 それぞれの部課においては上司がおりますので、それぞれ指導をしておるところでござい

まして、４回もということでございますけれども、そこらの徹底ができていなかったのかな

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 
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 芦塚議員。 

○11番（芦塚典子君） 

 ワンストップサービスを以前視察に行ったところがあります。やっぱりそのときはどうい

うふうにされてあったかというと、入ったらすぐに銀行のような感じでした。やっぱり入り

口に向かって座っていらっしゃいます。そして、やっぱり５時過ぎたら毎日研修をなさると

いうことでした。それで、きれいな市役所でワンストップサービスを徹底されておりました

ので、いいなと思って視察を終えて帰ってきたところです。だから、もっと私たちは研修を

すれば本当に気づかないところがたくさんあると思いますので、新人研修とかいうのをです

ね。特に市民課の方は、市民の方に対応する機会がたくさんあると思いますので、笑顔１つ

で市民の心が和むなら、やはり研修というのが必要じゃないかと思います。 

 以上、私の質問をこれで終わらせていただきます。 

○議長（田口好秋君） 

 芦塚議員、ちょっと待ってください。座っていいです。 

 先ほど質問の中で河川の危険箇所だったと思いますが、─〔発言取消〕─というような、そうい

った発言、これは訂正をしていただきたい。 

 それともう１つ、先ほどの───────〔発 言 取 り 消 し〕───────そ

ういう問題は発言としてふさわしくないので、取り消しをお願いしたいと思います。芦塚議

員。 

○11番（芦塚典子君） 

 すみません。ついそのときに話して、危惧することが本当だったので、すみません。実名

じゃないですけど、そういうわかるような発言をしたのは訂正いたします。 

○議長（田口好秋君） 

 取り消しですね。 

○11番（芦塚典子君） 

 取り消しいたします。 

 ─〔発 言 取 り 消 し〕─が本当に残念だなと思ったので言いました。ふさわしくない

と思いますので、取り消しさせていただきます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（田口好秋君） 

 以上で芦塚典子議員の一般質問を終わります。 

 お諮りします。一般質問の途中でございますが、本日の会議時間は、議事進行の都合によ

り、あらかじめ２時間延長したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。したがって、本日の会議時間を２時間延長することに決定いたしま
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した。 

 それでは、一般質問の議事を続けます。 

 15番織田菊男議員の発言を許します。 

○15番（織田菊男君） 

 議席番号15番、織田菊男です。議長のお許しが出ましたので、一般質問を行います。 

 大分お疲れと思いますが、しばらくお願いいたします。 

 今回は、和泉式部公園と最近でき上がった社会文化会館及び補助金について質問します。 

 最初に、和泉式部公園について質問いたします。 

 和泉式部公園は、塩田町五町田の吉浦神社に隣接し、見晴らしのいい高台にあります。公

園は約30年前につくられております。公園には、春の桜の時期には家族やグループの花見、

小学生、中学生の遠足で多くの人が遊びにおいでになります。また、冬を除いた時期には多

くの家族が遊びにおいでになります。毎年毎年、来られる方はふえております。 

 おいでになったとき、私は何回か見に行ったことがありますが、この公園には遊具が少な

いんじゃないかと思います。昨年、１つ遊具ができましたが、十分でないように感じており

ます。公園がつくられたときには、24個の遊具がございました。今は７個です。非常に使用

できる遊具が少なく、年齢に応じたものが少ないと思います。市長、これについてどう思わ

れますか。 

 公園の管理については、樹木も含めて、この公園に対してどのようにされますか。つくら

れた当時は大きくきれいな公園でしたが、今では多くの大きい公園ができ、市の中心的な公

園としては何か物足りないような感じがします。 

 また、公園に行く道は３カ所ありますが、２カ所はバスも通りますが、１カ所は道路の整

備がされていないと思います。この件は昨年の一般質問でしましたが、整備されておりませ

ん。この道路はどのように考えておいでですか。ますますの利用向上を目指して、公園の整

備の充実を望みます。 

 この席での質問を終わります。残りは質問席で行います。 

○議長（田口好秋君） 

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 織田菊男議員のお尋ねについてお答えを申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、和泉式部公園についてということでございます。 

 まず、公園の利用状況はどうなっているのかということでございますけれども、先般、議

会のほうで予算をいただきまして、遊具が新しくなったところでございまして、おかげさま

でお子様連れの利用者等が増加しているというふうに思っておるところでございます。 

 ２点目の公園に行く道路は全て通れるのかということでございますけれども、議員御承知
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のように、南側から及び西側からの進入道路は傾斜がきつくて、特に南側は石ころや落ち葉

などがあって通りにくく、また、滑りやすくなっておるところでございます。そのようなこ

とで、一般の方には済昭園側から車で上っていただくか、北側からの階段で上っていただく

ようになっておるところでございます。 

 公園の管理についてでございますけれども、今現在、限られた人員の中でやりくりをして

いるということでございまして、行き届いていないところがあるというふうな御意見でござ

いますけれども、できるだけ現場を見て、早期に対応してまいりたいと思います。 

 次に、公園内の遊具についてということでございます。 

 現在、入れかえをいたしておりまして、いわゆるアスレチック系の遊具が減っております

けれども、新しい形の遊具を入れておりますので、内容としては十分であるというふうに思

っています。 

 また、管理については、今後、定期的に遊具の安全性の確認ができる専門業者への委託が

必要ではないかなというふうに思っているところでございます。 

 次に、樹木の状況についてもお尋ねでございますけれども、現在、植栽されている樹種、

また数量で十分ではないかと考えておるところでございます。また、和泉式部公園の地質が

樹木にとっては非常に厳しいという話も聞いております。おかげさまで、今、緑豊かに整備

ができていると思いますので、このままの状況で保存ができればというふうに思っておりま

す。 

 また、利用者がふえていると聞くが、施設の拡張等についてということでございますけれ

ども、現在、全て有効利用ができておりますので、特に拡張の予定は立てておらないという

ところでございます。 

 以上でお尋ねについてのお答えとさせていただきたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 すみません、ちょっと最近、言葉が悪くなって、出ないから、少しちょっとおかしいんで

すけど、初めてこういうのを持ってきましたけど、（写真を示す）ここが公園です。これが

周りですね。わかりますか。公園がここです。これは吉浦神社。そういう点を見られまして、

公園の景観はどのような考えをお持ちでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私も和泉式部公園にはたびたび行くわけでございますけど、やはり一番特徴的なのは、い
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わゆる広場があって、非常に眺望が開けているということでお客様がたくさん来ていただい

ているというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 公園の周りがほとんど緑なんですね、木が多くて。だから、そういう点で、少し色がつい

たのを植えたがいいんじゃないかというような感じがしているんですけどね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 この和泉式部公園の樹木については、議員御承知のように、ようやく育ってきたというと

ころでございまして、今、ようやく整備ができたかなというふうな状況でございますので、

非常に雰囲気的には、私としてはよく先輩の方々が手入れをしていただいたなというふうに

思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 簡単にいきます。 

 （写真を示す）ここが公園ですね。ここが竹林なんですよね。これが毎年毎年、根が張っ

て大きくなっているわけですよ。前に言ったときは、これは民地だからということで、それ

だけで済んだわけですね。だけど、根がどんどんふえているんですよ。これはどう考えてお

りますか。公園の中にも生えております。要するに竹林に対してどのような管理をする予定

ですか。しますか。入ってきております。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 民地の竹林が公園のほうに入ってきているということでございますので、これはひどくな

りますと、やっぱり所有者の方にお願いをして、伐採というか、そういうことはお願いしな

くてはならないと思います。 

 以上でございます。 
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○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 ３名の方はこちらの方です。１名が大阪の辺なんですね。だから、できるなら市のほうで

買収してもらって、公園の一部として利用できませんか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 利用方法をどうするかということだろうと思いますけれども、現状の和泉式部公園の利用

状況等を見ますと、こちらのほうはほとんど使っていないというふうに思いますので、目的

がどうなるのか、ちょっと厳しいんではないかなと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 利用していないと言うですけど、こういう形なんですよね。（写真を示す）ここに竹林が

あるから、利用できないんですよ。これが一番最初に目につくところなんですね。だから、

どうにかしてこれを公園の一部にしてもらいたいなという考えを持っております。一番メー

ンのところなんですよ。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 利用方法のことを今お話ししたところでございまして、いわゆる公園とは直接関係ない場

所だというふうに理解しておりますけれども。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 そしたら、質問を変えます。 

 昨年の質問で、嬉野市の中心的な公園だということで言われたと思っています。昨年、遊

具は確かにされました。あとは何をされたかなというふうな考えを持っているんですけど、

何かされましたか。 
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○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 和泉式部公園につきましては、議会等でもいろんな課題を指摘していただいたところでご

ざいまして、御指摘いただいた課題等につきましては、主に遊具の危険性とか老朽化とかい

うふうなことでございましたので、そういうところについては全て対応してきたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 下のほうの公園の広場のところに滑り台があるんですよね。その中の一つが滑った下のと

ころに水がたまるんですよ。土のところじゃなくて、滑ったところに。これは一応言いまし

たけど、修理ができたのか。 

 それから、完成時の引き渡しのときどういうふうな検査をされたかということをお尋ねし

ます。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員御指摘がありました滑り台につきましては、先日、私も確認をしておるところで

ございます。 

 今の状況といたしましては、施工いたしました業者のほうに子どもたちが滑っても危なく

ないような位置に水抜き穴を設置するようにということで指示はいたしております。 

 また、検査につきましては、現地におきまして安全に設置ができておるかというような検

査を行ったところでございます。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 今、水抜き穴をされたと。これを見に行きました。確かにしてあります。水はたまってお

りませんでした。だけど、全ての遊具の安全確認をもっとしてもらいたいと。どうもどこか

と言ったらいかんですけど、上のほうの広場、あの辺がちょっと抜けているかなというよう
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な見方をしているんですけど。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 管財のほうで非常勤嘱託員等が草払い等の業務を行っておりますので、その方々に常日ご

ろ、そういった作業をする折には遊具まで点検をしていただきたいと思いますし、今後は、

先ほど市長の答弁にもありましたけれども、専門業者を入れて、どれくらいのスパンになる

かわかりませんけれども、確認をしていく必要があるものと認識をしております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 広場が２カ所ございます。下のほうは確かに多くの人が利用しておりますけど、高台の広

場はほとんど利用していません。これは何か利用をされるような方法を考えたがいいんじゃ

ないかと思いますけど、そういう計画はございますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今のところ上のほうの広場を整備するという計画は持っておらないところでございまして、

以前もお話等をいただいておりますけれども、その前に、草スキーのところの整備を急ぐよ

うにというお話がございましたので、再整備をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 次は、木の剪定は適期にされておりますか。ちょっとずれたようなところがありますが、

どのような指導をされておりますか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 夏草の除草ですかね、そういったことは定期的に行っていると思いますけれども、剪定に

つきましては十分に行き届いていない現状があると思っております。申しわけございません

が、そういう現状でございます。 
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 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 木の剪定は業者さん、請け負われた方に適期にお願いしたいと。 

 それから、剪定された後、（写真を示す）要するにこちらが北のほうです。これがちょう

ど上るところで、ここにツツジがあります。ここに剪定くずがずっとあるんですよ。これは

もう二、三年前からです。これはどうにかできないですか。 

○議長（田口好秋君） 

 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 今後、また研究して、どこか近くに適当な場所があればと考えますけれども、ちょっと適

地を探してみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 木のことでですが、（写真を示す）東から公園に行く階段、見れますか。木だけでしょう。

これは下から見ても、見れないんですよ。これは桜の木なんです。ずっと大きくなって、ず

っ見れないようになっています。これは切って、違う木に植えかえたがいいんじゃないです

か。ちょっと最近は木が大きくなり過ぎだと思うんですよ。 

 それか、看板ですね。ここは階段がありますよというふうなことをしたほうがいいんじゃ

ないかと。また、公園の中にもう少しわかりやすいような看板を立ててもらったほうがいい

んじゃないかという感じもします。だから、看板がちょっと足らないと。そして、東から見

て、公園に行く階段が見づらいから、木を切って、植えかえたがいいんじゃないですかと思

いますけど、その点はどういうふうに思いますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 看板等の不足については、これは整備をする段階でしていきたいと思っております。 

 この桜の階段でございますけれども、ちょうど昨年だったと思いますけれども、昨年４月、

桜の時期でございますので、この手前の参道から登り段の桜並木については県内のテレビ局

のほうが一番美しい桜並木ということで取材に来られまして、私も大変喜んだところでござ
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いますので、切るというよりも、何か整備したほうがいいと思いますので、そこらについて

は職員と話をさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 今、市長が言われたきれいな桜並木というのは、これは吉浦神社の桜並木じゃないですか。

ここですか。（「はい」と呼ぶ者あり）公園に行く道ですか。今の答弁は何かおかしいとこ

ろがあるなと思って。桜並木でも、神社のほうやったらいいかもわかりません。普通、テレ

ビやら写真というのは、ほとんど神社のほうなんですよ、桜並木は。だから、これはちょっ

と違うと思いますけど、そういう点はちょっと一遍見てもらって、対策をどうか考えてもら

いたいと。これは私が行ったって、階段があるかなというのはわからないぐらいあります。

だから、そういう点で少し検討をされたがいいと思いますけど、これは。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 先ほどお答えしたとおりに、桜並木から参道という話をしたところでございまして、当然、

吉浦神社の下のところの桜並木から上も取材に来ていただきました。 

 先ほど言いましたように、ここらについては、伐採ということじゃなくて、整備はできる

と思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 泥が見えたところがあるんですよね。これも去年も言いましたけど、何か木か草を植える

べきだと考えていますけど、市長の言葉では非常に植えにくい場所だと。もうそうでないと

思いますけどね。もう植えることができると思いますけど、これが大体傾斜のところなんで

すよね。だから、そういう点で植えようと思って──梅の木は育っております。ほかのはち

ょっとないんですけど、梅の木だけはあります。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 私が承知している範囲で、いわゆる非常に岩が多くて、なかなか樹木を育てられるのに苦
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労をされたということがちょっと頭の中にあるもんですから、そういうようなことで、なか

なか育ちにくいという話を最初したところでございます。 

 しかし、今はおかげで大きくなっておりますので、随分苦労されたなというふうに思って

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 今度は、草スキー場は多くの人がほとんど利用しております、子どもが来た場合ですね。

これはもう少し整備をしてくれていいんじゃないかと思いますけど、これは拡張の計画はご

ざいますか。また、する予定はありますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 草スキー場につきましては、私も行くたびに子どもさん、特に小さい子どもさんたちが非

常に遊んでおられるところでございまして、整備をしてよかったなというふうに思っており

ます。今、整備しましてからちょうど４年ぐらいたつと思いますので、しばらく状況を見さ

せていただいて、対応していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 草スキー場の横に歩道があるんですよね、上ったりおりたりするところ。あそこがスポン

ジか何か張っているでしょう。あれが半分ぐらいとれているんですよ。あれは危険だと思い

ますので、一応見てもらって、対策を考えてもらいたいと。どうでしょうか。対策できます

か。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員のほうから御指摘がありました草スキー場横の階段でございますけれども、確か

にコンクリートの上にゴムチップを張ったような状況で、剥げているような状況というのは

認識をいたしております。今後、どういったものが一番ふさわしいのか考えて、検討してみ
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たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 私、地元関係ですから、ちょっとこれを言いますけど、吉浦神社と一緒になって祭り関係

のときに市のほうでも何かしてもらいたいと。そして、一つの考え方では、短歌ですね、そ

ういう点も考えてもらいたいなと。ほかにもあったら、またどうにかして、最近、公園は多

いんですけど、吉浦神社に行くと人間が少なくなっておりますので、その辺の御協力もお願

いしたいということを考えておりますが、何か一緒に行事をお願いいたします。祭りは４月

５日でございますので。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、和泉式部公園につきましては、和泉式部公園を全国に広げていきたいということで、

いわゆる短歌の全国の公募を行って、表彰式等をしておるところでございまして、おかげさ

まで毎年ふえてきておりまして、昨年か一昨年かは北海道の方が優勝されて、わざわざ来て

いただいたというふうなこともございます。 

 今までは年度末に表彰式をいたしておりましたので、その点では、議員の御発言の期日と

合えば行えるんじゃないかと思いますけど、ただ、市の行事と吉浦神社さんの行事は厳密に

区別をする必要がございますので、それは区別をしながらやっていければいいんではないか

なというふうに思います。 

 以上でございます。（「何かほかにないですか。ほかの……」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員、再質問で。織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 短歌会の表彰は一つの方法として言いましたけど、ほかに何か一緒にできるようなことは

ございませんか。今、考えておられなかったら、そのうち考えてください。 

 それから、公園内にイノシシがいるんですよね。これはどういうふうに対策を考えていま

すか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 今、市内の多くの箇所にイノシシが出ておるわけでございまして、今、議員の御発言もご

ざいましたので、早速、猟友会等にも連絡をとりまして、捕獲をお願いできたらというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 イノシシの件ですけど、一番ひどいところが高いほうの広場横の桜の木ですね、上をほと

んど掘り返しています。あれやったら、そのうち枯れますね。確実に畑を掘ったような形に

なっておりますので、これも対策をどうにかお願いしたいというふうな考えを持っておりま

す。 

 公園の管理が管財と建設・新幹線課ですね。これを１つにしてもらえませんか。そのほう

が管理がしやすいということで、市長にお願いするのは、公園の管理は一元化するというふ

うなことで検討をお願いしたいと思います。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ほかの議員からの御質問の中にも出ておりますので、将来的には検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

 今現在、それぞれの所管でやっておりますけれども、特に大きな問題は出ておらないとい

うふうに思います。ただ、やはり管理と新しく整備ということになりますと、それぞれの補

助金等を使って整備している関係で、そのようなことで今までやってきておるところでござ

いまして、幾分やむを得ないところもありますけれども、ただ、全体的な管理を一元化する

ということにつきましては、先ほどの御質問等がありましたように、申し込みの段階から一

本化すれば非常にわかりやすいんではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 次は、社会文化会館について質問いたします。 

 最初に、完成が遅くなった理由は、説明は前もありましたが、再度お願いいたします。 

 そして、普通ですね、遅くなった場合は一般では違約金を取るんですよね。この件だけで
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結構ですから、最初の契約は違約金の契約はしていないかしているかをお願いします。 

○議長（田口好秋君） 

 ちょっと暫時休憩します。 

午後５時６分 休憩 

午後５時７分 再開 

○議長（田口好秋君） 

 再開します。 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 今、議員お尋ねの違約金につきましては、契約書の中に記載をされているというふうに存

じております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 契約はされているということですから、次は委託契約以外の経費はどのようになっている

かと。どんなものをされたのか、金額は大体どのくらいですか。委託契約以外。 

○議長（田口好秋君） 

 文化・スポーツ振興課長。 

○文化・スポーツ振興課長（宮﨑康弘君） 

 お答えいたします。 

 社会文化会館に係る委託料以外の管理経費ということですが、嘱託職員２名の報酬326万

8,000円、光熱費、役務費、リース料等が含まれております。 

 以上です。（「はい、結構です」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 今後、有効に利用するためにはどのような計画をお持ちでしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今回、おかげさまで９月７日に開館を迎えるわけでございまして、御協力いただきました
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皆さんにお礼を申し上げたいと思います。 

 せっかく開館するわけでございますので、ぜひ有効利用をしていきたいと思っております。

そういう意味で、私どもといたしましては、組織的にも充実をさせましたし、また、会館を

運営する職員等も今、勉強をしておるところでございますので、ぜひ市民の方のいろんな団

体に利用をしていただきたいというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 有効に利用するための計画はまだないというわけですね。今後、していくということでし

ょう。今の答弁では、有効利用のためにどのような計画を立てているのかということで、ま

だ立てていないということでしょう。今後、するということでしょう。今後、立てるという

ことじゃないですか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 有効利用ということにつきましては、もう間もなくですけど、９月10日過ぎからでござい

ますけれども、予約を受け付けるようにいたしておりますので、ぜひ多くの市民の団体の方

に御利用をいただきたいというふうに思っております。 

 それと、どのような方法をとっているのかということでございますけれども、組織的にも

体制をつくりまして、嬉野市内の文化、スポーツ、それぞれが活性化することによって利用

状況は上がってくるというふうに思いますので、そういう点で努力をしていくということで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 会館の管理は、最初は市がすると思うんですよね。また、いつまでぐらい市のほうで管理

をするのか。 

 それから、指定管理を考えていますか。他にまた何か考えておいででしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 やはり数年は、管理の問題もありますので、しばらく様子を見るためにも市で管理をする

となると思いますけれども、条件が整えば、ほかの施設と同じように指定管理等も考えてい

けるんではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 これは補助事業なので、何にでも利用できないと思いますが、収入はどのような形で、ど

のようなものを考えておりますか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 収入につきましては、原則、会館の使用料ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 いや、会館をつくって、会館の使用料というのはわかりますけど、どのようなので収益が

取れるかということですね、これを聞いているわけです。要するにどんなもので収入を上げ

ることができるかということです。これは補助事業だから、何でも使われないでしょう。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 会館の使用を、いわゆる稼働を上げさせていただいて、使用料で売り上げを上げていくと

いうことだろうと思います。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 今のはいいです。 

 つくったことで、どのような経済効果があると思いますか。また、これをつくったことで、



- 151 - 

いいこと、悪いことはどのようなことを考えておいででしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今までいろんな公共施設ですね、いわゆるスポーツ施設をつくってまいりましたし、また、

会館も持っておるところでございまして、この社会文化会館が完成することによって、１つ

は、やはり嬉野市内の文化の発表の場、また稽古の場、いろんな形であると思いますけど、

そのような施設ができたということでございますので、市民の文化に対する理解の度合いが

進んでいただければというふうに思っております。 

 もう１つは、体育館を持っておりますので、いろんなスポーツのまずは練習、そしてまた

育成というふうなことが課題になってくると思います。 

 以上でございます。（「経済効果」と呼ぶ者あり） 

 経済効果といたしましては、先ほど申し上げましたように、稼働率を上げるということに

よって、私どもとしてはこの経費等の一部に充てていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 建設された建物について保証期間があると思いますが、これはどのような保証が何年ぐら

い、それで誰が責任を持つか、これを知りたいと思いますので。 

○議長（田口好秋君） 

 建設・新幹線課長。 

○建設・新幹線課長（早瀬宏範君） 

 お答えをいたします。 

 基本的に、工事等を行いまして、瑕疵担保期間は１年というふうに思っております。 

 以上でございます。（「誰が保証。設計業者、建設した人」と呼ぶ者あり） 

 お答えをいたします。 

 基本的に、施工業者のほうの瑕疵担保というふうに認識しております。 

 以上です。（「わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 次は、補助金についてお伺いします。 
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 市単独での補助金の交付団体数とどのようなものに対して金額が多いですか。ただ、交付

団体数が多過ぎますので、どのような件数で金額が多いかということです。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 市単独の補助金の交付団体がどれくらいあるのかというお尋ねでございます。 

 平成25年度の決算の補助金から個人への助成、事業実施への助成、また、国、県絡みの補

助を除いた団体数で119団体となっておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 補助金の交付時期は適正かということで聞きたいと思います。 

 どのような時期に補助をしておいででしょうか。というのが、何回か聞きましたけど、補

助金が来るのが遅いと。そういう点で、いつが適正と考えておいでかなと思ってですね。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 年度当初の議会で御承認をいただくわけでございますので、その御承認をいただいた後、

当該の団体に御連絡をするわけでございまして、先方の手続等の準備ができ次第、お支払い

をするということになります。 

 ただ、事業団体等につきましては必要な場合がございますので、概算払いまでいたしてお

りますので、補助金が遅いとかいうことは余り話としては出ておらないというふうに思いま

す。ただ、先方の手続等がおくれた場合につきましては、やはり適正な期間が必要でござい

ますので、どうしてもおくれていくと、遅くなるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 補助金を支給する場合に、規則や要綱を使用しない場合がありますか。そのときはどんな

場合か。 

○議長（田口好秋君） 
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 財政課長。 

○財政課長（中野哲也君） 

 お答えいたします。 

 補助金は全て交付要綱を整備した後、交付することになっております。 

 以上です。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 補助金の交付が適正に行われているか。それから、そのチェック体制はどういうふうにし

ておいででしょうか。 

○議長（田口好秋君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 補助金につきましては、適正な管理をお願いしているところでございまして、嬉野市の場

合は、補助団体につきましては監査委員が直接監査等もしていただいておるところでござい

ますので、厳密に行われているというふうに思っております。 

 また、実績報告等も必ず出させていただいておりますので、それに基づいて、領収書その

他についても添付を求めて、監査を行っていただいているということでございます。 

 これは全体的にはできませんので、監査委員が監査される分もございますけれども、私ど

もの職員が交付要綱に基づいて適正な処理がされたかどうかということは確認をいたしてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（田口好秋君） 

 織田議員。 

○15番（織田菊男君） 

 これで私の一般質問を終わりますけど、ちょっと言葉が最近おかしくなって、非常に迷惑

かけました。 

 じゃ、終わります。 

○議長（田口好秋君） 

 これで織田菊男議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。大変お疲れさまでございました。 

午後５時26分 散会 


